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令和５年度　県出資法人の経営状況等一覧
令和６年７月１日現在

役

法　　人　　名 設立年月日 代表者名 員

計 県
派遣

県
ＯＢ

県
派遣

県
ＯＢ

プロ
パー

その
他

1 群馬県公立大学法人 平成30年 4月 1日
理事長
　髙田　邦昭 7 4 1 0 182 44 8 130 0

-
無 知事戦略部 戦略企画課

2 (公財)群馬県消防協会 昭和 4年 5月30日
会長
　山本　一太 53 0 0 0 1 0 0 1 0

会長：知事
副会長：副知事、危機管理監 無 総務部 消防保安課

3 (公財)群馬県教育文化事業団 昭和55年 3月15日
理事長
　笠原　寛 8 2 0 2 13 0 0 13 0

会長：知事
無 地域創生部 文化振興課

4 (公財)群馬県スポーツ協会 昭和52年10月 1日
会長
　遠藤　祐司 27 2 0 2 19 0 0 19 0

副会長：副知事、教育長
理事：スポーツ局長　監事：会計管理者 無 地域創生部 スポーツ振興課

5 (公財)群馬県私学振興会 昭和58年 3月 1日
理事長
　野口　秀樹 17 1 0 1 3 0 1 2 0

-
無 生活こども部 私学・青少年課

6 (公財)群馬県児童健全育成事業団 平成 2年 6月 1日
理事長
　塚越　日出夫 10 1 0 1 20 0 0 8 12

-
無 生活こども部

こども・子育て
支援課

7 (公財)群馬県長寿社会づくり財団 平成 3年 4月 1日
理事長
  深代　敬久 18 1 0 1 16 0 0 9 7

-
無 健康福祉部 介護高齢課

8 (公財)群馬県生活衛生営業指導センター 昭和56年12月17日
理事長
　町田　仁一 15 0 0 0 3 0 1 2 0

-
無 健康福祉部

食品・生活衛生
課

9 (公財)尾瀬保護財団 平成 7年 8月 3日
理事長
　山本　一太 20 0 0 0 11 3 0 4 4

理事長：知事
常務理事：環境森林部長 無 環境森林部 自然環境課

10 (一財)群馬県森林・緑整備基金 平成 2年 7月10日
理事長
　小山　兼広 9 3 0 2 22 0 1 19 2

-
無 環境森林部 林政課

11 (公財)群馬県農業公社 昭和45年10月 1日
理事長
　横室　光良 12 2 1 1 10 5 0 5 0

-
無 農政部 農業構造政策課

12 (公財)群馬県蚕糸振興協会 平成11年10月 1日
理事長
　茂木　一義 9 1 0 1 5 0 0 5 0

-
無 農政部 蚕糸特産課

13 (公財)群馬県漁業増殖基金協会 昭和45年 3月31日
理事長
　松元　平吉 12 0 0 0 1 0 1 0 0

-
無 農政部 蚕糸特産課

14 (公社)群馬県青果物生産出荷安定基金協会 昭和46年 8月21日
会長理事
　天笠　淳家 20 1 0 0 3 0 0 3 0

-
無 農政部 野菜花き課

15 (公財)群馬県馬事公苑 昭和59年11月20日
理事長
　笛木　元之 9 1 0 1 4 0 0 4 0

-
有

指定管理にかかる利用料金の過大徴収
農政部 米麦畜産課

16 (公財)群馬県産業支援機構 昭和57年 4月 1日
理事長
　大久保　聡 13 2 0 2 48 1 0 13 34

-
無 産業経済部 産業政策課

17 (公財)桐生地域地場産業振興センター 昭和60年10月 4日
理事長
　荒木　恵司 13 1 0 0 10 0 0 6 4

-
無 産業経済部 地域企業支援課

18 (公財)群馬県勤労福祉センター 昭和59年 1月14日  
理事長
　足立　進 10 0 0 0 5 0 1 4 0

-
無 産業経済部 労働政策課

19 (公財)群馬県観光物産国際協会 平成19年 4月 1日
理事長
　市川　捷次 19 2 0 1 21 1 0 10 10

監事：会計管理者
無 産業経済部 観光魅力創出課

20 群馬県住宅供給公社 昭和40年11月30日
理事長
　眞庭　宣幸 11 3 1 1 100 0 3 97 0

理事：総務部長、県土整備部長
監事：会計管理者 無 県土整備部 住宅政策課

21 (公財)群馬県育英会 大正13年10月13日
理事長
　渡辺　郁美 8 0 0 0 3 0 1 0 2

会長：知事　理事長：教育長
監事：会計管理者 無 教育委員会 管理課

22 (公財)群馬県青少年育成事業団 昭和56年11月16日
理事長
　太田　大森 11 1 0 0 9 0 0 5 4

-
無 教育委員会 生涯学習課

23 (公財)群馬県防犯協会 昭和60年12月12日
理事長
　深井　彰彦 21 1 0 1 3 0 1 2 0

-
無 警察本部 生活安全企画課

24 (公財)群馬県暴力追放運動推進センター 平成 2年 9月25日
理事長
　釘島　伸博 10 1 0 1 2 0 1 1 0

理事：生活こども部長
有

勤務条件通知書の交付、雇用契約書の作成
警察本部 組織犯罪対策課

362 30 3 18 514 54 19 362 79

※役職員に係る人数は、原則令和６年７月１日現在の数字

合　　　　　　　計

監査等指摘事項
所　　管　　課

及び
旧　監　督　課

番
号

解散年月日

常
勤
役
員
計

常勤役員
のうち
県関係

常勤職員（人）

　　　　　　　　　　　備　考
（※知事、副知事、部長等が役員を務める場合
は、その旨を記載）計

内　　　訳
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令和５年度　県出資法人の経営状況等一覧
令和６年７月１日現在

法　　人　　名

1 群馬県公立大学法人

2 (公財)群馬県消防協会

3 (公財)群馬県教育文化事業団

4 (公財)群馬県スポーツ協会

5 (公財)群馬県私学振興会

6 (公財)群馬県児童健全育成事業団

7 (公財)群馬県長寿社会づくり財団

8 (公財)群馬県生活衛生営業指導センター

9 (公財)尾瀬保護財団

10 (一財)群馬県森林・緑整備基金

11 (公財)群馬県農業公社

12 (公財)群馬県蚕糸振興協会

13 (公財)群馬県漁業増殖基金協会

14 (公社)群馬県青果物生産出荷安定基金協会

15 (公財)群馬県馬事公苑

16 (公財)群馬県産業支援機構

17 (公財)桐生地域地場産業振興センター

18 (公財)群馬県勤労福祉センター

19 (公財)群馬県観光物産国際協会

20 群馬県住宅供給公社

21 (公財)群馬県育英会

22 (公財)群馬県青少年育成事業団

23 (公財)群馬県防犯協会

24 (公財)群馬県暴力追放運動推進センター

合　　　　　　　計

番
号

計 県出資額 比率 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度

3,211,992 3,211,992 100.0 3,152,873 3,263,827 3,072,709 370,349 1,573,679 1,428,083 0 0 0 2,782,524 1,690,147 1,644,625

784,281 300,000 38.3 806,354 805,200 804,057 5,616 5,193 4,917 0 0 0 800,738 800,007 799,141

261,750 261,100 99.8 1,426,808 1,421,279 1,416,257 88,335 86,327 91,853 0 0 0 1,338,474 1,334,952 1,324,404

730,126 502,700 68.9 1,265,219 1,259,322 1,283,232 157,879 145,279 176,665 0 0 0 1,107,340 1,114,043 1,106,567

239,830 100,000 41.7 9,070,644 8,934,507 8,976,604 8,775,258 8,641,179 8,685,743 349,490 349,690 350,890 295,386 293,328 290,861

45,000 30,000 66.7 139,317 129,972 136,844 45,519 43,112 46,852 0 0 0 93,798 86,860 89,992

150,000 100,000 66.7 386,415 357,513 349,443 161,205 145,934 139,214 0 0 0 225,211 211,579 210,229

5,000 2,300 46.0 16,973 16,598 16,561 604 304 322 0 0 0 16,369 16,295 16,239

1,503,730 545,329 36.3 1,637,636 1,640,525 1,629,267 12,277 10,760 9,687 0 0 0 1,625,359 1,629,766 1,619,579

580,000 580,000 100.0 2,429,449 2,425,080 2,413,024 618,567 623,851 641,595 0 0 0 1,810,882 1,801,230 1,771,430

631,121 314,000 49.8 748,898 747,130 757,074 85,386 82,873 88,059 0 0 0 663,513 664,256 669,015

1,229,234 662,500 53.9 1,219,241 1,224,137 1,230,649 17,710 15,638 14,604 0 0 0 1,201,531 1,208,499 1,216,045

253,300 249,000 98.3 251,706 229,846 230,964 689 477 606 0 0 0 251,017 229,369 230,358

29,620 15,000 50.6 463,943 445,690 473,980 438,929 421,332 449,505 0 0 0 25,014 24,358 24,475

200,000 200,000 100.0 255,438 252,230 250,422 49,255 45,423 43,433 0 0 0 206,183 206,807 206,989

763,050 613,050 80.3 1,384,631 1,420,789 1,328,205 259,717 301,161 208,337 107,000 149,000 60,000 1,124,914 1,119,627 1,119,868

25,120 10,000 39.8 388,801 400,272 410,533 62,989 58,785 59,646 0 0 0 325,812 341,487 350,887

261,410 176,410 67.5 281,887 284,456 284,728 19,766 18,966 17,899 0 0 0 262,121 265,490 266,829

974,000 864,000 88.7 1,284,610 1,288,331 1,398,518 67,688 63,541 208,859 0 0 0 1,216,922 1,224,790 1,189,659

39,800 30,000 75.4 7,953,860 7,905,569 8,105,848 4,423,126 4,386,268 4,589,991 2,425,799 2,478,095 2,534,152 3,530,734 3,519,302 3,515,856

648,548 259,419 40.0 1,888,342 1,886,975 1,891,253 18,637 17,425 18,345 0 0 0 1,869,705 1,869,550 1,872,908

208,046 104,000 50.0 252,432 248,438 260,326 28,845 26,908 41,244 0 0 0 223,587 221,531 219,082

89,500 84,160 94.0 102,612 102,949 102,246 2,940 2,553 1,172 0 0 0 99,672 100,396 101,074

623,838 512,275 82.1 657,877 655,502 653,150 1,386 676 3,735 0 0 0 656,491 654,826 649,414

9,727,235 37,465,966 37,346,137 37,475,894 15,712,672 16,717,644 16,970,366 21,753,297 20,628,495 20,505,526

出 資 金 額　（千円）
総資産　（千円） 純資産　（千円）負債　（千円） うち有利子負債　（千円）
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令和５年度　県出資法人の経営状況等一覧
令和６年７月１日現在

法　　人　　名

1 群馬県公立大学法人

2 (公財)群馬県消防協会

3 (公財)群馬県教育文化事業団

4 (公財)群馬県スポーツ協会

5 (公財)群馬県私学振興会

6 (公財)群馬県児童健全育成事業団

7 (公財)群馬県長寿社会づくり財団

8 (公財)群馬県生活衛生営業指導センター

9 (公財)尾瀬保護財団

10 (一財)群馬県森林・緑整備基金

11 (公財)群馬県農業公社

12 (公財)群馬県蚕糸振興協会

13 (公財)群馬県漁業増殖基金協会

14 (公社)群馬県青果物生産出荷安定基金協会

15 (公財)群馬県馬事公苑

16 (公財)群馬県産業支援機構

17 (公財)桐生地域地場産業振興センター

18 (公財)群馬県勤労福祉センター

19 (公財)群馬県観光物産国際協会

20 群馬県住宅供給公社

21 (公財)群馬県育英会

22 (公財)群馬県青少年育成事業団

23 (公財)群馬県防犯協会

24 (公財)群馬県暴力追放運動推進センター

合　　　　　　　計

番
号

令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度

1,208,141 145,826 134,491 3,683,744 2,618,520 2,493,016 1,708,188 1,727,763 1,608,747 25,071 46,450 27,008 1,100,228 46,450 27,008

16,455 15,726 14,861 19,304 16,353 16,915 4,300 4,300 4,300 729 865 ▲ 2 730 867 5

50,862 46,797 37,074 206,844 194,918 294,852 181,377 172,995 237,978 4,146 9,805 ▲ 2,550 3,521 10,549 ▲ 2,655

373,296 379,420 372,508 739,439 855,075 720,346 591,823 690,485 622,492 ▲ 6,125 6,912 4,808 ▲ 6,704 7,476 2,837

71,328 69,767 67,301 1,399,523 1,381,313 1,418,534 217,298 214,364 210,030 1,571 2,587 2,376 2,058 2,467 2,315

44,798 37,860 40,992 155,444 156,170 150,597 154,955 155,643 150,300 6,938 ▲ 3,132 3,758 6,938 ▲ 3,132 3,624

75,211 61,579 60,229 978,041 842,071 813,644 83,093 83,370 78,693 13,632 1,350 ▲ 1,926 13,632 1,350 ▲ 1,926

11,369 11,295 11,239 21,901 21,193 21,564 18,113 18,231 18,230 74 55 46 74 55 46

264,359 268,766 258,579 105,431 103,246 99,728 29,542 29,939 31,074 3,349 10,101 11,309 ▲ 4,407 10,186 11,309

1,230,882 1,221,230 1,191,430 386,109 398,629 420,390 318,118 339,223 340,887 14,296 31,920 42,104 9,652 29,800 34,566

32,391 33,135 37,894 396,893 334,961 379,153 19,006 20,511 20,264 ▲ 963 ▲ 4,759 ▲ 3,014 ▲ 744 ▲ 4,759 ▲ 3,762

5,697 6,749 9,378 105,938 105,550 103,841 98,838 98,904 97,658 ▲ 1,170 ▲ 2,629 ▲ 5,973 ▲ 6,969 ▲ 7,546 ▲ 5,891

12,858 13,297 13,618 41,457 40,789 4,509 300 300 300 ▲ 440 ▲ 321 ▲ 1,181 21,647 ▲ 988 ▲ 36,712

25,014 24,358 24,475 746,377 752,268 776,146 288,368 261,377 268,071 692 ▲117 ▲211 692 ▲117 ▲211

3,584 4,175 4,839 86,077 82,793 74,892 19,436 19,600 19,980 ▲ 592 ▲ 1,029 374 ▲ 624 ▲ 183 1,474

299,242 356,577 356,818 722,440 696,154 678,240 310,956 300,650 302,344 5,287 ▲241 5,825 5,287 ▲241 5,060

312,109 327,784 337,184 102,341 109,325 103,857 3,500 3,500 3,500 ▲ 15,675 ▲ 9,400 ▲ 15,217 ▲ 15,675 ▲ 9,400 ▲ 15,217

262,121 265,490 266,829 39,386 44,068 35,682 17,760 19,377 17,014 ▲ 3,369 ▲ 1,339 ▲1,290 ▲ 3,369 ▲ 1,339 ▲1,290

242,922 250,790 215,659 235,612 442,317 498,527 146,868 355,445 413,337 ▲ 7,787 57,212 45,416 ▲ 7,868 35,131 45,335

1,868,250 1,856,817 1,853,372 3,424,738 3,021,736 3,232,648 1,358,667 1,047,256 1,184,817 11,354 ▲ 41,751 7,870 11,432 3,445 34,097

1,610,286 1,610,131 1,613,489 121,784 122,939 121,871 0 0 0 155 ▲ 3,244 ▲ 3,290 155 ▲ 3,358 ▲ 3,290

17,387 15,331 12,882 85,979 81,719 80,211 75,465 75,448 75,454 1,975 2,367 ▲ 1,003 2,056 2,449 ▲ 904

8,172 8,896 9,574 57,725 57,592 44,230 3,137 3,460 2,907 ▲ 724 ▲ 678 ▲ 2,494 ▲ 724 ▲ 678 ▲ 4,361

28,152 27,609 22,419 25,971 25,527 25,532 7,649 7,580 7,763 544 5,190 757 1,665 5,411 863

5,656,757 5,649,721 5,716,140 52,968 106,532 117,551 1,132,683 124,253 96,476

利益剰余金　（千円） 当期損益　（千円）うち県からの補助金・交付金・委託金　（千円） 経常損益　（千円）総収入　（千円）
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令和５年度　県出資法人の経営状況等一覧
令和６年７月１日現在

法　　人　　名

1 群馬県公立大学法人

2 (公財)群馬県消防協会

3 (公財)群馬県教育文化事業団

4 (公財)群馬県スポーツ協会

5 (公財)群馬県私学振興会

6 (公財)群馬県児童健全育成事業団

7 (公財)群馬県長寿社会づくり財団

8 (公財)群馬県生活衛生営業指導センター

9 (公財)尾瀬保護財団

10 (一財)群馬県森林・緑整備基金

11 (公財)群馬県農業公社

12 (公財)群馬県蚕糸振興協会

13 (公財)群馬県漁業増殖基金協会

14 (公社)群馬県青果物生産出荷安定基金協会

15 (公財)群馬県馬事公苑

16 (公財)群馬県産業支援機構

17 (公財)桐生地域地場産業振興センター

18 (公財)群馬県勤労福祉センター

19 (公財)群馬県観光物産国際協会

20 群馬県住宅供給公社

21 (公財)群馬県育英会

22 (公財)群馬県青少年育成事業団

23 (公財)群馬県防犯協会

24 (公財)群馬県暴力追放運動推進センター

合　　　　　　　計

番
号

令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度

1,178,072 122,127 104,360 1,696,824 1,720,855 1,602,767 0 0 0 0 0 0 0 0 0

730 867 5 4,300 4,300 4,300 0 0 0 39 39 39 0 0 0

5,079 12,085 ▲ 2,655 120,094 115,705 61,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0

▲ 6,363 7,762 3,101 219,526 325,402 238,388 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,337 2,693 2,576 217,298 214,364 210,030 0 0 0 0 0 0 40,000 40,000 40,000

7,685 ▲ 2,386 4,371 2,655 4,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14,418 2,575 ▲ 506 83,093 83,370 78,693 0 0 0 163 163 163 0 0 0

78 60 50 17,743 17,859 17,844 0 0 0 0 0 0 0 0 0

▲ 3,032 11,126 11,932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12,220 32,643 37,570 102,591 98,121 114,756 0 0 0 0 0 0 0 0 0

▲ 530 ▲ 4,759 ▲ 3,014 19,006 20,511 20,264 0 0 0 0 0 0 0 0 0

▲ 6,969 ▲ 7,546 ▲ 5,891 410 1,136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21,647 ▲ 988 ▲ 36,712 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

753 468 374 288,368 261,377 268,071 0 0 0 0 0 0 0 0 0

▲ 609 ▲ 168 1,489 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10,055 4,383 9,545 224,821 233,610 227,882 0 0 0 0 0 0 0 0 0

951 7,614 2,560 3,500 3,500 3,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

▲ 3,369 ▲ 1,339 ▲1,290 3,946 5,563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

▲ 7,503 35,603 45,865 61,681 61,183 57,618 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106,503 100,433 134,240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37,628 36,908 37,729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,056 2,449 ▲ 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

▲ 91 218 ▲ 3,095 2,674 2,756 2,907 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,982 5,555 878 3,390 3,494 3,677 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,072,220 3,177,913 2,912,137 0 0 0 202 202 202 40,000 40,000 40,000

減価償却前当期損益　（千円）
出　資　法　人　へ　の　関　与　の　状　況

その他　（千円）県からの補助金（助成金）　（千円） 利子補給金　（千円） 税の減免額　（千円）
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令和５年度　県出資法人の経営状況等一覧
令和６年７月１日現在

法　　人　　名

1 群馬県公立大学法人

2 (公財)群馬県消防協会

3 (公財)群馬県教育文化事業団

4 (公財)群馬県スポーツ協会

5 (公財)群馬県私学振興会

6 (公財)群馬県児童健全育成事業団

7 (公財)群馬県長寿社会づくり財団

8 (公財)群馬県生活衛生営業指導センター

9 (公財)尾瀬保護財団

10 (一財)群馬県森林・緑整備基金

11 (公財)群馬県農業公社

12 (公財)群馬県蚕糸振興協会

13 (公財)群馬県漁業増殖基金協会

14 (公社)群馬県青果物生産出荷安定基金協会

15 (公財)群馬県馬事公苑

16 (公財)群馬県産業支援機構

17 (公財)桐生地域地場産業振興センター

18 (公財)群馬県勤労福祉センター

19 (公財)群馬県観光物産国際協会

20 群馬県住宅供給公社

21 (公財)群馬県育英会

22 (公財)群馬県青少年育成事業団

23 (公財)群馬県防犯協会

24 (公財)群馬県暴力追放運動推進センター

合　　　　　　　計

番
号

令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度

11,364 6,908 6,079 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0

61,283 57,290 176,837 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0

372,298 365,083 384,104 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0

152,300 151,300 150,300 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0

369 372 386 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0

29,542 29,939 31,074 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0

215,527 241,102 226,131 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 471,524 474,303 478,716

0 0 0 24,970 27,473 32,780 12,485 13,737 16,390 50% 50% 70% 0 0 0

98,428 97,768 97,658 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0

19,436 19,436 19,980 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0

86,135 67,040 74,462 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 1,302

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0

13,814 13,814 17,014 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0

85,187 294,262 355,719 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0

1,358,667 1,047,256 1,184,817 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0

75,465 75,448 75,454 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0

463 704 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0

4,259 4,086 4,086 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0

2,584,538 2,471,808 2,804,101 24,970 27,473 32,780 12,485 13,737 16,390 471,524 474,303 480,018

（将　来　負　担　額）　（千円） 貸付金残高　（千円）

出　資　法　人　へ　の　関　与　の　状　況

県からの委託料　（千円） 損失補償契約に係る債務残高（千円） （将来負担算入率）
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％

（ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

（ 0 ) （ ） （ 0 ）

総　数 （うち常勤） 総　数 （うち常勤）

8 0 18 3

※一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人については、(2)財務状況の記入にあたって公益法人会計基準に読み替える(下記参照)

＜貸借対照表＞ 純資産　→　正味財産合計 ＜損益計算書＞ 損益計算書　→　正味財産増減計算書

利益余剰金　→　一般正味財産 総収入（＝売上高＋営業外収益＋特別利益）　→　総収入（＝経常収益＋経常外収益＋当期正味財産増加額）

経常損益　→　当期経常増減額

当期損益　→　当期正味財産増減額

公社・事業団等の経営状況等の概要
＜令和５年度決算＞

作成日 令和6年7月1日

作成課 教育委員会管理課

Ⅰ
　
出
資
法
人
の
概
要

⑴
基
本
情
報

法　人　の　名　称 公益財団法人　群馬県育英会

所　　　在　　　地 群馬県前橋市大手町－丁目１番１号　教育委員会事務局内

設　立　年　月　日 大正13年10月13日

代　表　者　名 理事長　渡辺　郁美

⑵
財
務
状
況

貸　　借　　対　　照　　表　　か　　ら 損　　益　　計　　算　　書　　か　　ら

項　　　　　目
金額（千円）

項　　　　　目
金額（千円）

資　　本　　金 648,548 千円 県出資割合 40.0

令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度

事　業　内　容

学生寮上毛学舎の設置運営

（うち有利子負債） 0 経　常　損　益 155 ▲ 3,244 ▲ 3,290

122,939 121,871

負　　　　　債 18,637 17,425 18,345 （うち県からの補助金・委託金）

総　　資　　産 1,888,342 1,886,975 1,891,253 総　　収　　入
（＝売上高＋営業外収益＋特別利益）

121,784

▲ 3,358 ▲ 3,290

利　益　剰　余　金 1,610,286 1,610,131 1,613,489 減価償却前当期損益 37,628 36,908 37,729

純　　資　　産 1,869,705 1,869,550 1,872,908 当　期　損　益 155

プロパー他

0 0 0 0 1 2

⑶
役
職
員

役　　員　　数 常　勤　役　員　内　訳 職　員　数 常　勤　職　員　内　訳

県派遣 県ＯＢ プロパー他 県派遣 県ＯＢ

様式５
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Ⅲ
　
監
査
結
果

Ⅳ
　
そ
の
他

0 0

県からの利子補給金 0 0 0
Ⅱ
　
出
資
法
人
へ
の
関
与
の
状
況

⑴
公
的
支
援

（
フ
ロ
ー

）

項　　　　　目
金額（千円）

備考（目的、金額、内容、算出根拠等）
令和５年度 令和４年度 令和３年度

県からの補助金（助成金） 0

税　の　減　免　額 0 0 0
Ｈ30年度まで：県税条例第49条第1項第1号の規定により減免
Ｒ元年度から：収益事業開始に伴い減免なし

その他（　　　　　　　　　） 0 0 0

合　　　　　計 0 0 0 －

（参考）　県からの委託料 0 0 0

0

貸付金残高　 0 0 0

指摘・意見なし。

出　　資　　金 259,419 259,419 259,419 預金400千円、土地259,019千円

合　　　　　計 259,419 259,419 259,419 －

⑵
公
的
支
援

（
ス
ト

ッ
ク

）

項　　　　　目
金額（千円）

備考（目的、内容、算出根拠等）
令和５年度 令和４年度 令和３年度

損失補償契約
に係る債務残高

0 0
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令和５年度事業報告書概要 
 
１ 学生寮上毛学舎の運営状況 

上毛学舎の運営にあたっては、必要な施設の維持管理を行い、事故及び災害等の防止に努める
とともに、寮生の自治意識の高揚を図り、上毛学舎の管理運営に万全を期した。 

 
（１）定員及び在寮生数（令和５年４月１日現在） 

定員は、男子１０６名、女子９４名、合計２００名で、令和５年４月１日現在の在寮生数は、
男子１０６名、女子９４名、合計２００名であった。 
（参考）令和６年４月１日現在の在寮生数は、男子１０６名、女子９３名、合計１９９名であ

った。 
 
（２）寮生の費用負担 

入寮金は入寮許可期間が２年の入寮者は 50,000 円、１年半の入寮者は 37,500円、それ以外
の入寮期間の場合は月数に応じて入寮金を徴収した。 
寮費は月 30,000円、食費は月 20,370 円、寮室電気料は月 4,000円、インターネット接続料 

は月 900 円であった。 
 
※１ 食費は、事前申請により、講義出席や部活動参加、帰省等での長期不在など特別な

事情により欠食が認められた場合の返金あり。 
※２ 寮室電気料は、各月の各寮室の使用量に応じて、精算する。 

 
（３）委託契約の状況 

施設の管理運営業務の委託契約については、次のとおり主要業務ごとに契約している。  
区  分 契約相手方 業務期間 

施設設備保守点検業務 （株）日本環境ビルテック 令和 3年 10月 1日～令和 6年 9 月 30 日 

給食業務 （有）フードスタッフサービス 令和 3年 10月 1日～令和 6年 9 月 30 日 

清掃業務 冨士ファシリティーズ（株） 令和 3年 10月 1日～令和 6年 9 月 30 日 

 
２ 令和５年度中に実施した入寮者募集 
（１）令和５年度入寮者追加募集 

追加募集は実施しなかった。 
 
（２）在寮生の延長入寮許可者選考 

１年間の入寮延長の許可について、書類審査及び人物審査（生活態度、面接）により審査を 
し、４９名について入寮延長の許可をした。 

 
（３）令和６年度入寮者募集 

ア 募集人数    男子：４０名程度 女子：３５名程度 
イ 募集要項公表  令和５年１１月１０日 
ウ 募集期間    令和５年１２月１日～令和６年１月１９日 
エ 応募者数    男子： ８９名  女子： ７２名 
オ 入寮許可者数  男子： ３８名  女子： ３５名 
 ※入寮者選考終了後に退寮を申し出る者が生じたため、さらに男子１名に入寮を許可した。 

 
３ 自治会活動等 
    自治会（駉々会）主催の舎祭、総会等を開催した。 
 
４ 理事会及び評議員会の開催 
（１）理事会 

令和５年度は、５回の理事会を開催した。議題は令和４年度事業報告・収支決算、公益財団
法人群馬県育英会事務局の組織及び運営に関する規程の一部改正について、令和６年度事業計
画について等の議案を提出し、決議した。 

 
（２）評議員会 

令和５年度は、評議員会を４回（うち１回は定時評議員会）開催した。議題は令和４年度収
支決算を決議し、令和４年度事業報告、令和６年度事業計画、令和６年度入寮者選考・入寮者
の決定について等を報告した。 
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(別紙) 

第１ 令和５年度事業報告書 

 

○ 当法人の現況に関する事項 
 
１ 直近４事業年度の財産及び損益の状況 
                                               （単位：円） 

区  分 

 

令和２年度 

 

令和３年度 

 

令和４年度 

 

令和５年度 

(当該事業年度) 

資産合計 1,900,064,732 1,891,252,960    1,886,975,492    1,888,341,735 

 

 

流動資産 53,010,339        51,722,520      58,180,014      63,334,299 

固定資産 1,847,054,393     1,839,530,440   1,828,795,478   1,825,007,436 

負債合計 23,866,976 18,344,781       17,425,090 18,636,786 

 

 

流動負債 23,866,976        18,344,781      17,425,090       18,636,786 

固定負債 0                 0               0                0 

正味財産合計 1,876,197,756 1,872,908,179    1,869,550,402 1,869,704,949 

 

 

指定正味財産 259,419,395       259,419,395     259,419,395      259,419,395 

一般正味財産 1,616,778,361     1,613,488,784   1,610,131,007    1,610,285,554 

経常収益 78,551,772 121,870,560     122,938,603      121,783,605 

経常費用 110,010,736 125,160,137     126,182,749      121,629,058 

評価損益等調整前 

当期経常増減額 
△ 31,458,964 △ 3,289,577     △ 3,244,146          154,547 

当期経常増減額 △ 31,458,964 △ 3,289,577    △ 3,244,146          154,547 

正味財産期末残高 1,876,197,756 1,872,908,179   1,869,550,402    1,869,704,949 

 

寮入居率(稼働率) 93.4％ 94.0％ 92.0％ 91.9％ 

 

２ 学生寮上毛学舎の運営状況 

上毛学舎の運営にあたっては、必要な施設の維持管理を行い、事故及び災害等の防止に努める

とともに、寮生の自治意識の高揚を図り、上毛学舎の管理運営に万全を期した。 
 
（１）定員及び在寮生数（令和５年４月１日現在） 

区分 定 員 在寮生数 
学年別在寮生数 

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 

男子 106 名 106 名 42 名 39 名 17 名 8 名 

女子  94 名  94 名 38 名 33 名 12 名 11 名 

合計 200 名 200 名 80 名 72 名 29 名 19 名 

 

（参考）令和６年４月１日現在の定員及び在寮生数 

区分 定 員 在寮生数 
学年別在寮生数 

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 

男子 106 名 106 名 39 名 39 名 13 名 15 名 

女子  94 名  93 名 35 名 37 名 15 名  6 名 

合計 200 名 199 名 74 名 76 名 28 名 21 名 
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（２）寮生の費用負担 

区  分 
令和５年度 

入寮許可期間２年 入寮許可期間１年半 入寮許可期間１年 

 
入寮金 
（※１） 

新入寮時 50,000円  37,500円  －  

延長時 －  －  25,000円  

毎 
月 
徴 
収 

寮費 30,000円  

食費 20,370円 （※２） 

寮室電気料 4,000円 （※３） 

インターネット接続料            900 円 （※４） 

 
※１ 入寮許可期間が２年・１年半以外の場合は、月数に応じて入寮金を徴収。 
※２ 食費は、講義出席や部活動参加、帰省等による長期不在など、特別な事情により事前

申請で欠食が認められた場合の返金あり。 
 ※３ 寮室電気料は、毎月 4,000円を概算徴収し、各寮室の各月使用量に応じて精算する。 
 ※４ インターネット契約は、令和３年度から、寮生の任意個別加入から、全居室一括加入

方式へ変更し、寮費と合わせて徴収（寮生負担は月額 4,675円から 900 円へと軽減）。 
 

（３）重要な委託契約の状況 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区  分 契約相手方 契約期間 

業務期間 

契 約 額 

(うち５年度) 
施設設備保守点検業務
委託 
 

㈱日本環境ビルテ
ック 
 
 

  令和 3 年 10 月 1日 
 ～令和 6年 9 月 30 日 
 令和 3 年 10 月 1日 
 ～令和 6年 9 月 30 日 

   12,632,400 円 
（  4,129,400 円 ） 
 
 

給食業務委託 
 

㈲フードスタッフ
サービス 
 
 

 令和 3 年 8 月 19日 
 ～令和 6年 9 月 30 日 
   令和 3年 10 月 1 日 
 ～令和 6年 9 月 30 日 

   47,520,000 円 
（ 15,840,000 円 ） 
 
 

清掃業務委託 冨士ファシリティ
ーズ㈱ 
 
 

 令和 3 年 10 月 1日 
 ～令和 6年 9 月 30 日 
   令和 3年 10 月 1 日 
 ～令和 6年 9 月 30 日 

   14,357,772 円 
（  4,696,692 円 ） 
契約変更 
（５年度分～減額） 

14,223,924円 

 
（４）財産の貸付契約の状況 

使用目的 
 

数 量 
 

契約相手方 
 

契約期間 
 

年間貸付料 
(うち５年度) 

電話柱敷地 
 

支線柱１本 
 

東日本電信電話㈱ 
東京事業部設備部長 

 令和 5 年 4 月 1日 
～令和 8 年 3 月 31日 

1,500円/年 
( 1,500 円 ) 

防火水槽及び  
水利標識敷地 

26.00㎡ 
水槽１基 

東京消防庁 
世田谷消防署長 

 平成 27 年 4 月 1日 
～令和 7 年 3 月 31日 

77,376円/年 
( 77,376 円 ) 

自動販売機設置 
（※１） 

1.40㎡ 
屋内１台 

ダイドードリンコ㈱  令和 3 年 10 月 1日 
～令和 8 年 9 月 30日 

141,680 円/年 
( 141,680円 ) 

コイン式洗濯機・ 
乾燥機設置 

（※１） 

10.87㎡ 
洗濯機 17台 
乾燥機 12台 

㈱コインテクニカル 
 
 

 平成 27年 2 月 1日 
～令和 8 年 8 月 31日 

 

324,000 円/年 

( 324,000円 ) 

携帯用ｱﾝﾃﾅ支持
柱設置  (※２) 

支持柱１本他 

 

㈱ＮＴＴドコモ  平成 30年 4 月 1日 
～令和 10年 3 月 31 日 

1,029,600円/年 
(1,029,600円 ) 

※１ 自動販売機設置及びコイン式洗濯機・乾燥機設置については、上記の年間貸付料の 
    ほか、光熱水費の実費負担金を徴収している。 
※２ ㈱ＮＴＴドコモからは上記の年間貸付料のほか電気料（定額）を徴収している。 
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３ 令和５年度中に実施した入寮者募集 

（１）令和５年度入寮者追加募集 

     令和５年４月以降に生じた欠員については、令和５年度学生寮上毛学舎補欠入寮許可候補者 

  のうち、総合順位上位の男子４名、女子１名を繰り上げて入寮許可したため、追加募集は実施し 

  なかった。 

 

（２）在寮生の延長入寮許可者選考 

ア 延長入寮許可期間  令和６年３月２２日（金）～令和７年３月２１日（金）（１年間） 

イ 延長許可審査    書類審査（家計状況、生活状況）及び人物審査（生活態度、面接） 

により、各評点の合計点が高得点の者から延長を許可した。 
ウ 延長入寮許可の状況 

区  分 

 

対象者数 ２年生 ３年生 

 男子 女子  男子 女子  男子 女子 

令和５年度末入寮許可期間 

満了者 ※ 
94名 52名 42名 66名 35名 31名 28名 17名 11名 

 

 

 

 

延長許可申請者数 64名 33名 31名 43名 18名 25名 21名 15名 6名 

結 

果 

延長許可者 49名 28名 21名 28名 13名 15名 21名 15名 6名 

 〃 不許可者 15名 5名 10名 15名 5名 10名 0名 0名 0名 

結果通知後延長辞退者 0名 0名 0名 2名 1名 1名 0名 0名 0名 

延長不許可者からの繰上許可 0名 0名 0名 2名 1名 1名 0名 0名 0名 

延長許可手続完了者 49名 28名 21名 28名 13名 15名 21名 15名 6名 

※ 延長申請受付開始までの途中退寮者を含まない。 

 

（３）令和６年度入寮者募集 

  ア 募集人数    男子：４０名程度、女子：３５名程度 

  イ 募集要項公表  令和５年１１月１０日（金） 

            なお、同日に報道提供を行った。 

  ウ 募集期間    令和５年１２月１日（金）から令和６年１月１９日（金）まで 

  エ 現地個別見学会 

  （ア）開催日  令和５年１２月１６日（土）、１７日（日） 

（イ）会 場  学生寮上毛学舎 食堂兼集会室 

（ウ）内 容  令和６年度入寮希望者及び保護者を対象として、学舎の概要を説明するとと

もに、施設見学を実施した。 

（エ）参加者  ２５組５７名 

  オ 入寮候補者の選考 

  （ア）一次選考  次の考え方により、書類審査（家計状況及び人物評価）を実施した。 

           保護者の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が 507,000 円 

          （就学支援金の旧所得制限基準に同じ）以上かつ世帯合計所得金額 1,000 万   

          円以上の者は、選考しない。 

           なお、選考結果は、令和６年２月５日（月）付けで該当者に通知。 
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  （イ）二次選考  面接（人物評価）を実施した。 

           ・令和６年３月２日（土）群馬県庁において実施。 

            （当日欠席の者は、別日程で面接を実施した。） 

  （ウ）入寮者選考委員会の開催 

    a 日  程  令和６年３月２日（土） 

  b 会  場  群馬県庁２９階 ２９５会議室 

  c 協議事項  ・令和６年度上毛学舎入寮者の選考及び入寮許可者等の決定方法について 

         ・令和６年度学生寮上毛学舎入寮候補者名簿の決定について 

    d 選  考  入寮者選考委員会において、入寮適格者について入寮許可者及び補欠入寮 

        許可候補者名簿を作成した。 

   令和６年３月２日までに実施した面接（二次選考）終了後、入寮許可候補 

者名簿により、入寮許可者を選定した。 

  カ 応募状況及び選考結果                   

 

 

 

 

 

応募者数 

(Ａ) 

 

 

募集人数 

 

 

 

入寮許可

予定者数

(Ｂ) 

 

 

一次選考 

通過者数 

(Ｃ) 

 

 

倍率 

(Ｃ/Ｂ) 

 

 

二次選考を

受けた者の

数 

選考結果 

入 寮 許 可

者数 

 

補 欠 入 寮

許 可 候 補

者 名 簿 登

載者数 

最終不許

可者数 

 

男 

子 

８９名 

(９１名) 

４０名 

(４０名) 

３８名 

(４２名) 

８６名 

(８７名) 

２．２６ 

(２．０７) 

６５名 

(７４名) 

３８名 

(４２名) 

２７名 

(３２名) 

０名 

(０名) 

女 

子 

７２名 

(７３名) 

３５名 

(３５名) 

３５名 

(３８名) 

６８名 

(６９名) 

１．９４ 

(１．８２) 

５８名 

(５９名) 

３５名 

(３８名) 

２３名 

(２１名) 

０名 

(０名) 

合

計 

１６１名 

(１６４名) 

７５名 

(７５名) 

７３名 

(８０名) 

１５４名 

(１５６名) 

２．１１ 

(１．９５) 

１２３名 

(１３３名) 

７３名 

(８０名) 

５０名 

(５３名) 

０名 

(０名) 

     注１ 下段（ ）内は、前年（令和５年度春入寮者選考）の応募状況及び選考結果である。 

    ２ 入寮許可者が入寮を辞退したときには、補欠入寮許可候補者のうち総合順位上位の者 

から順次繰り上げて入寮許可者とした。 

    ３ 令和６年度は、入寮者選考終了後に退寮を申し出る者が生じたため、補欠入寮許可候補 

     者のうち総合順位上位の男子１名に入寮を許可した。このため、令和６年４月１日時点の 

         在寮生数（１年）は１名多い。 
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 ・参考（応募者数等の推移） 

 

 

男 子 女 子 

募集人数 応募人数 応募倍率 入寮者数 募集人数 応募人数 応募倍率 入寮者数 

平 20 66名 74名 1.12倍 48名    

 

 

  21 66名 97名 1.47倍 61名 

  22 22名 85名 3.86倍 22名 

  23 42名 89名 2.12倍 37名 

  24 43名 85名 1.98倍 43名 

  25 42名 75名 1.79倍 42名 

  26 42名 91名 2.17倍 42名 
 
  27 49名 

 
133名 

 
2.71倍 

 
49名 

 
80名 

 
124名 

 
1.55倍 

 
80名 

 
  28 

 
56名 

 
124名 

 
2.21倍 

 
54名 

 
35名 

 
128名 

 
3.66倍 

 
35名 

 
 29 

 
57名 

 
157名 

 
2.75倍 

 
55名 

 
32名 

 
109名 

 
3.41倍 

 
32名 

 
 30 

 
52名 

 
122名 

 
2.35倍 

    
51名 

 
31名 

 
107名 

 
3.45倍 

 
31名 

  31 50名 117名 2.34倍 50名 31名 92名 2.97倍 31名 
 
令 2 

 
39名 

  
132名 

 
3.38倍 

 
39名 37名 

 
90名 2.43倍 37名 

 3 44名 90名 2.05倍 44名 36名 68名 1.89倍 36名 

4 44名 117名 2.66倍 44名 38名 68名 1.79倍 36名 

5 42名 91名 2.17倍 42名 38名 73名 1.92倍 38名 

 6 40名 89名 2.23倍 39名 35名 72名 2.06倍 35名 

   注１ 平 27から令 5までの募集人数は、最終的な入寮許可可能人数である。 

    ２ 平 27 の女子の入寮者数には、平成２７年３月２５日に実施した追加募集による入寮      

許可者３名を含む。 

    ３ 令 6 の男子の入寮者数には、入寮者選考後に退寮者が生じたことに伴う追加入寮許可

者１名を含む。 

  キ 令和６年度新入寮生に対する入寮説明会の開催 

  （ア）開催日  令和６年３月２４日（日）午後１時３０分から３時まで 

（イ）会 場  群馬県庁２９階 ２９１会議室 

  （ウ）内 容  ・学生寮上毛学舎の概要及び入寮手続について（説明者：事務局書記） 

                  ・舎監挨拶（髙橋舎監） 

        ・寮生活の注意、遵守事項等について（説明者：髙橋舎監） 

        ・自治会活動について（説明者：自治会「駉々会」八島 俊介会長ほか） 

 

４ 自治会活動等 

（１）上毛学舎舎祭  新入寮生歓迎を兼ねたＢＢＱ大会  

  ア 開 催 日   令和５年５月２８日（日） 

  イ 場  所   上毛学舎中庭 

  ウ 参 加 者   寮生 １００名  

 エ 従 事 者   髙橋舎監、中嶋寮母 
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（２）上毛学舎舎祭  秋の懇親ＢＢＱ大会 

  ア 開 催 日   令和５年１０月１５日（日） 

  イ 場  所   上毛学舎中庭 

  ウ 参 加 者   寮生 ５０名 

 エ 従 事 者   髙橋舎監 

 

（３）自治会総会 

  ア 開 催 日   令和５年１１月２６日（日） 

  イ 内  容   役員改選及び会計報告等の審議 

  ウ 参 加 者   寮生 ６０名 

  エ 従 事 者   髙橋舎監、中嶋寮母 

 

（４）追い出しコンパ 

  ア 開 催 日   令和６年１月２１日（日） 

  イ 内  容   クイズ大会・ビンゴ大会・記念写真撮影など今春卒寮生と在寮生の交流 

ウ 参 加 者   寮生 ６０名  

  エ 従 事 者   髙橋舎監、中嶋寮母 

 

（５）寮生と企業との交流会 

  ア 開 催 日   令和５年１０月８日（日） 

  イ 内  容   ・(株)ワークエントリーによる群馬県内就職イベント紹介、就職相談全般 

           ・労働政策課による都内就職イベントの紹介 

           ・４グループによる企業採用担当者との交流会 

ウ 参 加 者   寮生 ９名（２年生５名、３年生４名） 

エ 参加企業   (株)東和銀行、(株)日東システムテクノロジーズ、(株)エフエム群馬、 

太陽誘電(株) 

  オ 従 事 者   群馬県産業経済部労働政策課 片岡補佐、小林主幹 

           学生寮上毛学舎 髙橋舎監、自治会伊橋会長・小嶋副会長 

           （公財）群馬県育英会 木村書記、土井書記 

 

（６）群馬県議会少子化対策・Well-beingに関する特別委員会県外調査 

  ア 調 査 日   令和５年９月６日（水）１３時２２分から１４時４１分 

  イ 内  容   群馬県の子育て支援の現状調査のため群馬県議会特別委員会が学生寮上毛 

            学舎の現地視察を実施。 

  ウ 出 席 者   ・群馬県議会 

              橋爪 洋介委員長、亀山 貴史副委員長、水野 俊雄委員、大和 勲委員、 

             加賀谷 富士子委員、大林 裕子委員、森 昌彦委員、入内島 道隆委員、 

             鈴木 敦子委員、松本 隆志委員、大沢 綾子委員 

              ・群馬県 

             生活こども部 上原部長、（教）生涯学習課 松本課長 

             ・学生寮上毛学舎 

             髙橋舎監、中嶋寮母、自治会伊橋会長・小嶋副会長 

              ・（公財）群馬県育英会 

             高林副局長、木村書記、土井書記 
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５ 理事会及び評議員会の開催 

（１）理事会 

   ア 第１回理事会 

(ｱ) 開催日等 令和５年４月１日付けみなし理事会（書面決議） 

(ｲ) 実施方法 決議の省略の方法による 

(ｳ) 同意者数等 現存する理事６名 全員同意、現存する監事１名 異議なし 

(ｴ) 提案事項  

 ａ 決議事項 内   容 結 果 

 第１号議案 重要な使用人（事務局長）の選任について 

・柿沼 輝信（群馬県教育委員会事務局教育次長） 

原案承認 

 

 

  イ 第２回理事会 

(ｱ) 開催日等 令和５年４月１日付けみなし理事会（書面決議） 

(ｲ) 実施方法 決議の省略の方法による 

(ｳ) 同意者数等 現存する理事６名 全員同意、現存する監事１名 異議なし 

(ｴ) 提案事項  

 ａ 決議事項 内   容 結 果 

 

 

 

 

 

 

第１号議案 

 

評議員の欠員補充候補者の推薦について 

・森 武文（株式会社講談社元取締役副社長） 

原案承認 

 

第２号議案 

 

評議員の欠員補充候補者の推薦について 

・山口 和良（群馬県町村教育長会会長、吉岡町教育委員会教育長） 

原案承認 

 

第３号議案 

 

評議員の欠員補充候補者の推薦について 

・富澤 孝史（群馬県東京事務所長） 

原案承認 

 

第４号議案 

 

監事の欠員補充候補者の推薦について 

・小林 由美子（群馬県会計管理者） 

原案承認 

 

第５号議案 

 

決議の省略の方法による令和５年度第１回評議員会（臨時）の 

実施について 

原案承認 

 

 

   ウ 第３回理事会 

(ｱ) 開催日等 令和５年５月１５日開催 

(ｲ) 開催場所 群馬県庁 ２９階 第１特別会議室 

(ｳ) 定足数 現存する理事６名 定足数４名 

(ｴ) 出席者数 理事６名、監事１名 

(ｵ) 議事  

 ａ 決議事項 内   容 結 果 

 第１号議案 令和４年度事業報告について 満場一致で原案承認 

第２号議案 令和４年度収支決算について 満場一致で原案承認 

第３号議案 公益財団法人群馬県育英会上毛学舎管理規程の一部

改正について 

満場一致で原案承認 

第４号議案 令和５年度評議員会（定時）の招集について 満場一致で原案承認 

 ｂ 報告事項 内   容 

 報告第１号 理事長の職務の執行状況について 
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   エ 第４回理事会 

(ｱ) 開催日等 令和５年５月２６日付けみなし理事会（書面決議） 

(ｲ) 実施方法 決議の省略の方法による 

(ｳ) 同意者数等 現存する理事６名 全員同意、現存する監事２名 異議なし 

(ｴ) 提案事項  

決議事項 内   容 結 果 

 

 

 

 

第１号議案 

 

評議員の欠員補充候補者の推薦について 

・高井 俊一郎（群馬県議会文教警察常任委員会委員長） 

原案承認 

 

第２号議案 

 

決議の省略の方法による令和５年度第２回評議員会（臨時）の実施

について 

原案承認 

 

 

   オ 第５回理事会 

(ｱ) 開催日等 令和６年２月１４日開催 

(ｲ) 開催場所 群馬県庁 ２９階 第１特別会議室 

(ｳ) 定足数 現存する理事６名 定足数４名 

(ｴ) 出席者数 理事６名、監事２名 

(ｵ) 議事  

 ａ 決議事項 内   容 結 果 

 

 

 

 

 

第１号議案 公益財団法人群馬県育英会事務局の組織及び運営に

関する規程の一部改正について 

満場一致で原案承認 

第２号議案 令和６年度事業計画について 満場一致で原案承認 

第３号議案 

 

令和６年度収支予算並びに令和６年度中の資金調達

及び設備投資の見込みついて 

満場一致で原案承認 

 

第４号議案 重要な使用人の選任について 

・髙橋 純一（学生寮上毛学舎舎監）             

満場一致で原案承認 

第５号議案 令和５年度第４回評議員会（臨時）の招集について 満場一致で原案承認 

 ｂ 報告事項  内   容 

 

 

報告第１号 令和６年度学生寮上毛学舎入寮者選考の状況について 

報告第２号 理事長の職務の執行の状況について 

 

（２）評議員会 

   ア 第１回評議員会（臨時） 

(ｱ) 開催日等 令和５年５月１日付けみなし評議員会（書面決議） 

(ｲ) 実施方法 決議の省略の方法による 

(ｳ) 同意者数等 現存する評議員５名 全員同意 

(ｴ) 提案事項  

決議事項 内   容 結 果 

 

 

 

 

第１号議案 

 

評議員の選任について 

・森 武文（株式会社講談社元取締役副社長) 

原案承認 

 

第２号議案 

 

評議員の選任について 

・山口 和良（群馬県町村教育長会会長、吉岡町教育委員会教育長） 

原案承認 

 

第３号議案 

 

評議員の選任について 

・富澤 孝史（群馬県東京事務所長) 

原案承認 

 

第４号議案 

 

監事の選任について 

・小林 由美子（群馬県会計管理者) 

原案承認 
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   イ 第２回評議員会（臨時） 

(ｱ) 開催日等 令和５年６月８日付けみなし評議員会（書面決議） 

(ｲ) 実施方法 決議の省略の方法による 

(ｳ) 同意者数等 現存する評議員８名 全員同意 

(ｴ) 提案事項  

決議事項 内   容 結 果 

 

 

第１号議案 

 

評議員の選任について 

・高井 俊一郎（群馬県議会文教警察常任委員会委員長) 

原案承認 

 

 

   ウ 第３回評議員会（定時） 

(ｱ) 開催日等 令和５年６月２１日付けみなし評議員会（書面決議） 

(ｲ) 実施方法 決議の省略の方法による 

(ｳ) 同意者数等 現存する評議員９名 全員同意 

(ｴ) 提案事項  

ａ 報告事項 内   容 

 

 

報告第１号 令和５年度第３回理事会の結果について 

報告第２号 令和４年度事業報告について 

ｂ 決議事項 内   容 結 果 

 第１号議案 令和４年度収支決算について 原案承認 

ｃ 報告事項 内   容 

 報告第３号 公益財団法人群馬県育英会上毛学舎管理規程の一部改正について 

 報告第４号 理事長の職務の執行の状況について 

     

   エ 第４回評議員会（臨時） 

(ｱ) 開催日等 令和６年３月１５日開催 

(ｲ) 開催場所 群馬県庁 ２９階 第１特別会議室 

(ｳ) 定足数 評議員９名 定足数５名 

(ｴ) 出席者数 評議員６名 理事２名、監事１名 

(ｵ) 議事  

報告事項 内  容 

 
 

 

 
 

 

報告第１号 令和５年度第５回理事会の結果について 

報告第２号 公益財団法人群馬県育英会事務局の組織及び運営に関する規程の一部改正

について 

報告第３号 令和６年度事業計画について 

報告第４号 令和６年度収支予算並びに令和６年度中の資金調達及び設備投資の見込み

について 

報告第５号 重要な使用人の選任について 
・髙橋 純一（学生寮上毛学舎舎監）   

報告第６号 令和６年度学生寮上毛学舎入寮者選考の結果について 

報告第７号 理事長の職務の執行の状況について 

 

６ 附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」 

令和５年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条

第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成し

ない。 
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（別紙）　令和５年度決算報告書

（公財）群馬県育英会

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで （単位：円）

当　年　度 前　年　度 差　　異

〔一般正味財産増減の部〕

〔経常増減の部〕

〔経常収益〕

【基本財産運用益】 96,248 106,100 △ 9,852

20 20 0

96,228 106,080 △ 9,852

【特定資産運用益】 471,187 470,578 609

5,507 4,898 609

465,680 465,680 0

【事業収益】 118,383,640 119,360,188 △ 976,548

ア　上毛学舎運営事業収益 117,354,040 118,330,588 △ 976,548

5,408,100 5,150,000 258,100

66,101,000 66,450,000 △ 349,000

41,174,070 41,429,870 △ 255,800

2,688,170 3,307,218 △ 619,048

1,982,700 1,993,500 △ 10,800

イ　不動産貸付事業収益 1,029,600 1,029,600 0

建物貸付事業収益 1,029,600 1,029,600 0

【受取補助金等】 0 0 0

地方公共団体助成金 0 0 0

【受取負担金】 1,702,786 1,697,858 4,928

負担金（上毛学舎運営事業分） 759,562 754,634 4,928

負担金（不動産貸付事業分） 943,224 943,224 0

【雑収益】 1,129,744 1,303,879 △ 174,135

746 745 1

1,128,998 1,303,134 △ 174,136

経　常　収　益　　計（ア） 121,783,605 122,938,603 △ 1,154,998

〔経常費用〕

【事  業  費】 118,450,613 122,799,713 △ 4,349,100

11,000 0 11,000

11,000 0 11,000

7,047,470 6,956,406 91,064

1,183,753 1,144,891 38,862

0 0 0

0 0 0

179,253 200,039 △ 20,786

85,465 67,815 17,650

36,912,995 38,289,773 △ 1,376,778

189,850 189,850 0

370,250 1,785,922 △ 1,415,672

※１ 0 327,277 △ 327,277

※２ 1,598,786 1,928,307 △ 329,521

101,500 120,600 △ 19,100

3,129,676 293,074 2,836,602

0 0 0

15,466,655 18,296,109 △ 2,829,454

光熱水費（上毛学舎運営事業分） 11,835,261 14,045,667 △ 2,210,406

2,688,170 3,307,218 △ 619,048

光熱水費（不動産貸付事業分） 943,224 943,224 0

100,745 100,745 0

999,193 946,830 52,363

420,700 429,800 △ 9,100

20,000 25,000 △ 5,000

26,348,212 26,468,244 △ 120,032

3,675,570 3,717,181 △ 41,611

20,598,540 21,501,840 △ 903,300

0 10,010 △ 10,010

食 費

１　正味財産増減計算書

科　　　　　　　　　　目

基 本 財 産 受 取 利 息

基本財産受取賃貸料

特 定 資 産 受 取 利 息

特定資産受取賃貸料

入 寮 金

寮 費

旅 費

寮 室 電 気 料

インターネット接続料

受 取 利 息

雑 収 益

役 員 等 報 酬

選 考 委 員 報 酬

給 料 手 当

福 利 厚 生 費

賃 金

報 償 費

食 糧 費

保 険 料

建 物 減 価 償 却 費

構 築 物 減 価 償 却 費

什 器 減 価 償 却 費

消 耗 什 器 備 品 費

消 耗 品 費

新 聞 図 書 費

修 繕 費

印 刷 製 本 費

光 熱 水 費

寮 室 光 熱 水 費

使 用 料 賃 借 料

租 税 公 課

支 払 負 担 金

委 託 費

役 務 費

食 材 費

雑 費  - 18 -



（公財）群馬県育英会

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで （単位：円）

当　年　度 前　年　度 差　　異

１　正味財産増減計算書

科　　　　　　　　　　目

【管  理  費】 3,178,445 3,383,036 △ 204,591

154,000 275,000 △ 121,000

1,823,831 1,853,186 △ 29,355

0 0 0

218,213 304,172 △ 85,959

0 0 0

4,702 5,910 △ 1,208

209,825 262,720 △ 52,895

※２ 339,984 249,040 90,944

7,434 28,801 △ 21,367

51,700 0 51,700

6,598 3,969 2,629

244,200 244,200 0

0 0 0

0 0 0

117,958 156,038 △ 38,080

0 0 0

経　常　費　用　　計（イ） 121,629,058 126,182,749 △ 4,553,691

154,547 △ 3,244,146 3,398,693

基本財産評価損益等（エ） 0 0 0

評　価　損　益　等　　計 0 0 0

当期経常増減額（オ＝ウ＋エ） 154,547 △ 3,244,146 3,398,693

〔経常外増減の部〕

〔経常外収益〕

【その他経常外収益】 0 0 0

0 0 0

経　常　外　収　益　　計（カ） 0 0 0

〔経常外費用〕

【固定資産除却売却損】 0 0 0

0 0 0

0 0 0

【その他経常外費用】 0 113,631 △ 113,631

0 0 0

0 113,631 △ 113,631

経　常　外　費　用　　計（キ） 0 113,631 △ 113,631

当期経常外増減額（ク＝カ－キ） 0 △ 113,631 113,631

他会計振替額（ケ） 0 0 0

154,547 △ 3,357,777 3,512,324

法人住民税及び事業税（サ） ※３ 0 0 0

当期一般正味財産増減額（シ＝コーサ） 154,547 △ 3,357,777 3,512,324

一般正味財産期首残高（ス） 1,610,131,007 1,613,488,784 △ 3,357,777

一般正味財産期末残高（セ＝シ＋ス） 1,610,285,554 1,610,131,007 154,547

〔指定正味財産増減の部〕

【基本財産運用益】（ソ） 38,492 42,433 △ 3,941

0 0 0

38,492 42,433 △ 3,941

【一般正味財産への振替額】（タ） 38,492 42,433 △ 3,941

一般振替他指定正味財産運用益 38,492 42,433 △ 3,941

当期指定正味財産増減額（チ＝ソ－タ） 0 0 0

指定正味財産期首残高（ツ） 259,419,395 259,419,395 0

指定正味財産期末残高（テ＝チ＋ツ） 259,419,395 259,419,395 0

正味財産期末残高（ト＝セ＋テ） 1,869,704,949 1,869,550,402 154,547

※１　消耗什器備品費支出とは、購入単価（消費税等込）が３万円以上１０万円未満のもの。（以下同じ）

※２　消耗品費支出とは、購入単価（消費税等込）が３万円未満のもの。（　〃　）

※３　法人住民税及び事業税の当年度分は翌期計上。

食 糧 費

役 員 報 酬

嘱 託 報 酬

選 考 委 員 報 酬

福 利 厚 生 費

賃 金

過 年 度 損 益 修 正 益

旅 費

消 耗 品 費

新 聞 図 書 費

印 刷 製 本 費

光 熱 水 費

使 用 料 賃 借 料

租 税 公 課

支 払 負 担 金

役 務 費

雑 費

評価損益等調整前当期経常増減額（ウ＝ア－イ）

基本財産受取賃貸料

建 物 除 却 売 却 損

什器備品除却売却損

建 物 除 却 売 却 損

過 年 度 損 益 修 正 損

税引き前当期一般正味財産増減額（コ＝オ＋ク）

基 本 財 産 受 取 利 息
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（公財）群馬県育英会

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで （単位：円）

公益目的事業会計
収益事業等
会　　　計

法人会計
内部取引
会　　計 合　計

〔一般正味財産増減の部〕

〔経常増減の部〕

〔経常収益〕

【基本財産運用益】 96,248 0 0 0 96,248

20 0 0 0 20

96,228 0 0 0 96,228

【特定資産運用益】 471,187 0 0 0 471,187

5,507 0 0 0 5,507

465,680 0 0 0 465,680

【事業収益】 114,175,595 1,029,600 3,178,445 0 118,383,640

ア　上毛学舎運営事業収益 114,175,595 0 3,178,445 0 117,354,040

2,229,655 0 3,178,445 0 5,408,100

66,101,000 0 0 0 66,101,000

41,174,070 0 0 0 41,174,070

2,688,170 0 0 0 2,688,170

1,982,700 0 0 0 1,982,700

イ　不動産貸付事業収益 0 1,029,600 0 0 1,029,600

建物貸付事業収益 0 1,029,600 0 0 1,029,600

【受取補助金等】 0 0 0 0 0

地方公共団体助成金 0 0 0 0 0

【受取負担金】 759,562 943,224 0 0 1,702,786

負担金（上毛学舎運営事業分） 759,562 0 0 759,562

負担金（不動産貸付事業分） 0 943,224 0 0 943,224

【雑収益】 1,129,717 27 0 0 1,129,744

719 27 0 0 746

1,128,998 0 0 0 1,128,998

経　常　収　益　　計（ア） 116,632,309 1,972,851 3,178,445 0 121,783,605

〔経常費用〕

【事  業  費】 117,312,289 1,138,324 0 0 118,450,613

11,000 0 0 0 11,000

11,000 0 0 0 11,000

7,047,470 0 0 0 7,047,470

1,183,753 0 0 0 1,183,753

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

179,253 0 0 0 179,253

85,465 0 0 0 85,465

36,912,995 0 0 0 36,912,995

189,850 0 0 0 189,850

370,250 0 0 0 370,250

※１ 0 0 0 0 0

※２ 1,598,786 0 0 0 1,598,786

101,500 0 0 0 101,500

3,129,676 0 0 0 3,129,676

0 0 0 0 0

14,523,431 943,224 0 0 15,466,655

11,835,261 0 0 0 11,835,261

2,688,170 0 0 0 2,688,170

0 943,224 0 0 943,224

100,745 0 0 0 100,745

999,193 0 0 0 999,193

225,600 195,100 0 0 420,700

20,000 0 0 0 20,000

26,348,212 0 0 0 26,348,212

3,675,570 0 0 0 3,675,570

20,598,540 0 0 0 20,598,540

0 0 0 0 0

正味財産増減計算書内訳表

科　　　　　　　　　　目

基本財産受取利息

基本財産受取賃貸料

特定資産受取利息

特定資産受取賃貸料

賃 金

入 寮 金

寮 費

食 費

寮 室 電 気 料

インターネット接続料

受 取 利 息

雑 収 益

役 員 等 報 酬

選 考 委 員 報 酬

給 料 手 当

福 利 厚 生 費

光 熱 水 費

報 償 費

食 糧 費

旅 費

建 物 減 価 償 却 費

構築物減価償却費

什 器 減 価 償 却 費

消 耗 什 器 備 品 費

消 耗 品 費

新 聞 図 書 費

修 繕 費

印 刷 製 本 費

光熱水費（上毛学舎運営事業分）

寮 室 光 熱 水 費

光熱水費（不動産貸付事業分）

使 用 料 賃 借 料

保 険 料

租 税 公 課

支 払 負 担 金

委 託 費

役 務 費

食 材 費

雑 費
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（公財）群馬県育英会

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで （単位：円）

公益目的事業会計
収益事業等
会　　　計

法人会計
内部取引
会　　計 合　計

正味財産増減計算書内訳表

科　　　　　　　　　　目

【管  理  費】 0 0 3,178,445 0 3,178,445

0 0 154,000 0 154,000

0 0 1,823,831 0 1,823,831

0 0 0 0 0

0 0 218,213 0 218,213

0 0 0 0 0

0 0 4,702 0 4,702

0 0 209,825 0 209,825

※２ 0 0 339,984 0 339,984

0 0 7,434 0 7,434

0 0 51,700 0 51,700

0 0 6,598 0 6,598

0 0 244,200 0 244,200

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 117,958 0 117,958

0 0 0 0 0

経　常　費　用　　計（イ） 117,312,289 1,138,324 3,178,445 0 121,629,058

△ 679,980 834,527 0 0 154,547

基本財産評価損益等（エ） 0 0 0 0 0

評　価　損　益　等　　計 0 0 0 0 0

当期経常増減額（オ＝ウ＋エ） △ 679,980 834,527 0 0 154,547

〔経常外増減の部〕

〔経常外収益〕

【その他経常外収益】 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

経　常　外　収　益　　計（カ） 0 0 0 0 0

〔経常外費用〕

【その他経常外費用】 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

経　常　外　費　用　　計（キ） 0 0 0 0 0

当期経常外増減額（ク＝カ－キ） 0 0 0 0 0

△ 679,980 834,527 0 0 154,547

他会計振替額（コ） 417,264 △ 417,264 0 0 0

△ 262,716 417,263 0 0 154,547

法人住民税及び事業税（シ） 0 0 0 0 0

当期一般正味財産増減額（ス＝サ－シ） △ 262,716 417,263 0 0 154,547

一般正味財産期首残高（セ） 1,607,581,871 1,951,215 597,921 0 1,610,131,007

一般正味財産期末残高（ソ＝ス＋セ） 1,607,319,155 2,368,478 597,921 0 1,610,285,554

〔指定正味財産増減の部〕

【基本財産運用益】（タ） 38,492 0 0 0 38,492

0 0 0 0 0

38,492 0 0 0 38,492

【一般正味財産への振替額】（チ） 38,492 0 0 0 38,492

一般振替他指定正味財産運用益 38,492 0 0 0 38,492

当期指定正味財産増減額（ツ＝タ－チ） 0 0 0 0 0

指定正味財産期首残高（テ） 259,419,395 0 0 0 259,419,395

指定正味財産期末残高（ト＝ツ＋テ） 259,419,395 0 0 0 259,419,395

正味財産期末残高（ナ＝ソ＋ト） 1,866,738,550 2,368,478 597,921 0 1,869,704,949

役 員 報 酬

租 税 公 課

嘱 託 報 酬

選 考 委 員 報 酬

福 利 厚 生 費

賃 金

食 糧 費

旅 費

消 耗 品 費

新 聞 図 書 費

印 刷 製 本 費

光 熱 水 費

使 用 料 賃 借 料

支 払 負 担 金

役 務 費

雑 費

評価損益等調整前当期経常増減額（ウ＝ア－イ）

過年度損益修正益

固定資産除却売却損

過年度損益修正損

他会計振替前当期一般正味財産増減額（ケ＝オ＋ク）

税引き前当期一般正味財産増減額（サ＝ケ＋コ）

基本財産受取利息

基本財産受取賃貸料
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（公財）群馬県育英会

令和６年３月３１日現在 （単位：円）

 〔資　産　の　部〕

【流　動　資　産】

60,912,959 56,275,067 4,637,892

1,152,464 1,208,962 △ 56,498

0 0 0

217,320 222,570 △ 5,250

1,051,556 473,415 578,141

流 動 資 産　　合 計 63,334,299 58,180,014 5,154,285

【固　定　資　産】

（基  本  財  産）

647,548,487 647,548,487 0

1,000,000 1,000,000 0

基本財産　合計 648,548,487 648,548,487 0

（特定資産）

862,171,397 899,084,392 △ 36,912,995

260,032,234 230,027,627 30,004,607

45,000,000 45,000,000 0

特定資産　合計 1,167,203,631 1,174,112,019 △ 6,908,388

(その他固定資産)

3,796,204 3,986,054 △ 189,850

1,665,268 2,035,518 △ 370,250

113,400 113,400 0

3,680,446 0 3,680,446

その他固定資産　合計 9,255,318 6,134,972 3,120,346

固 定 資 産　　合 計 1,825,007,436 1,828,795,478 △ 3,788,042

資　　産　　合　　計 1,888,341,735 1,886,975,492 1,366,243

 〔負　債　の　部〕

【流　動　負　債】

11,379,795 9,633,928 1,745,867

7,073,982 7,680,602 △ 606,620

183,009 110,560 72,449

流 動 負 債　　合 計 18,636,786 17,425,090 1,211,696

負　　債　　合　　計 18,636,786 17,425,090 1,211,696

 〔正 味 財 産 の 部〕

【指定正味財産】 259,419,395 259,419,395 0

400,000 400,000 0

259,019,395 259,019,395 0

38,492 42,433 △ 3,941

△ 38,492 △ 42,433 3,941

指定正味財産　　合計 259,419,395 259,419,395 0

（うち基本財産への充当額） ( 259,419,395 ) ( 259,419,395 ) ( 0 )

【一般正味財産】 1,610,285,554 1,610,131,007 154,547

（うち基本財産への充当額） ( 389,129,092 ) ( 389,129,092 ) ( 0 )

（うち特定財産への充当額） ( 1,167,203,631 ) ( 1,174,112,019 ) ( △ 6,908,388 )

正味財産合計額 1,869,704,949 1,869,550,402 154,547

負債及び正味財産合計 1,888,341,735 1,886,975,492 1,366,243

２　貸借対照表

科　　　　　　　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　　減

現 金 預 金

未 収 金

貯 蔵 品

前 払 金

前 払 費 用

土 地

そ の 他 基 本 財 産

建 物

減価償却引当資産（資産取得資金）

学生寮機能充実資金

その他指定正味財産

構 築 物

什 器 備 品

電 話 加 入 権

長 期 前 払 費 用

未 払 金

前 受 金

預 り 金

地方公共団体出捐金

受 贈 土 地

基本財産受取賃貸料
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（公財）群馬県育英会

 〔資　産　の　部〕

【流　動　資　産】

流 動 資 産　　合 計

【固　定　資　産】

（基  本  財  産）

基本財産　合計

（特定資産）

特定資産　合計

(その他固定資産)

その他固定資産　合計

固 定 資 産　　合 計

資　　産　　合　　計

 〔負　債　の　部〕

【流　動　負　債】

流 動 負 債　　合 計

負　　債　　合　　計

 〔正 味 財 産 の 部〕

【指定正味財産】

指定正味財産　　合計

（うち基本財産への充当額）

【一般正味財産】

（うち基本財産への充当額）

（うち特定財産への充当額）

正味財産合計額

負債及び正味財産合計

科　　　　　　　　　　目

現 金 預 金

未 収 金

貯 蔵 品

前 払 金

前 払 費 用

土 地

そ の 他 基 本 財 産

建 物

減価償却引当資産（資産取得資金）

学生寮機能充実資金

その他指定正味財産

構 築 物

什 器 備 品

電 話 加 入 権

長 期 前 払 費 用

未 払 金

前 受 金

預 り 金

地方公共団体出捐金

受 贈 土 地

基本財産受取賃貸料

令和６年３月３１日現在 （単位：円）

収益事業
等会計

内部取引
消去

57,767,984 2,532,880 612,095 60,912,959

1,152,464 0 0 1,152,464

0 0 0

217,320 0 217,320

1,051,556 0 1,051,556

60,189,324 2,532,880 612,095 0 63,334,299

647,548,487 0 647,548,487

1,000,000 0 1,000,000

648,548,487 0 0 0 648,548,487

862,171,397 0 862,171,397

260,032,234 0 260,032,234

45,000,000 0 45,000,000

1,167,203,631 0 0 0 1,167,203,631

3,796,204 0 3,796,204

1,665,268 0 1,665,268

37,800 75,600 113,400

3,680,446 3,680,446

9,179,718 0 75,600 0 9,255,318

1,824,931,836 0 75,600 0 1,825,007,436

1,885,121,160 2,532,880 687,695 0 1,888,341,735

11,299,584 0 80,211 11,379,795

6,909,580 164,402 0 7,073,982

173,446 9,563 183,009

18,382,610 164,402 89,774 0 18,636,786

18,382,610 164,402 89,774 0 18,636,786

259,419,395 0 0 0 259,419,395

400,000 0 400,000

259,019,395 0 259,019,395

38,492 0 38,492

△ 38,492 0 △ 38,492

259,419,395 0 0 0 259,419,395

( 259,419,395 ) ( ) ( 259,419,395 )

1,607,319,155 2,368,478 597,921 1,610,285,554

( 389,129,092 ) ( 0 ) ( 389,129,092 )

( 1,167,203,631 ) ( 0 ) ( 1,167,203,631 )

1,866,738,550 2,368,478 597,921 0 1,869,704,949

1,885,121,160 2,532,880 687,695 0 1,888,341,735

貸借対照表内訳表

公益目的事業会計 法人会計 合計
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令和６年度事業計画書 

 

１ 学生寮上毛学舎の運営 

上毛学舎の運営に当たっては、必要な施設の維持管理を行い、事故及び災害等の防止

に努めるとともに、寮生の自治意識の高揚を図り、上毛学舎の管理運営に万全を期する。 

（１）令和６年度寮生数（令和６年４月１日時点見込） 

  総人数 ２００名（うち男子 １０６名、女子 ９４名） 

（２）令和７年度新入寮生の募集等 

   ア 令和７年度新入寮生の募集及び入寮許可 

  イ 令和６年度中の欠員補充のための追加募集又は随時募集及び入寮許可 

  ウ 令和６年度末における入寮許可期間満了者のうち、延長希望者に係る審査及び 

    入寮期間延長許可 

 

２ 評議員会及び理事会の開催 

（１）評議員会 

  ア 定時評議員会 

   ・令和６年６月下旬 

 開催場所：群馬県庁 ２９階 第１特別会議室 

 議事予定：令和５年度収支決算承認及び事業報告等 

  イ 臨時評議員会 

   ・令和７年３月中旬 

    開催場所：群馬県庁 ２９階 第１特別会議室 

 議事予定：令和７年度事業計画及び収支予算の報告等 

   ・その他随時開催 

（２）理事会 

  ・令和６年５月下旬 

開催場所：群馬県庁 ２９階 第１特別会議室 

議事予定：令和５年度収支決算及び事業報告の承認等 

  ・令和７年２月中旬 

   開催場所：群馬県庁 ２９階 第１特別会議室 

議事予定：令和７年度事業計画及び収支予算の承認等 

  ・その他随時開催 

 

３ その他本会運営に必要な事業 

 - 24 -



（１／４）

公益財団法人群馬県育英会

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで （単位：円）

当 年 度 (A) 前 年 度 (B) 増　減 (A－B)

Ⅰ 事業活動収支の部

１ 事業活動収入

(1) 基本財産運用収入 93,000 97,000 △ 4,000

基本財産利息収入 1,000 1,000 0 R4年度実績

基本財産賃貸料収入 92,000 96,000 △ 4,000 防火水槽等土地貸付料等　令和６年度予定額 91,728円

(2) 特定資産運用収入 474,000 474,000 0

特定資産利息収入 8,000 8,000 0 前年と同額

特定資産賃貸料収入 466,000 466,000 0 465,680円

(3) 事業収入 127,016,000 127,016,000 0

①上毛学舎運営事業収入 125,987,000 125,987,000 0

入寮金収入 4,975,000 4,975,000 0

寮費収入 67,680,000 67,680,000 0

食費収入 42,278,000 42,278,000 0

寮室電気料収入 9,024,000 9,024,000 0

インターネット接続料収入 2,030,000 2,030,000 0

②不動産貸付事業収入 1,029,000 1,029,000 0

建物貸付事業収入 1,029,000 1,029,000 0 1,029,600円

(4) 負担金収入 1,727,000 1,693,000 34,000

負担金収入（上毛学舎運営事業分） 783,000 749,000 34,000
27,720円

754,364円

負担金収入（不動産貸付事業分） 944,000 944,000 0 943,224円

(5) 雑収入 1,209,000 459,000 750,000

受取利息収入 1,000 1,000 0 R4年度実績 745円

雑収入 1,208,000 458,000 750,000 1,207,581円

事業活動収入　小計　（Ａ） 130,519,000 129,739,000 780,000

２ 事業活動支出

(1) 事業費支出 103,998,000 113,858,000 △ 9,860,000

役員等報酬支出 11,000 11,000 0

選考委員報酬支出 33,000 33,000 0

給料手当支出 7,397,000 7,373,000 24,000

福利厚生費支出 1,293,000 1,290,000 3,000

賃金支出 64,000 64,000 0

食糧費支出 200,000 186,000 14,000

旅費支出 780,000 780,000 0

舎監・寮母給料、期末手当（率1.2→1.225）及び時間外手当

舎監・寮母社会保険料、定期検診料等

緊急対応雇用分、前年と同額

寮生奉仕作業時弁当代、入寮者選考面接昼食代等

役員等費弁旅費、舎監・寮母出張旅費、上毛学舎運営業務職員出張旅費等

外構管理費群馬県（東京事務所）負担分
ランドリー・自動販売機等　光熱水費負担分

ＮＴＴドコモ携帯電話基地局機器等電気料負担金    78,602円／月×12か月分

カードキー再発行手数料、退寮生諸費用負担額、消費税還付金

入寮式来賓役員等報酬

入寮者選考委員会委員報酬

ＮＴＴドコモ携帯電話基地局機器等設置　　85,800円／月×12月

　　　令　和　６　年　度　　収　支　予　算　書　（　資　金　収　支　ベ　ー　ス　）

科　　　　　　　　　　目 備    　　　考

自販機、ランドリー等建物貸付料等　令和６年度予定額

新入寮　50，000円×75人＋延長入寮　25，000円×49人

30，000円×200人×12月×94％（令和元年度入居率）

20，370円×200人×12月×94％（令和元年度入居率）×92％（欠食返金率8%見込）

 4,000円×200人×12月×94％（令和元年度入居率）

     900円×200人×12月×94％（令和元年度入居率）
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公益財団法人群馬県育英会 収支予算書（資金収支ベース）　（２／４）

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで （単位：円）

当 年 度 (A) 前 年 度 (B) 増　減 (A－B)

消耗什器備品費支出（※１） 714,000 714,000 0

消耗品費支出（※２） 3,000,000 3,000,000 0

新聞図書費支出 326,000 326,000 0

修繕費支出 3,362,000 3,362,000 0

印刷製本費支出 306,000 306,000 0

光熱水費支出 22,621,000 32,818,000 △ 10,197,000

12,653,000 22,850,000 △ 10,197,000

9,024,000 9,024,000 0

944,000 944,000 0

使用料賃借料支出 168,000 168,000 0

保険料支出 1,052,000 1,028,000 24,000

租税公課支出 480,000 480,000 0

負担金支出 63,000 63,000 0

委託費支出 27,300,000 27,400,000 △ 100,000

役務費支出 5,138,000 5,138,000 0

3,091,000 3,091,000 0

2,047,000 2,047,000 0 インターネット接続料（全室一括契約分）

食材費支出 29,180,000 28,808,000 372,000

雑費支出 510,000 510,000 0

(2) 管理費支出 5,402,000 4,786,000 616,000

役員等報酬支出 550,000 550,000 0

嘱託報酬支出 2,491,000 1,972,000 519,000

福利厚生費支出 439,000 342,000 97,000

賃金支出 128,000 128,000 0

食糧費支出 52,000 52,000 0

旅費支出 450,000 450,000 0

消耗品費支出（※２） 360,000 360,000 0

新聞図書費支出 38,000 38,000 0

印刷製本費支出 227,000 227,000 0

光熱水費支出 10,000 10,000 0

使用料賃借料支出 396,000 396,000 0

租税公課支出 10,000 10,000 0

負担金支出 3,000 3,000 0

役務費支出 206,000 206,000 0

雑費支出 42,000 42,000 0

事業活動支出　小計　（Ｂ） 109,400,000 118,644,000 △ 9,244,000

 事業活動収支差額（Ｃ＝Ａ－Ｂ） 21,119,000 11,095,000 10,024,000

（※１）　消耗什器備品費支出とは、購入単価（消費税等込）が３万円以上１０万円未満のもの。

（※２）　消耗品費支出とは、購入単価（消費税等込）が３万円未満のもの。

各種協議会等会員負担金、前年と同額

役員等費弁旅費、法人運営職員出張旅費、前年と同額

印紙税　等、前年と同額

嘱託員報酬、通勤手当、期末手当（率1.2→1.225）、勤勉手当（新設）、時間外手当

事務用品

図書購入費

封筒印刷費等

県庁舎事務室負担分、前年と同額

財務会計システムリース料

嘱託員等社会保険料、定期検診料等

緊急対応雇用分、前年と同額

会議用昼食代及び飲み物代

インターネット接続料支出（全室一括契約分）

給食食材費（（朝300円＋夕490円）×12月）×23日（平均提供日数）×200人×94％×
70％（平均喫食率想定）、給茶機粉茶代　480,000円

その他支出見込

役員等報酬、前年と同額

郵送料等

その他支出見込

電話代、郵送料、手数料、給食業務に係る廃棄物処分費、10年目点検費用
新型コロナウイルス感染者発生時の障害者用寮室除菌作業費等

光熱水費支出（上毛学舎運営事業分） 上毛学舎運営に係る電気、ガス、水道料金

寮室光熱水費支出 上毛学舎寮室電気料収入と同額

光熱水費支出（不動産貸付事業分） ＮＴＴドコモ携帯電話基地局分、負担金収入（不動産貸付事業分）と同額

ＮＨＫ受信料、電波障害対策共聴ケーブル共架料、AEDリース料

火災保険料5年契約(2023.9.30～2028.9.30)　契約更新値上げ

固定資産税・都市計画税、印紙税、法人税、住民税、事業税　等

各種協議会等会員負担金、前年と同額

施設設備保守点検、給食、清掃業務委託等

役務費支出（上毛学舎運営事業分）

消耗什器備品購入費

消耗品購入費、アルコール消毒液等感染症対策関係消耗品

新聞購読料及び図書購入費

設備等の修繕費、退寮時寮室原状復旧修繕等

資料印刷費　等

科　　　　　　　　　　目 備    　　　考
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公益財団法人群馬県育英会 収支予算書（資金収支ベース）　（３／４）

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで （単位：円）

当 年 度 (A) 前 年 度 (B) 増　減 (A－B)

Ⅱ 投資活動収支の部

１ 投資活動収入  

①特定資産取崩収入 0 0 0

減価償却引当資産取崩収入 0 0 0

投資活動収入　小計　（Ｄ） 0 0 0

２ 投資活動支出 0

(1) 特定資産取得支出 42,004,000 32,004,000 10,000,000

特定資産建物取得支出 2,000,000 2,000,000 0 特定資産建物取得費（長期修繕計画に基づく修繕工事、改修工事発生時対応分）

減価償却引当資産取得支出 40,004,000 30,004,000 10,000,000

(2) 固定資産取得支出 7,000,000 7,000,000 0

構築物建設支出 500,000 500,000 0 構築物建設費（改修工事発生時対応分）

什器備品購入支出 6,500,000 6,500,000 0

投資活動支出　小計　（Ｅ） 49,004,000 39,004,000 10,000,000

 投資活動収支差額（Ｆ＝Ｄ－Ｅ） △ 49,004,000 △ 39,004,000 △ 10,000,000

Ⅲ 財務活動収支の部

１ 財務活動収入

財務活動収入　小計　（Ｇ） 0 0 0

２ 財務活動支出 0

財務活動支出　小計　（Ｈ） 0 0 0

 財務活動収支差額（Ｉ＝Ｇ－Ｈ） 0 0 0

Ⅳ 予備費

 予備費（Ｊ） 500,000 500,000 0 臨時経費、前年度と同額

 当期収支差額（Ｋ＝Ｃ＋Ｆ＋Ｉ－Ｊ） △ 28,385,000 △ 28,409,000 24,000

 前期繰越収支差額（Ｌ） 29,068,578 40,754,924 △ 11,686,346

 次期繰越収支差額（Ｍ＝Ｋ＋Ｌ） 683,578 12,345,924 △ 11,662,346

科　　　　　　　　　　目 備    　　　考

寮棟建替及び大規模修繕等積立（40,000,000円／年）、運用利息積立（3,400円）
令和2年度に減額した1,000万円を上乗せして積立。

什器備品購入費（経常分、改修工事発生時対応分、償却済器具備品の更新分）
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（参考）

公益財団法人群馬県育英会 収支予算書（資金収支ベース）　（４／４）

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで （単位：円）

当 年 度 (A) 前 年 度 (B) 増　減 (A－B)

 収入予算合計（Ａ＋Ｄ＋Ｇ＋Ｌ） 159,587,578 170,493,924 △ 10,906,346

 支出予算合計（Ｂ＋Ｅ＋Ｈ＋Ｊ） 158,904,000 158,148,000 756,000

○減価償却費と減価償却引当資産取得支出（資金積立）との差額

37,241,000 37,474,000 △ 233,000

40,000,000 30,000,000 10,000,000 注）運用利息を除く。

△ 2,759,000 7,474,000 △ 10,233,000差額（Ｘ－Ｙ）

科　　　　　　　　　　目 備    　　　考

収支予算書（正味財産増減ベース）減価償却費　Ｘ

収支予算書（資金収支ベース）減価償却引当資産取得支出　Ｙ
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（１／２）

公益財団法人群馬県育英会

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで （単位：円）

当 年 度 (A) 前 年 度 (B) 増　減 (A－B)

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１　経常増減の部

(1) 経常収益

①基本財産運用益 93,000 97,000 △ 4,000

基本財産受取利息 1,000 1,000 0

基本財産受取賃貸料 92,000 96,000 △ 4,000

②特定資産運用益 474,000 474,000 0

特定資産受取利息 8,000 8,000 0

特定資産受取賃貸料 466,000 466,000 0

③事業収益 127,016,000 127,016,000 0

ア 上毛学舎運営事業収益 125,987,000 125,987,000 0

入寮金収益 4,975,000 4,975,000 0

寮費収益 67,680,000 67,680,000 0

食費収益 42,278,000 42,278,000 0

寮室電気料収益 9,024,000 9,024,000 0

インターネット接続料収益 2,030,000 2,030,000 0

イ　不動産貸付事業収益 1,029,000 1,029,000 0

建物貸付事業収益 1,029,000 1,029,000 0

④受取負担金 1,727,000 1,693,000 34,000

負担金収入（上毛学舎運営事業分） 783,000 749,000 34,000

負担金収入（不動産貸付事業分） 944,000 944,000 0

⑤雑収益 1,209,000 459,000 750,000

受取利息 1,000 1,000 0

雑収益 1,208,000 458,000 750,000

経常収益　計（Ａ） 130,519,000 129,739,000 780,000

(2) 経常費用

①事業費 141,239,000 151,332,000 △ 10,093,000

役員等報酬 11,000 11,000 0

選考委員報酬 33,000 33,000 0

給料手当 7,397,000 7,373,000 24,000

福利厚生費 1,293,000 1,290,000 3,000

賃金 64,000 64,000 0

報償費 0 0 0

食糧費 200,000 186,000 14,000

旅費 780,000 780,000 0

減価償却費 37,241,000 37,474,000 △ 233,000

建物減価償却費 36,680,000 36,913,000 △ 233,000

構築物減価償却費 190,000 190,000 0

什器備品減価償却費 371,000 371,000 0

消耗什器備品費 714,000 714,000 0

消耗品費 3,000,000 3,000,000 0

新聞図書費 326,000 326,000 0

修繕費 3,362,000 3,362,000 0

印刷製本費 306,000 306,000 0

光熱水費 22,621,000 32,818,000 △ 10,197,000

光熱水費（上毛学舎運営事業分） 12,653,000 22,850,000 △ 10,197,000

寮室光熱水費 9,024,000 9,024,000 0

光熱水費（不動産貸付事業分） 944,000 944,000 0

使用料賃借料 168,000 168,000 0

保険料 1,052,000 1,028,000 24,000

租税公課 480,000 480,000 0

支払負担金 63,000 63,000 0

委託費 27,300,000 27,400,000 △ 100,000

役務費 5,138,000 5,138,000 0

役務費（上毛学舎運営事業分） 3,091,000 3,091,000 0

インターネット接続料（全室一括契約分） 2,047,000 2,047,000 0

食材費 29,180,000 28,808,000 372,000

雑費 510,000 510,000 0

令和６年度収支予算書（正味財産増減ベース）

科　　　　　　　　　　目
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公益財団法人群馬県育英会 収支予算書（正味財産増減ベース）　（２／２）

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで （単位：円）

② 管理費 5,402,000 4,786,000 616,000

役員等報酬 550,000 550,000 0

嘱託報酬 2,491,000 1,972,000 519,000

福利厚生費 439,000 342,000 97,000

賃金 128,000 128,000 0

食糧費 52,000 52,000 0

旅費 450,000 450,000 0

消耗品費 360,000 360,000 0

新聞図書費 38,000 38,000 0

印刷製本費 227,000 227,000 0

光熱水費 10,000 10,000 0

使用料賃借料 396,000 396,000 0

租税公課 10,000 10,000 0

支払負担金 3,000 3,000 0

役務費 206,000 206,000 0

雑費 42,000 42,000 0

経常費用　計（Ｂ） 146,641,000 156,118,000 △ 9,477,000

評価損益等調整前当期経常増減額（Ｃ＝Ａ－Ｂ） △ 16,122,000 △ 26,379,000 10,257,000

基本財産評価損益等（Ｄ） 0 0 0

当期経常増減額（Ｅ＝Ｃ＋Ｄ） △ 16,122,000 △ 26,379,000 10,257,000

２　経常外増減の部

(1) 経常外収益

経常外収益　計（Ｆ） 0 0 0

(2) 経常外費用 0

経常外費用　計（Ｇ） 0 0 0

当期経常外増減額（Ｈ＝Ｆ－Ｇ） 0 0 0

他会計振替額（Ｉ） 0

税引き前当期一般正味財産増減額（Ｊ＝Ｅ＋Ｈ＋Ｉ） △ 16,122,000 △ 26,379,000 10,257,000

法人税、住民税及び事業税（Ｋ） 0 0 0

当期一般正味財産増減額（Ｌ＝Ｊ－Ｋ） △ 16,122,000 △ 26,379,000 10,257,000

一般正味財産期首残高（Ｍ） 1,600,474,661 1,610,131,007 △ 9,656,346

一般正味財産期末残高（Ｎ＝Ｌ＋Ｍ） 1,584,352,661 1,583,752,007 600,654

Ⅱ　指定正味財産増減の部

１　基本財産運用益（Ｏ） 38,000 40,000 △ 2,000

基本財産受取利息 1,000 1,000 0

基本財産受取賃貸料 37,000 39,000 △ 2,000

２　一般正味財産への振替額（Ｐ） 38,000 40,000 △ 2,000

一般振他指定正味財産運用益 38,000 40,000 △ 2,000

当期指定正味財産増減額（Ｑ＝Ｏ－Ｐ） 0 0 0

指定正味財産期首残高（Ｒ） 259,419,395 259,419,395 0

指定正味財産期末残高（Ｓ＝Ｑ＋Ｒ） 259,419,395 259,419,395 0

正味財産期末残高（Ｔ＝Ｎ＋Ｓ） 1,843,772,056 1,843,171,402 600,654

増　減 (A－B)科　　　　　　　　　　目 当 年 度 (A) 前 年 度 (B)
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（１／２）

公益財団法人群馬県育英会

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで （単位：円）

公益目的事業会計 収益事業会計

上毛学舎運営事業 不動産貸付事業

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１　経常増減の部

(1) 経常収益

①基本財産運用益 93,000 0 0 93,000

基本財産受取利息 1,000 0 0 1,000

基本財産受取賃貸料 92,000 0 0 92,000

②特定資産運用益 474,000 0 0 474,000

特定資産受取利息 8,000 0 0 8,000

特定資産受取賃貸料 466,000 0 0 466,000

③事業収益 120,585,000 1,029,000 5,402,000 127,016,000

ア 上毛学舎運営事業収益 120,585,000 0 5,402,000 125,987,000

入寮金収益 △ 427,000 0 5,402,000 4,975,000

寮費収益 67,680,000 0 0 67,680,000

食費収益 42,278,000 0 0 42,278,000

寮室電気料収益 9,024,000 0 0 9,024,000

インターネット接続料収益 2,030,000 0 0 2,030,000

イ　不動産貸付事業収益 0 1,029,000 0 1,029,000

建物貸付事業収益 0 1,029,000 0 1,029,000

④受取負担金 783,000 944,000 0 1,727,000

負担金収入（上毛学舎運営事業分） 783,000 0 0 783,000

負担金収入（不動産貸付事業分） 0 944,000 0 944,000

⑤雑収益 1,209,000 0 0 1,209,000

受取利息 1,000 0 0 1,000

雑収益 1,208,000 0 0 1,208,000

経常収益　計（Ａ） 123,144,000 1,973,000 5,402,000 130,519,000

(2) 経常費用

①事業費 140,087,000 1,152,000 0 141,239,000

役員等報酬 11,000 0 0 11,000

選考委員報酬 33,000 0 0 33,000

給料手当 7,397,000 0 0 7,397,000

福利厚生費 1,293,000 0 0 1,293,000

賃金 64,000 0 0 64,000

報償費 0 0 0 0

食糧費 200,000 0 0 200,000

旅費 780,000 0 0 780,000

減価償却費 37,241,000 0 0 37,241,000

建物減価償却費 36,680,000 0 0 36,680,000

構築物減価償却費 190,000 0 0 190,000

什器備品減価償却費 371,000 0 0 371,000

消耗什器備品費 714,000 0 0 714,000

消耗品費 3,000,000 0 0 3,000,000

新聞図書費 326,000 0 0 326,000

修繕費 3,362,000 0 0 3,362,000

印刷製本費 306,000 0 0 306,000

光熱水費 21,677,000 944,000 0 22,621,000

光熱水費（上毛学舎運営事業分） 12,653,000 0 0 12,653,000

寮室光熱水費 9,024,000 0 0 9,024,000

光熱水費（不動産貸付事業分） 0 944,000 0 944,000

使用料賃借料 168,000 0 0 168,000

保険料 1,052,000 0 0 1,052,000

租税公課 272,000 208,000 0 480,000

支払負担金 63,000 0 0 63,000

委託費 27,300,000 0 0 27,300,000

役務費 5,138,000 0 0 5,138,000

役務費（上毛学舎運営事業分） 3,091,000 0 0 3,091,000

インターネット接続料（全室一括契約分） 2,047,000 0 0 2,047,000

食材費 29,180,000 0 0 29,180,000

雑費 510,000 0 0 510,000

令和６年度収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）

科　　　　　　　　　　目 法人会計 合　　計
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公益財団法人群馬県育英会 収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）　（２／２）

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで （単位：円）

公益目的事業会計 収益事業会計

上毛学舎運営事業 不動産貸付事業

② 管理費 0 0 5,402,000 5,402,000

役員等報酬 0 0 550,000 550,000

嘱託報酬 0 0 2,491,000 2,491,000

福利厚生費 0 0 439,000 439,000

賃金 0 0 128,000 128,000

食糧費 0 0 52,000 52,000

旅費 0 0 450,000 450,000

消耗品費 0 0 360,000 360,000

新聞図書費 0 0 38,000 38,000

印刷製本費 0 0 227,000 227,000

光熱水費 0 0 10,000 10,000

使用料賃借料 0 0 396,000 396,000

租税公課 0 0 10,000 10,000

支払負担金 0 0 3,000 3,000

役務費 0 0 206,000 206,000

雑費 0 0 42,000 42,000

経常費用　計（Ｂ） 140,087,000 1,152,000 5,402,000 146,641,000

評価損益等調整前当期経常増減額（Ｃ＝Ａ－Ｂ） △ 16,943,000 821,000 0 △ 16,122,000

基本財産評価損益等（Ｄ） 0 0 0 0

当期経常増減額（Ｅ＝Ｃ＋Ｄ） △ 16,943,000 821,000 0 △ 16,122,000

２　経常外増減の部

(1) 経常外収益

経常外収益　計（Ｆ） 0 0 0 0

(2) 経常外費用

経常外費用　計（Ｇ） 0 0 0 0

当期経常外増減額（Ｈ＝Ｆ－Ｇ） 0 0 0 0

他会計振替額（Ｉ） 410,500 △ 410,500 0 0

税引き前当期一般正味財産増減額（Ｊ＝Ｅ＋Ｈ＋Ｉ） △ 16,532,500 410,500 0 △ 16,122,000

法人税、住民税及び事業税（Ｋ） 0 0 0 0

当期一般正味財産増減額（Ｌ＝Ｊ－Ｋ） △ 16,532,500 410,500 0 △ 16,122,000

一般正味財産期首残高（Ｍ） 1,597,515,025 2,361,715 597,921 1,600,474,661

一般正味財産期末残高（Ｎ＝Ｌ＋Ｍ） 1,580,982,525 2,772,215 597,921 1,584,352,661

Ⅱ　指定正味財産増減の部

１　基本財産運用益（Ｏ） 38,000 0 0 38,000

基本財産受取利息 1,000 0 0 1,000

基本財産受取賃貸料 37,000 0 0 37,000

２　一般正味財産への振替額（Ｐ） 38,000 0 0 38,000

一般振他指定正味財産運用益 38,000 0 0 38,000

当期指定正味財産増減額（Ｑ＝Ｏ－Ｐ） 0 0 0 0

指定正味財産期首残高（Ｒ） 259,419,395 0 0 259,419,395

指定正味財産期末残高（Ｓ＝Ｑ＋Ｒ） 259,419,395 0 0 259,419,395

0

正味財産期末残高（Ｔ＝Ｎ＋Ｓ） 1,840,401,920 2,772,215 597,921 1,843,772,056

科　　　　　　　　　　目 法人会計 合　　計
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％

（ 75,465 ） （ 75,448 ） （ 75,454 ）

（ 0 ) （ ） （ 0 ）

総　数 （うち常勤） 総　数 （うち常勤）

11 1 9 9

※一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人については、(2)財務状況の記入にあたって公益法人会計基準に読み替える(下記参照)

＜貸借対照表＞ 純資産　→　正味財産合計 ＜損益計算書＞ 損益計算書　→　正味財産増減計算書

利益余剰金　→　一般正味財産 総収入（＝売上高＋営業外収益＋特別利益）　→　総収入（＝経常収益＋経常外収益＋当期正味財産増加額）

経常損益　→　当期経常増減額

当期損益　→　当期正味財産増減額

プロパー他

0 0 1 0 0 9

⑶
役
職
員

役　　員　　数 常　勤　役　員　内　訳 職　員　数 常　勤　職　員　内　訳

県派遣 県ＯＢ プロパー他 県派遣 県ＯＢ

2,449 ▲ 904

利　益　剰　余　金 17,387 15,331 12,882 減価償却前当期損益 2,056 2,449 ▲ 904

純　　資　　産 223,587 221,531 219,082 当　期　損　益 2,056

令和４年度 令和３年度

事　業　内　容

・青少年の健全育成を目的とした企画事業
・青少年及び青少年団体が行う主体的、自主的な活動の支援
・青少年団体の育成及び助言並びに研修の実施
・青少年の健全育成に関する資料の収集及び情報の提供
・青少年の健全育成に関する相談事業
・青少年の健全育成に関する調査研究
・青少年の健全育成に関する施設等の管理運営の受託　　等

（うち有利子負債） 0 経　常　損　益 1,975 2,367 ▲ 1,003

81,719 80,211

負　　　　　債 28,845 26,908 41,244 （うち県からの補助金・委託金）

総　　資　　産 252,432 248,438 260,326 総　　収　　入
（＝売上高＋営業外収益＋特別利益）

85,979

208,046 千円 県出資割合 50.0

令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和５年度

公社・事業団等の経営状況等の概要
＜令和５年度決算＞

作成日 令和6年7月1日

作成課 教育委員会生涯学習課

Ⅰ
　
出
資
法
人
の
概
要

⑴
基
本
情
報

法　人　の　名　称 公益財団法人　群馬県青少年育成事業団

所　　　在　　　地 前橋市荒牧町２番地１２

設　立　年　月　日 昭和56年11月16日

代　表　者　名 理事長　太田　大森

⑵
財
務
状
況

貸　　借　　対　　照　　表　　か　　ら 損　　益　　計　　算　　書　　か　　ら

項　　　　　目
金額（千円）

項　　　　　目
金額（千円）

資　　本　　金

様式５
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Ⅲ
　
監
査
結
果

Ⅳ
　
そ
の
他

指摘事項、注意事項及び検討事項なし

出　　資　　金 104,000 104,000 104,000

合　　　　　計 104,000 104,000 104,000 －

⑵
公
的
支
援

（
ス
ト

ッ
ク

）

項　　　　　目
金額（千円）

備考（目的、内容、算出根拠等）
令和５年度 令和４年度 令和３年度

損失補償契約
に係る債務残高

0 0

（参考）　県からの委託料 75,465 75,448 75,454
群馬県青少年会館の指定管理者管理費用、青少年自立・再学習支援事業委託料
地域における学びを通じたステップアップ支援促進事業委託費

0

貸付金残高　 0 0 0

0 0 0

合　　　　　計 0 0 0 －

0 0

県からの利子補給金 0 0 0
Ⅱ
　
出
資
法
人
へ
の
関
与
の
状
況

⑴
公
的
支
援

（
フ
ロ
ー

）

項　　　　　目
金額（千円）

備考（目的、金額、内容、算出根拠等）
令和５年度 令和４年度 令和３年度

県からの補助金（助成金） 0

税　の　減　免　額 0 0 0

その他（　　　　　　　　　）
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事 業 報 告

Ⅰ 法人の概況

１ 設立年月日
昭和５６年１１月１６日

２ 定款に定める目的

この法人は、設立の趣旨を踏まえて、青少年の健全育成に関する諸事業及び青少年団体の
育成並びにその事業を行う施設の管理運営を行い、もって本県の次代を担う青少年の健全な
育成に寄与することを目的とする。

３ 定款に定める事業内容

(1) 青少年の健全育成を目的とした企画事業
(2) 青少年及び青少年団体が行う主体的、自主的な活動の支援
(3) 青少年団体の育成及び助言並びに研修の実施
(4) 青少年の健全育成に関する資料の収集及び情報の提供
(5) 青少年の健全育成に関する相談事業
(6) 青少年の健全育成に関する調査研究
(7) 青少年の健全育成に関する施設等の管理運営の受託
(8) その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

４ 主務官庁に関する事項

群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課 公益法人係

５ 主たる事務所・事業所の状況

(1) 財団事務局：群馬県前橋市荒牧町２番地１２ 群馬県青少年会館内
(2) 事 業 所：群馬県青少年会館

（令和６年３月３１日現在）６ 役員の役割等に関する事項

(1) 評議員（６名）
任期：令和５年６月１６日から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関す

る定時評議員会の終結の時まで）
（あいうえお順）

常勤・非常勤の別氏 名
栗 原 ウメ子 非常勤 評議員は、評議員会を構成し、法令及び
小 林 昭 紀 〃 定款で定める事業団の基本的事項を意思決
松 本 佳 祝 〃 定する。
森 谷 健 〃
山 田 和 豊 〃
吉 川 真由美 〃

(2) 理 事（９名）
年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関す任期：令和５年６月１６日から２

る定時評議員会の終結の時まで）
(理事：あいうえお順)

理事は、理事会を構成し、法令及び定款職 氏 名 常勤・非常勤の別
理事長 太 田 大 森 非常勤 で定めるところにより、職務を執行する。

理事長は、事業団の代表理事として、理（代表理事）

副理事長 大 川 由 明 非常勤 事会の決定に基づき業務を統括し、業務を
常務理事 中 村 洋 常 勤 執行する （一般社団法人及び一般財団法人。

に関する法律上の代表理事）（ ）業務執行理事

理 事 青 木 美 幸 非常勤 副理事長は、理事長に事故あるとき又は
理 事 大 澤 京 子 非常勤 欠けたときは理事長の職務を執行する。
理 事 関 口 利 美 非常勤 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐
理 事 櫻 井 常 矢 非常勤 して業務を処理し、理事長及び副理事長に
理 事 富 澤 香 非常勤 事故あるとき又は欠けたときは、その職務
理 事 齊 藤 千 春 非常勤 を代行する （一般社団法人及び一般財団法。

人に関する法立第197条において準用する第
91条第2号の業務執行理事）
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(3) 監 事（２名）

任期：令和５年６月１６日から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関す

る定時評議員会の終結の時まで）

(あいうえお順)

監事は、理事の職務の執行を監査し、法氏 名 常勤・非常勤の別

令で定めるところにより、監査報告を作成竹 内 努 非常勤

する。田 口 紀 雄 非常勤

（令和５年３月３１日現在）７ 職員に関する事項

職 員 契約職員 合 計 平均 平均

男 女 男 女 男 女 計 年齢 勤続年数

５ １ ３ １ ８ ２ １０ ５２歳 １２年

注 非常勤職員を除く
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Ⅱ 事業概況
Ａ 指定管理事業

事 業 名 趣 旨 ・ 目 的 事 業 内 容 改善・変更点等実施時期

青少年会館の管理・運 青少年の活動場所提供業務、 通年 ・ 、 の発信の重点(1)青少年等の活動 Web X
営をとおして、青少年及 会館の施設設備等維持管理業 ・レストラン業者との連場所の提供事業

び青少年団体の自主的か 務、予約システムの運用業務、 携したサービスの改善

つ創造的な活動の場を提 施設利用の承認事務、施設利用 ・入口、館内案内サイン

供し、青少年の健全育成 料収納事務、広報事務、安全管 の修正

に寄与する。 理業務、職員研修、会計経理給 ・宿泊室寝具新調、駐車

与事務、その他管理運営に必要 場区画線引き直し等利

な業務 用者の利便性を高める

改善等

趣 旨 ・ 目 的 事 業 内 容 改善・変更点等青少年健全育成事業 実施時期

① 子どもの居場所に関わっ ・ (土) ・実技、講義に参加者と指導力向上を目指した講義 2/24
ている(または関心のあ 指導者が対話する時間子どもふれあい 及びワークショップ等の演習

る)青年層を対象に子ど ・ を多く取り、互いの成ワークショップ 情報交換、交流

もとの関わり方や 遊び ・新学期の子どもの集団形成に 功例や失敗例、効果的「 」

に対する考え方の 参考となるレクの紹介 な対策を学び合うこと学びを

・困り感を持った子どもへの気 ができた。提供し、子どもの体験活動

づきと対処に係る人材を養成する。

② 中高生のボランティア活 ・ボランティアに関する基礎 ・参加者の交流を促進す

中学生・高校 動を支援・推進するため 的知識の習得 講義 るために自己紹介ゲー

生交流ボラン の活動の機会や実践の場 ・ボランティアの実践 (土) ムを充実させた。7/8
ティア体験 を提供する。そのためボ ・生徒同士の交流 ・実践では施設ボランテ

ランティア入門の基礎知 ボラ活動の実践 ィア「会館友の会」が

識習得の研修を行うとと (日) 指導するバルーンアー7/9
もに実践を通じた参加者 ト製作において児童を

の交流を図る。 サポートできた。

③ 青少年及び指導者のボラ ・ボランティア活動に関する ・緑化や環境整備に取り

体験活動・ボ ンティア活動に関する情 情報収集と提供 通年 組むボランティア団体

ランティア活 報を収集し、ボランティ ・活動希望者と希望者を受け入 に会館敷地を活動場所

動支援センタ ア活動を希望する青少年 れる学校・団体との連絡調整 として提供した。

ー 等とそれを必要とする学 ・会館でのボランティア活動の ・県、前橋市、市社協の

校や青少年団体との連絡 紹介 担当者と会議を行い、

調整を行い、それぞれの 連携したイベントの構

活動の活性化を図る。 想ができた。

④ ドローンを使用した広報 ・ドローンの基礎知識 ・ドローンについて基礎

広報のための 活動を行うため、ドロー （市場規模や活用、利用上の注 (火) 知識や法令を理解でき9/19
ドローン講座 ンの基礎知識と活用理解 意と関連する法令の理解等） た。

【新規事業】 及び操作技術の向上を図 ・ドローン動画の紹介 ・施設紹介や事業の記録

る。 ・ドローンの操作（実技） 動画の方法に選択肢が

・施設における活用方法 広がった。

⑤ 障がいのある人とない人 ・障がい児の活動を支援する ・ 年ぶりにフェスティ5
がともにふれあい、互い 団体等との連絡調整 実行委員会 ① (水) バルを開催できた。心のバリアフリ 6/ 7
に理解し合える場づくり ・実行委員会組織の設置 ② (水) ・次年度に向けて職員がー事業（ふれあ 8/16
に向けて障がいのある子 ・青少年ボランティアの受入 ③ (水) 障がい児を支援する団い・ゆうあい交 9/27
どもを支援する団体や青 ・ ふれあい・ゆうあい交流フ ④ (水) 体等を訪問し、事業説流フェスタ） 「 10/25
少年団体関係者と協働で ェスタ」の開催 明と参加の呼びかけを

イベントを開催する。 事前研修 (土) 行った。10/14
開催日 (日)10/15

ものづくり等、親子共同 ・親子でのものづくりとレクリ ・昨年度の 日開催か⑥ 1
親子ふれあい 作業を通して、親子や参 エーション (土) ら 日に増やし、よ7/22 2
体験教室 加者同士のふれあいを深 ・青少年団体によるレクリエー (日) り多くの親子に参加し7/23

める。また、レクリエー ションによる交流 てもらうことができ

ションによる交流を図 た。

る。

⑦ 群馬県高等学校文化連盟 ・大学教授による専門的な撮影 ・他校生徒と交流が図れ

高校生写真講 写真専門部と連携して企 技術の助言 (土) るよう、学年やリピー9/2
座 画立案を行い、グループ ・写真撮影を通しての交流 ト参加者の状況を指導

活動による撮影や組み写 ・デジタルカメラの基礎知識、 者と相談して撮影制作

真制作を通した参加者の 技術の習得 グループを編成した。

交流を図る。また、撮影 ・グループワークによる組写 ・完成した組み写真を

に関するモラルや技術を 真の制作 で紹介した。SNS
高める機会を提供する。

4⑧ 海外や日本の伝統的な遊 ・留学生の出身国である文化や ・群馬大学に依頼し、

(

３)

青
少
年
の
交
流
・
体
験
活
動
事
業

(

２)

青
少
年
指
導
者
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
事
業
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交流文化体験 びやクラフト等を通し 地理の紹介、遊び等の体験 (土) カ国の留学生を派遣し6/24
【新規事業】 て、多様な文化に触れる ・留学生と児童、ボランティア (日) てもらうことができ、6/25

機会を設けるとともに、 が一緒に日本文化（古武道、 多様性のあるプログラ

児童及び留学生、ボラン 和太鼓）を体験 ムが実施できた。

ティアによる異年齢交流 ・高校生ボランティアの受入 ・青少年団体、高校生が

を行う。 が小学生の活動をサポ

ートした。

⑨ 高校生の部活動や委員会 ・高校生によるプログラム企画 ・前橋女子高校の科学部

高校生と小学 に小学生の体験教室に関 を支援し、社会教育への参画 (木) 有志と協働でプログラ8/3
生の夏休み交 わる機会を提供し、事業 の機会を提供 ムを立案した。

流活動（夏休 を通じてボランティア活 ・プログラムを通した高校生と ・科学教室のみならず、

みサイエンス 動の達成感を感じてもら 児童の異年齢交流 高校生が企画したレク

クール） うとともに、年少者を思 リエーションも実施し

【新規事業】 いやる心を育む。 交流を深めた。

⑩ 制作を通して参加児童の ・青少年会館友の会とボランテ ・中学生、高校生がボラ

つくって遊ぶ 想像力を養う。また制作 ィアによるバルーンアート製 (日) ンティア講座での学び7/9
体験教室 したものを用いて遊び、 作と遊びの提供 を実践できた。

【新規事業】 参加者同士のふれあいを ・中学生・高校生交流ボランテ ・大人の指導者と参加児

深める。 ィア体験受講者の活動実践 童の間に中高生を入れ

たことで交流活動が円

滑になった。

⑪ 青少年団体の振興、育成 ・青少年団体の情報収集 (ｱ)夏休み宿題お助け隊 (ｱ)昨年度の 日開催か1
のため、各青少年団体と ・青少年団体の事業支援 (土) ら 日に増やした。青少年団体活 8/5 2
の連携を一層深めるとと ・青少年団体と共催事業の開催 (日) 今年度の宿題終了後の動支援事業 8/6
もに共催事業や連携事業 ・群青連協加盟団体に担当職員 交流活動で「ストロー

を企画、実施する。これ を配置 飛行機」を制作し、飛

らの事業をとおして各青 ・各事業等における高校生ボラ 距離を競った。

少年団体の更なる活性 ンティアの受入 (ｲ)夏休み茶道体験 (ｲ)(ｳ)昨年度の 日開1
化、指導力の向上を支援 (日)午前・午後 催から 日に増やし8/20 2
するとともに、新たな団 (ｳ)親子で茶道教室 た。(ｲ)の参加者は児

体、サークル等の発掘に (日)午前・午後 童のみとし、机とイス12/10
努める。 を使用して実施した。

(ｴ)目指せ！ギネス記録～ (ｴ)団体指導者が高校生

君の飛行機はどこまで飛 ボランティアの事前研

ぶ ～ 修とふりかえりにスラ!?
(日) イド教材を準備するな1/28

ど活動わかりやすく伝

えた。

(ｵ)ボランティアのつどい (ｵ) 、 による高校Web X
(土) 生ボランティアの募集3/9

に効果があった。

⑫ Web・ブログ・SNSにより ・会館運営、事業開催情報の提供 通年 ・ （ ）では、トレSNS X
青少年会館及び、青少年 ・WebとSNSの有効な運用 ンドキーワードを取りぐんま青少年

健全育成事業の情報を発 ・学習情報コーナーの設置（無 入れた日常的な投稿をねっと

信し 周知を図る また 料 エリア内） 行い、当アカウントの、 。 、 Wi-Fi
学習コーナーの利用者が ・事業に関するデータベース 知名度・認知度の拡大

インターネットを利用で の管理と運用 を図ることができた。

きる機器を貸し出し、青 また他ユーザーから寄

少年の自己学習や情報収 せられたリプを必要に

集を支援する。 応じて返信するなど、

親しみのあるアカウン

ト形成にも繋がった。

⑬ 青少年の課題やニーズを ・青少年の地域活動やボランテ 通年 ・年間 カ所の施設や10
青少年活動事 把握するとともに、指導 ィア活動の視察 団体を訪問し、施設の

例調査 者の情報や他施設の取り ・他施設の体験活動及び研修の 運営、実態、講師情報

【新規事業】 組み事例を収集する。 情報収集や参加 を収集できた。

Ｂ 自主事業

事業名 趣 旨 ・ 目 的 事 業 内 容 改善・変更点等実施時期

① 会館を拠点とする「青少 ・ゆめすくーる（大学生参画に 通年（活動支援） ・友の会主催「クリスマ

青少年会館友 年会館友の会」に、青少 よる小学生対象の体験教室） ゆめすくーる スリースづくり」の広

の会事業 年健全育成事業の指導者 ・会館事業へのボランティア参 (日)午前・午後 報を支援した。10/1
「 」として施設ボランティア 加 (日)午前・午後 ・共催の ゆめすくーる10/8

・事業ボランティアの活 ・自主的活動の支援 (日)午前・午後 は 年度のよりよい11/5 R6
動の場を提供するととも (日)午前・午後 運営体制について指導12/17
に、共催により友の会が 者と検討会を開いた。

(
５)
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企画する児童の体験活動

の実施を支援する。

② 市町村や県内団体及び学 ・大学の社会教育実習等の受け (ｱ)体験の風をおこそう運 (ｱ)出展では体験活動プ

地域連携協力 校等の事業と連携し、ニ 入れ 動協力 ログラム提供と合わせ

事業 ーズに対応した体験活動 ・学校等からの施設見学や職場 実行委員会 (金) てリーフレットや事業6/16
1/30 PRや研修を受け入れる。ま 体験への協力 (火) チラシを配布し、

た、県内で開催されるイ ・社会教育施設及び青少年団体 あかぎフェスタ出展 活動を行った。

ベント等に参加・協力 等が主催するイベント等への (日)10/22
し 地域との連携を図る ブース出展及び運営協力 スマーク伊勢崎出展、 。

・県内ボランティア団体等が主 (土)2/3
催する教育プログラムの共催 (ｲ)荒牧小学校対応（町た (ｲ)来館した児童に館報

や協力 んけん (水) やチラシで夏季実施の） 5/31
事業を周知した。

(ｳ)社会教育実習等 (ｳ)学生に事業や施設案

東京福祉大学 (土) 内を通じて館内の印象7/8
(日) や参加したい事業につ7/9

群馬大学 (金) いて感想を聞き取りし12/22
た。

(ｴ)高校生短期インターン (ｴ)会館内での作業のほ

シップ受け入れ かプログラムの理解の

前橋商業高校 ためクラフトを体験さ

(水) せた。10/25
(ｵ)ライオンズクエストワ (ｵ) 吉岡町、榛東村等の

ークショップ 学校を訪問するなど、

(火) 事業説明を強化した。12/26
③ 関係者と親睦を深め、 ・プロジェクターを使った主催 ・茶道会青年部の協力で

新年交歓会 事業団広報及び関係機 事業紹介 開会前に茶席を設け、

関との連携強化、利用 ・団体の協力による呈茶 (土) 情報交換の時間を設け1/20
促進を図る。 ・新春落語、箏演奏 た。

④ 団体の活性化を図るため 事務局運営用補助金の交付・

団体補助 に、会館に事務局を置く （４万円×５団体）

５団体へ補助金を交付す

る。

Ｃ 受託事業

趣 旨 ・ 目 的 事 業 内 容 過年度の改善点等事業名 実施時期

① 悩みを抱える青少年及び ・コーディネーターの配置 通年 相談・面談・体験 ・前橋市内の中学校への（ ）

Ｇ－ＳＫＹ 保護者に対して相談を行 ・青少年とその保護者･学校か 合同会議（ 回） 広報活動の一つとし4
Ｐｌａｎ い、必要に応じて体験活 らの相談対応 (金)、 (木) て、新任校長の中学校4/14 7/6

動を実施するなど、不登 ・体験活動受入事業所等の情報 (金 、 (水） を訪問し、事業説明を12/8 3/6）

校やひきこもりからの立 収集、連絡調整 進路相談会（ 回） 行った。2
ち直りや社会的自立を支 ・体験活動のコーディネート (日)、 (土) ・進路相談会では、群馬8/27 10/21
援する。また、高校中退 ・再学習支援のための各種情報 県私立通信制高校連絡

者等の再学習の相談・支 の収集、提供 協議会に加盟している

援体制の充実を図り、各 学校に参加を依頼し

種情報の提供や学習相談 た。その結果、前年度

2を行う。 に比べて参加校が

校増加した。

・ステップアップ支援促

進事業との連携を深め

るため、自立・再学習

支援会議を月 回開1
催した。

② 高校中退者等を対象に、 ・学習相談 学習相談・支援等 ・ との連携G-SKYPlan
地域における 高等学校卒業程度の学力 学びに応じた教科書や副教 ～ 月 を深めるため、自立・4 3

1学びを通じた を身に付けるための学習 材の紹介、高卒認定試験の紹 学習会 再学習支援会議を月

ステップアッ 相談及び学習支援を行 介、教育機関や修学のための 回 回開催した。60
プ支 う。 経済的支援の紹介等 ・群大医学部の学生に学

援促進事業 ・学習支援 習支援を依頼して、理

青少年会館を活用し、高卒 数系の学習を中心にサ

認定試験等の受験を目指す学 ポートを行った。

習者に対して個別に学習支援

、 。を行い 学習者の自立を促す

(

２)

地
域
連
携
協
力
事
業

(

４)

補
助

事
業

(

１)

青
少
年
自
立
・
再
学
習
支
援
事
業

(
)

広
報

3

事
業
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Ａ 指定管理事業

(1) 青少年等の活動場所の提供事業

群馬県青少年会館の設置及び管理に関する条例 以下 設管条例 という の設置目的・業務に（ 「 」 。）

添った運営を行うべく、施設の利用については、青少年の育成に関する諸事業並びに青少年及び青

少年関係団体、学校等の自ら企画した事業等の活動場所の提供事業と位置づけ、当事業団の公益目

的事業として運営を行った。

・設置目的

青少年団体活動の振興及び青少年の健全な育成を図るため設置

（ （ 「 」 。） ）群馬県青少年会館の設置及び管理に関する条例 以下 設管条例 という 第2条

・業務

青少年の健全な育成を推進するための業務、青少年団体の育成

（設管条例第2条の2）

・施設概要

敷 地 面 積：８，８６２㎡

建築延べ面積：３，６７６㎡（本館２，７４６㎡ 新館９３０㎡）

・指定管理期間

令和２年４月１日～令和７年３月３１日（５年間）

・管理運営体制

ａ 組織体制

事務局の責任者は常務理事(館長)とし 従来の課を廃止するとともに マネージャ、 、

ー制を導入した。

マネージャー２名 正規職員３名 再雇用職員１名 契約職員３名 臨時職員３名、 、 、 、

ｂ 職員の資質、知識向上

職員対象の全体会議 利用者対応に関する研修 安全管理訓練 他施設との合同研、 、 、

修の参加等、内部、外部の研修・訓練等により職員の資質向上に努めた。

① サービス向上の取り組み

ア 接遇研修

講 師：(一社)日本産業カウンセラー協会

テーマ： コミュニケーション研修」～より良い聴き方・伝え方について～「

概 要：職場のコミュニケーションの重要性を再度確認する。利用者等との接客において話の聴

き方、伝え方のポイントを学ぶ。

イ 受付対応と業務マニュアル等の見直し

宿泊室の退出チェック表を見直し、部屋長による宿泊者の

寝具の整理と室内清掃の確認欄を設けた。

職員が業務を適正に処理できるよう、宿直、 勤務、 勤務B C
の各マニュアルを適宜修正した。

ウ 平等、公平な利用者サービスの提供等

施設予約の受付期間と受付時間を遵守し、平等、公平な受

付業務を引き続き実施した。

接遇研修
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接遇研修の学びを生かし、おもてなしの心、サービス精神を持って対応を心がけた。

エ 職員間の情報の共有化

毎月始めに理事長、常務理事、マネージャーによる月例運営会議で理事長からの指示、業務の

進捗等を確認した。また、全職員が業務に関する情報を共有するため、月１回の全体会議を行っ

た。また、毎日の業務開始時に朝の会を行い、当日の利用団体や事業に関する情報を共有した。

また、交代勤務の中で各職員が毎日の状況を把握するために、事務室内に業務日誌を常備し、

行事・修繕・点検・苦情と要望を記録した。

オ アンケートや聞き取り調査等の実施とフィードバック

事業参加者のアンケート様式を見直し、ねらいの達成度、交流の状況、情報の入手先等、選択

式にして集計した。また事業の感想は記述のみに頼らず、担当職員等が参加者から直接聞き取り

を行うなど工夫した。施設利用者には、毎回、代表者へアンケート記入を依頼した。また、館内

に投稿箱とアンケート用紙を常備し、意見を受け付けた。

アンケート等での苦情、要望等で改善可能なものは速やかに対応・改善した。また、フィード

バックは受付や 等でお知らせした。Web
※主な対応内容

要望：脱衣所に時計が欲しい。

対応：本館浴室脱衣所に壁掛時計を設置した。

要望：レストランに食事を予約したい。

対応：７月からの館内レストラン再開に伴い、ＨＰに注文書を掲載するとともに予約受付時に利

用案内を行った。またレストラン代表者とより良いサービス提供に向けて情報交換した。

カ 外部研修の参加や情報収集の実施

青少年健全育成事業の企画力・技能向上に関する外部研修等に出席し、スキルアップを図ると

ともに他施設の状況や社会教育の最新情報の収集に努めた。

「新入社員研修」ぐんぎんコンサルティング株式会社 １名

「社会教育推進セミナー」 群馬県生涯学習センター １名

「社会教育実践研修」 群馬県生涯学習センター １名

「公益法人・一般法人会計セミナー」 （公財）公益法人協会 １名

「令和５年度群馬県青少年施設連絡協議会第１回研修会」 群馬県青少年施設連絡協議会 ２名

「防火管理者再講習」 （一財）日本防火・防災協会 １名

「ビジネスマナー研修」 ぐんぎんコンサルティング株式会社 ２名

「広報（ ）運営に関する相談」 （公財）群馬県産業支援機構 ３名SNS
指定管理事業「青少年活動事例調査」による事業、施設等の情報収集 １０カ所 延べ１６名

年間利用集計②

ア 利用人数

令和５年度の施設利用者数は、延べ３２，２０６人（対前年度比１４８．１％）であった。
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※参考 令和５年度新型コロナ関係

新型コロナウイルス感染症の位置づけが、令和５年５月８日から「５類感染症」になった。

■前期

４月は新型コロナの影響が残り、宿泊を伴う企業新人研修等の利用はなかった。５月に新型コロナ

ウイルスが５類感染症になったことから、高校の部活やスポーツ大会関係者の宿泊利用が増えた。

また、７月にレストランが営業開始したこともあり、夏休み期間は企業研修やスポーツ団体、勉強

合宿等の宿泊利用が前年度より大幅に増加した。

■後期

事業団事業（交流フェスタ）やコロナ禍で中止となっていた青少年団体の秋季イベント等の再開に

より、利用人数が増加した。

イ 利用料収入の実績

平成２６年度より利用料金制が導入された。令和５年度は８，４４３，３７５円の利用料収入が

あった。

ウ 広報、利用促進活動

・平日企業利用を増加させるため、ブログによる施設紹介、 の分析ツールを利用して情報収集Web
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を実施した。

・企業への訪問を実施し、情報収集、利用促進に努めた。

・事業対象者の興味関心を高めるため、事業実施後にブログに事業の様子を掲載した。

・ の活用について専門家に相談し、 については、トレンドキーワードの活用やリプライへのSNS X
返信による相互交流のための取り組みを開始した。

・更新回数は、 ページ４５回、ブログ４１回、 １５４回だった。Web X
・館報、リーフレットを県内全域に配布した。

・会館のロゴを入れたクリアファイルを作成し、広報資料とともに配布した。

・マスコミに事業当日の取材を依頼した （上毛新聞掲載５回、群馬テレビ放映１回）。

③ 環境整備及び修繕の取組

ア 環境整備

・職員が一日２回館内外を巡視する等、設備の確認や利用者の安全を第一に常に緊張感をもって管理

を徹底した。

・居心地の良い雰囲気づくりに配慮し、七夕や節句に合わせて季節の飾りや花壇で育成した草花等を

館内に飾った。また、栽培した苗の一部を利用者が自由に持ち帰れるようロビーに配置した。

、 、 。・指定管理仕様書の管理基準により関係法令を遵守し 施設設備の日常点検 保守管理等を実施した

・年１回の備品総点検を行い、適正な管理に努めた。

・植栽管理は、年２回の業者委託の他、群馬県青少年団体連絡協議会や環境美化団体みどりの会と連

携した清掃作業及び職員による日常的な除草作業、インターロッキングの草取作業を実施し、環境

維持に努めた。

イ 設備修繕及び維持改善等

・経費節減のため、軽微な修繕はできるだけ職員で行った。また、既存設備のメンテナンスや修繕工

具取扱いの注意事項についてベテラン職員が新人職員へ指導した。

・修繕及び設備改修・メンテナンス等、次のとおり実施した。

【業者対応】

新館ロビーソファー張替、団体事務室側及び本館３階小便器水漏れ修理、屋外会館案内板改修、宿

泊室寝具新調 本館３階女子トイレ詰まり改善作業 消防設備修繕 誘導灯 感知器 本館３階給、 、 （ 、 ）、

湯室改修、中小会議室遮光カーテン取替、本館照明 化、屋外倉庫雨漏り修繕、駐車場区画線引LED
き直し作業、駐車場側入口案内板設置、風呂ボイラー昇温不良調整、屋外標語看板撤去、和室壁穴

補修

【職員対応】

正面玄関ソーラーライト交換、宿泊室ドアノブ修繕、脱衣所壁掛時計取付作業、会議室ワイヤレス

マイク充電金具補修、プレイホール鏡保護戸板収納ロープ設置、入口周辺高圧洗浄作業、会議室長

机及びホワイトボード金具調整、電球・蛍光灯交換、館内案内板修正

職員による花壇管理 ポット苗を利用者に配布 職員による植栽管理
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④ 緊急時の体制・対応、防災、感染症対策

・１階出入口の非接触式体温計、館内各所の手指消毒用アルコール設置を継続した。

・危機管理マニュアルを修正・更新した。

・消防署職員を講師に招きＡＥＤを使用しての救急救命講習、警察署生活安全課職員を講師に招いて

の不審者対応訓練（防犯訓練）をそれぞれ1回実施した。

・入居青少年団体事務局とともに自衛消防隊を組織し、消防訓練を年２回実施した。その内の１回は

消防署職員の派遣を依頼し、防災に関する専門的な知識を学んだ。

⑤ 青少年団体や地域住民等との連携

・寿楽園等の近隣施設や近隣学校と連携・交流を図った。

・荒牧町自治会と周辺地域に関する情報交換を行った。

・群馬県青少年団体連絡協議会加盟団体の総会や会議に参加した。

・ライオンズクラブ国際協会333－D地区と連携して共催事業を実施した。

・前橋市の管理事務所に協力を得て、会館駐車場満車時にばら園駐車場を借りた。

・青少年会館友の会や群馬県青少年団体連絡協議会の協力で１階ロビーにクリスマス飾りや子どもの

クラフト教材（わくわく袋）を配置した。また連動して職員が遊びのコーナーを併設した。

・群馬県青少年団体連絡協議会、環境美化団体みどりの会と連携して敷地内の除草や清掃を行った。

荒牧小学校の施設見学「まち探検」に協力

脱衣所の壁掛時計取付作業 駐車場及び敷地周辺の除雪作業 宿泊者オリエンテーション

消防訓練救命講習 防犯訓練

環境美化団体みどりの会による駐車場除草作業
群馬県青少年団体連絡協議会による会館清掃
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⑥ その他

ア 情報公開及び個人情報保護への取り組み

情報公開規程に基づいた情報公開及び個人情報保護規程、特定個人情報保護規程に基づいた個

人情報保護を行った。

イ 法令遵守

諸規程整備等を実施し、法令に基づいた運営を実施した。

ウ 環境保全

・節電、省エネの取組を通年で実施し、利用者にも節電の協力を呼びかけた。

・夏期に建物内部の温度上昇を抑えるため、新館1階トップライト等に遮光ネットを設置した。

・冬季に新館の防火戸を閉め、暖房効率を上げる工夫をした。

エ 募金箱の設置

。（ ，・令和６年能登半島地震災害義援金の募金箱を設置した ３月１日に石川県の義援金募集に１５

９９３円を送金）

能登半島地震災害義援金の募金箱設置暖房効率を上げるため防火戸を利用職員による遮光ネット取付作業
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２ 重要な契約等に関する事項

指定管理関係

名 称 内 容 契約の相手方 金 額（円）

( )契約期日

群馬県青少年会館の管理 指定管理者として群馬県青少年 群馬県教育委員会 345,507,390

及び運営に関する基本協 会館の管理及び運営を５年間（令 教育長 （変更後）

定 和２年度～令和６年度）実施する

（令和2年3月13日） 上での基本項目の協定。

令和2年12月1日：管理費用の総

額を342,084,756円に変更。

令和3年3月31日：管理費用の総

額を345,507,390円に変更。

令和5年4月1日：協定本文第18条

中「群馬県個人情報保護条例（平

成12年群馬県条例第85号）を削除

し 「その他法令」を加える。、

協定別記2「群馬県青少年会館 管

理業務等仕様書」中 「群馬県個人、

情報保護条例」を「個人情報の保

護に関する法律（平成15年法律第5

7号）その他法令」に改める。

「 」協定別記3 個人情報取扱特記事項

を改める。

協定別記4を改める。

群馬県青少年会館の管理 上記基本協定書に基づき、群馬 群馬県教育委員会 67,773,000

及び運営に関する年度協 県青少年会館の管理及び運営の１ 教育長

定書 年間（令和５年度）の管理費用、

（令和5年4月1日） 特定業務等の協定。

受託事業関係

名 称 内 容 契約の相手方 金 額（円）

( )契約期日

令和５年度青少年自立・ 悩みを抱える青少年及び保護者に 群馬県教育委員会 4,999,939

再学習支援事業 対して相談を行い、必要に応じて体 教育長

Ｇ－ＳＫＹ Ｐｌａｎ 験活動を実施するなどして生活を充「 」

（令和5年4月1日） 実させ、不登校やひきこもりからの

。 、脱却や社会的自立を支援する また
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高校中退者等の再学習のための相談

・支援体制の充実を図り、各種情報

の提供を行う。

令和５年度青少年自立・ 群馬県教育委員会 2,700,000高校中退者等を対象とした学び直

再学習支援事業 教育長しのための支援を行う。

高校卒業程度認定試験等に関わる「地域における学びを通

相談及び情報提供と、希望者に応じたステップアップ支援

じて会館での学習支援を行う。促進事業」

（令和5年4月1日）
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３ 役員会等に関する事項

（１） 理事会、評議員会

区 分 開催期日等 出席者数 議 事 事 項 審議結果

第３８回 令和５年 理事８名 〔承認事項〕
理事会 ５月２６日 監事１名 第１号 令和４年度事業報告に関する件 原案どおり承認
（定時） 第２号 令和４年度決算に関する件 原案どおり承認

〔決議事項〕
第１号 第３０回評議員会(定時)の招集に 原案どおり決議

関する件
〔報告事項〕
第１号 理事長及び常務理事の職務執行状 資料を基に報告

況について

第３０回 令和５年 評議員 〔報告事項〕
評議員会 ６月１６日 ５名 第１号 令和４年度事業報告について 資料を基に報告
（定時） 理事２名 第２号 理事長の職務の執行状況について 資料を基に報告

監事１名 〔承認事項〕
第１号 令和４年度決算に関する件 原案どおり承認

〔決議事項〕
第１号 任期満了に伴う評議員及び理事並 賛否を諮り決議

びに幹事の選任関する件

第３９回 令和５年 理事８名 〔報告事項〕
理事会 ６月１６日 監事２名 第１号 任期満了に伴う評議員及び理事並 資料を基に報告
（臨時） 14 00 びに幹事の選任状況について:

〔決議事項〕
互選により決議第１号 理事長、副理事長、常務理事の選

定に関する件

第４０回 令和６年 理事９名 〔決議事項〕
第１号 令和６年度事業計画に関する件 原案どおり決議理事会 ３月１９日 監事２名
第２号 令和６年度収支予算に関する件 原案どおり決議（定時）
第３号 第３１回評議員会(臨時)の招集に 原案どおり決議

関する件
報告事項〕〔

資料を基に報告第１号 理事長及び常務理事の職務執行状
況について

〔承認事項〕第３１回 令和６年 評議員
３月２７日 ５名 第１号 令和６年度事業計画に関する件 原案どおり決議評議員会

第２号 令和６年度収支予算に関する件 原案どおり承認（臨時） 理事２名
監事１名 〔報告事項〕

資料を基に報告第１号 理事長の職務執行状況について

（２）運営委員会

議 事区 分 開催期日等

第１回 令和５年度事業概況報告令和５年
下半期の予定９月２６日

第２回 令和５年度事業報告令和６年
令和６年度事業計画２月２９日
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令 和 ５ 年 度

事 業 報 告

令和６年５月

公益財団法人 群馬県青少年育成事業団
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事 業 報 告

Ⅰ 法人の概況

１ 設立年月日
昭和５６年１１月１６日

２ 定款に定める目的

この法人は、設立の趣旨を踏まえて、青少年の健全育成に関する諸事業及び青少年団体の
育成並びにその事業を行う施設の管理運営を行い、もって本県の次代を担う青少年の健全な
育成に寄与することを目的とする。

３ 定款に定める事業内容

(1) 青少年の健全育成を目的とした企画事業
(2) 青少年及び青少年団体が行う主体的、自主的な活動の支援
(3) 青少年団体の育成及び助言並びに研修の実施
(4) 青少年の健全育成に関する資料の収集及び情報の提供
(5) 青少年の健全育成に関する相談事業
(6) 青少年の健全育成に関する調査研究
(7) 青少年の健全育成に関する施設等の管理運営の受託
(8) その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

４ 主務官庁に関する事項

群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課 公益法人係

５ 主たる事務所・事業所の状況

(1) 財団事務局：群馬県前橋市荒牧町２番地１２ 群馬県青少年会館内
(2) 事 業 所：群馬県青少年会館

６ 役員の役割等に関する事項（令和６年３月３１日現在）

(1) 評議員（６名）
任期：令和５年６月１６日から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関す

る定時評議員会の終結の時まで）
（あいうえお順）

氏 名 常勤・非常勤の別
栗 原 ウメ子 非常勤 評議員は、評議員会を構成し、法令及び
小 林 昭 紀 〃 定款で定める事業団の基本的事項を意思決
松 本 佳 祝 〃 定する。
森 谷 健 〃
山 田 和 豊 〃
吉 川 真由美 〃

(2) 理 事（９名）
任期：令和５年６月１６日から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関す

る定時評議員会の終結の時まで）
(理事：あいうえお順)

職 氏 名 常勤・非常勤の別 理事は、理事会を構成し、法令及び定款
理事長 太 田 大 森 非常勤 で定めるところにより、職務を執行する。
（代表理事） 理事長は、事業団の代表理事として、理
副理事長 大 川 由 明 非常勤 事会の決定に基づき業務を統括し、業務を
常務理事 中 村 洋 常 勤 執行する。（一般社団法人及び一般財団法人

（業務執行理事） に関する法律上の代表理事）
理 事 青 木 美 幸 非常勤 副理事長は、理事長に事故あるとき又は
理 事 大 澤 京 子 非常勤 欠けたときは理事長の職務を執行する。
理 事 関 口 利 美 非常勤 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐
理 事 櫻 井 常 矢 非常勤 して業務を処理し、理事長及び副理事長に
理 事 富 澤 香 非常勤 事故あるとき又は欠けたときは、その職務
理 事 齊 藤 千 春 非常勤 を代行する。（一般社団法人及び一般財団法

人に関する法立第197条において準用する第
91条第2号の業務執行理事）
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(3) 監 事（２名）

任期：令和５年６月１６日から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関す

る定時評議員会の終結の時まで）

(あいうえお順)

氏 名 常勤・非常勤の別 監事は、理事の職務の執行を監査し、法

竹 内 努 非常勤 令で定めるところにより、監査報告を作成

田 口 紀 雄 非常勤 する。

７ 職員に関する事項 （令和５年３月３１日現在）

職 員 契約職員 合 計 平均 平均

男 女 男 女 男 女 計 年齢 勤続年数

５ １ ３ １ ８ ２ １０ ５２歳 １２年

注 非常勤職員を除く
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Ⅱ 事業概況
Ａ 指定管理事業

事 業 名 趣 旨 ・ 目 的 事 業 内 容 実施時期 改善・変更点等

(1)青少年等の活動 青少年会館の管理・運 青少年の活動場所提供業務、 通年 ・Web、Xの発信の重点
場所の提供事業 営をとおして、青少年及 会館の施設設備等維持管理業 ・レストラン業者との連

び青少年団体の自主的か 務、予約システムの運用業務、 携したサービスの改善

つ創造的な活動の場を提 施設利用の承認事務、施設利用 ・入口、館内案内サイン

供し、青少年の健全育成 料収納事務、広報事務、安全管 の修正

に寄与する。 理業務、職員研修、会計経理給 ・宿泊室寝具新調、駐車

与事務、その他管理運営に必要 場区画線引き直し等利

な業務 用者の利便性を高める

改善等

青少年健全育成事業 趣 旨 ・ 目 的 事 業 内 容 実施時期 改善・変更点等

① 子どもの居場所に関わっ ・指導力向上を目指した講義 2/24(土) ・実技、講義に参加者と

子どもふれあい ている(または関心のあ 及びワークショップ等の演習 指導者が対話する時間

ワークショップ る)青年層を対象に子ど ・情報交換、交流 を多く取り、互いの成

もとの関わり方や「遊び」・新学期の子どもの集団形成に 功例や失敗例、効果的

に対する考え方の学びを 参考となるレクの紹介 な対策を学び合うこと

提供し、子どもの体験活動 ・困り感を持った子どもへの気 ができた。

に係る人材を養成する。 づきと対処

② 中高生のボランティア活 ・ボランティアに関する基礎 ・参加者の交流を促進す

中学生・高校 動を支援・推進するため 的知識の習得 講義 るために自己紹介ゲー

生交流ボラン の活動の機会や実践の場 ・ボランティアの実践 7/8(土) ムを充実させた。

ティア体験 を提供する。そのためボ ・生徒同士の交流 ・実践では施設ボランテ

ランティア入門の基礎知 ボラ活動の実践 ィア「会館友の会」が

識習得の研修を行うとと 7/9(日) 指導するバルーンアー

もに実践を通じた参加者 ト製作において児童を

の交流を図る。 サポートできた。

③ 青少年及び指導者のボラ ・ボランティア活動に関する ・緑化や環境整備に取り

体験活動・ボ ンティア活動に関する情 情報収集と提供 通年 組むボランティア団体

ランティア活 報を収集し、ボランティ ・活動希望者と希望者を受け入 に会館敷地を活動場所

動支援センタ ア活動を希望する青少年 れる学校・団体との連絡調整 として提供した。

ー 等とそれを必要とする学 ・会館でのボランティア活動の ・県、前橋市、市社協の

校や青少年団体との連絡 紹介 担当者と会議を行い、

調整を行い、それぞれの 連携したイベントの構

活動の活性化を図る。 想ができた。

④ ドローンを使用した広報 ・ドローンの基礎知識 ・ドローンについて基礎

広報のための 活動を行うため、ドロー （市場規模や活用、利用上の注 9/19(火) 知識や法令を理解でき

ドローン講座 ンの基礎知識と活用理解 意と関連する法令の理解等） た。

【新規事業】 及び操作技術の向上を図 ・ドローン動画の紹介 ・施設紹介や事業の記録

る。 ・ドローンの操作（実技） 動画の方法に選択肢が

・施設における活用方法 広がった。

⑤ 障がいのある人とない人 ・障がい児の活動を支援する ・5 年ぶりにフェスティ
心のバリアフリ がともにふれあい、互い 団体等との連絡調整 実行委員会 ① 6/ 7(水) バルを開催できた。

ー事業（ふれあ に理解し合える場づくり ・実行委員会組織の設置 ② 8/16(水) ・次年度に向けて職員が

い・ゆうあい交 に向けて障がいのある子 ・青少年ボランティアの受入 ③ 9/27(水) 障がい児を支援する団

流フェスタ） どもを支援する団体や青 ・「ふれあい・ゆうあい交流フ ④ 10/25(水) 体等を訪問し、事業説

少年団体関係者と協働で ェスタ」の開催 明と参加の呼びかけを

イベントを開催する。 事前研修 10/14(土) 行った。

開催日 10/15(日)
⑥ ものづくり等、親子共同 ・親子でのものづくりとレクリ ・昨年度の 1 日開催か
親子ふれあい 作業を通して、親子や参 エーション 7/22(土) ら 2 日に増やし、よ
体験教室 加者同士のふれあいを深 ・青少年団体によるレクリエー 7/23(日) り多くの親子に参加し

める。また、レクリエー ションによる交流 てもらうことができ

ションによる交流を図 た。

る。

⑦ 群馬県高等学校文化連盟 ・大学教授による専門的な撮影 ・他校生徒と交流が図れ

高校生写真講 写真専門部と連携して企 技術の助言 9/2(土) るよう、学年やリピー

座 画立案を行い、グループ ・写真撮影を通しての交流 ト参加者の状況を指導

活動による撮影や組み写 ・デジタルカメラの基礎知識、 者と相談して撮影制作

真制作を通した参加者の 技術の習得 グループを編成した。

交流を図る。また、撮影 ・グループワークによる組写 ・完成した組み写真を

に関するモラルや技術を 真の制作 SNSで紹介した。
高める機会を提供する。

⑧ 海外や日本の伝統的な遊 ・留学生の出身国である文化や ・群馬大学に依頼し、4

(

３)

青
少
年
の
交
流
・
体
験
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動
事
業

(
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交流文化体験 びやクラフト等を通し 地理の紹介、遊び等の体験 6/24(土) カ国の留学生を派遣し

【新規事業】 て、多様な文化に触れる ・留学生と児童、ボランティア 6/25(日) てもらうことができ、

機会を設けるとともに、 が一緒に日本文化（古武道、 多様性のあるプログラ

児童及び留学生、ボラン 和太鼓）を体験 ムが実施できた。

ティアによる異年齢交流 ・高校生ボランティアの受入 ・青少年団体、高校生が

を行う。 が小学生の活動をサポ

ートした。

⑨ 高校生の部活動や委員会 ・高校生によるプログラム企画 ・前橋女子高校の科学部

高校生と小学 に小学生の体験教室に関 を支援し、社会教育への参画 8/3(木) 有志と協働でプログラ

生の夏休み交 わる機会を提供し、事業 の機会を提供 ムを立案した。

流活動（夏休 を通じてボランティア活 ・プログラムを通した高校生と ・科学教室のみならず、

みサイエンス 動の達成感を感じてもら 児童の異年齢交流 高校生が企画したレク

クール） うとともに、年少者を思 リエーションも実施し

【新規事業】 いやる心を育む。 交流を深めた。

⑩ 制作を通して参加児童の ・青少年会館友の会とボランテ ・中学生、高校生がボラ

つくって遊ぶ 想像力を養う。また制作 ィアによるバルーンアート製 7/9(日) ンティア講座での学び

体験教室 したものを用いて遊び、 作と遊びの提供 を実践できた。

【新規事業】 参加者同士のふれあいを ・中学生・高校生交流ボランテ ・大人の指導者と参加児

深める。 ィア体験受講者の活動実践 童の間に中高生を入れ

たことで交流活動が円

滑になった。

⑪ 青少年団体の振興、育成 ・青少年団体の情報収集 (ｱ)夏休み宿題お助け隊 (ｱ)昨年度の 1 日開催か
青少年団体活 のため、各青少年団体と ・青少年団体の事業支援 8/5(土) ら 2 日に増やした。
動支援事業 の連携を一層深めるとと ・青少年団体と共催事業の開催 8/6(日) 今年度の宿題終了後の

もに共催事業や連携事業 ・群青連協加盟団体に担当職員 交流活動で「ストロー

を企画、実施する。これ を配置 飛行機」を制作し、飛

らの事業をとおして各青 ・各事業等における高校生ボラ 距離を競った。

少年団体の更なる活性 ンティアの受入 (ｲ)夏休み茶道体験 (ｲ)(ｳ)昨年度の 1 日開
化、指導力の向上を支援 8/20(日)午前・午後 催から 2 日に増やし
するとともに、新たな団 (ｳ)親子で茶道教室 た。(ｲ)の参加者は児

体、サークル等の発掘に 12/10(日)午前・午後 童のみとし、机とイス

努める。 を使用して実施した。

(ｴ)目指せ！ギネス記録～ (ｴ)団体指導者が高校生

君の飛行機はどこまで飛 ボランティアの事前研

ぶ!?～ 修とふりかえりにスラ

1/28(日) イド教材を準備するな

ど活動わかりやすく伝

えた。

(ｵ)ボランティアのつどい (ｵ)Web、X による高校
3/9(土) 生ボランティアの募集

に効果があった。

⑫ Web・ブログ・SNSにより ・会館運営、事業開催情報の提供 通年 ・SNS（X）では、トレ
ぐんま青少年 青少年会館及び、青少年 ・WebとSNSの有効な運用 ンドキーワードを取り

ねっと 健全育成事業の情報を発 ・学習情報コーナーの設置（無 入れた日常的な投稿を

信し、周知を図る。また、 料Wi-Fiエリア内） 行い、当アカウントの

学習コーナーの利用者が ・事業に関するデータベース 知名度・認知度の拡大

インターネットを利用で の管理と運用 を図ることができた。

きる機器を貸し出し、青 また他ユーザーから寄

少年の自己学習や情報収 せられたリプを必要に

集を支援する。 応じて返信するなど、

親しみのあるアカウン

ト形成にも繋がった。

⑬ 青少年の課題やニーズを ・青少年の地域活動やボランテ 通年 ・年間 10 カ所の施設や
青少年活動事 把握するとともに、指導 ィア活動の視察 団体を訪問し、施設の

例調査 者の情報や他施設の取り ・他施設の体験活動及び研修の 運営、実態、講師情報

【新規事業】 組み事例を収集する。 情報収集や参加 を収集できた。

Ｂ 自主事業

事業名 趣 旨 ・ 目 的 事 業 内 容 実施時期 改善・変更点等

① 会館を拠点とする「青少 ・ゆめすくーる（大学生参画に 通年（活動支援） ・友の会主催「クリスマ

青少年会館友 年会館友の会」に、青少 よる小学生対象の体験教室） ゆめすくーる スリースづくり」の広

の会事業 年健全育成事業の指導者 ・会館事業へのボランティア参 10/1(日)午前・午後 報を支援した。

として施設ボランティア 加 10/8(日)午前・午後 ・共催の「ゆめすくーる」

・事業ボランティアの活 ・自主的活動の支援 11/5(日)午前・午後 は R6 年度のよりよい
動の場を提供するととも 12/17(日)午前・午後 運営体制について指導

に、共催により友の会が 者と検討会を開いた。

(
５)

情
報
収
集
・
情
報

提
供
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動
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業

(

４)
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少
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体
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育
成
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び
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導
事
業
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企画する児童の体験活動

の実施を支援する。

② 市町村や県内団体及び学 ・大学の社会教育実習等の受け (ｱ)体験の風をおこそう運 (ｱ)出展では体験活動プ

地域連携協力 校等の事業と連携し、ニ 入れ 動協力 ログラム提供と合わせ

事業 ーズに対応した体験活動 ・学校等からの施設見学や職場 実行委員会 6/16(金) てリーフレットや事業

や研修を受け入れる。ま 体験への協力 1/30(火) チラシを配布し、PR
た、県内で開催されるイ ・社会教育施設及び青少年団体 あかぎフェスタ出展 活動を行った。

ベント等に参加・協力 等が主催するイベント等への 10/22(日)
し、地域との連携を図る。 ブース出展及び運営協力 スマーク伊勢崎出展

・県内ボランティア団体等が主 2/3(土)
催する教育プログラムの共催 (ｲ)荒牧小学校対応（町た (ｲ)来館した児童に館報

や協力 んけん） 5/31(水) やチラシで夏季実施の

事業を周知した。

(ｳ)社会教育実習等 (ｳ)学生に事業や施設案

東京福祉大学 7/8(土) 内を通じて館内の印象

7/9(日) や参加したい事業につ

群馬大学 12/22(金) いて感想を聞き取りし

た。

(ｴ)高校生短期インターン (ｴ)会館内での作業のほ

シップ受け入れ かプログラムの理解の

前橋商業高校 ためクラフトを体験さ

10/25(水) せた。

(ｵ)ライオンズクエストワ (ｵ) 吉岡町、榛東村等の

ークショップ 学校を訪問するなど、

12/26(火) 事業説明を強化した。

③ 関係者と親睦を深め、 ・プロジェクターを使った主催 ・茶道会青年部の協力で

新年交歓会 事業団広報及び関係機 事業紹介 開会前に茶席を設け、

関との連携強化、利用 ・団体の協力による呈茶 1/20(土) 情報交換の時間を設け

促進を図る。 ・新春落語、箏演奏 た。

④ 団体の活性化を図るため ・事務局運営用補助金の交付

団体補助 に、会館に事務局を置く （４万円×５団体）

５団体へ補助金を交付す

る。

Ｃ 受託事業

事業名 趣 旨 ・ 目 的 事 業 内 容 実施時期 過年度の改善点等

① 悩みを抱える青少年及び ・コーディネーターの配置 通年（相談・面談・体験）・前橋市内の中学校への

Ｇ－ＳＫＹ 保護者に対して相談を行 ・青少年とその保護者･学校か 合同会議（4回） 広報活動の一つとし

Ｐｌａｎ い、必要に応じて体験活 らの相談対応 4/14(金)、7/6(木) て、新任校長の中学校

動を実施するなど、不登 ・体験活動受入事業所等の情報 12/8(金）、3/6(水） を訪問し、事業説明を

校やひきこもりからの立 収集、連絡調整 進路相談会（2回） 行った。

ち直りや社会的自立を支 ・体験活動のコーディネート 8/27(日)、10/21(土) ・進路相談会では、群馬
援する。また、高校中退 ・再学習支援のための各種情報 県私立通信制高校連絡

者等の再学習の相談・支 の収集、提供 協議会に加盟している

援体制の充実を図り、各 学校に参加を依頼し

種情報の提供や学習相談 た。その結果、前年度

を行う。 に比べて参加校が 2
校増加した。

・ステップアップ支援促

進事業との連携を深め

るため、自立・再学習

支援会議を月 1 回開
催した。

② 高校中退者等を対象に、 ・学習相談 学習相談・支援等 ・G-SKYPlan との連携
地域における 高等学校卒業程度の学力 学びに応じた教科書や副教 4～ 3月 を深めるため、自立・

学びを通じた を身に付けるための学習 材の紹介、高卒認定試験の紹 学習会 再学習支援会議を月 1
ステップアッ 相談及び学習支援を行 介、教育機関や修学のための 60回 回開催した。

プ支 う。 経済的支援の紹介等 ・群大医学部の学生に学

援促進事業 ・学習支援 習支援を依頼して、理

青少年会館を活用し、高卒 数系の学習を中心にサ

認定試験等の受験を目指す学 ポートを行った。

習者に対して個別に学習支援

を行い、学習者の自立を促す。

(

２)
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Ａ 指定管理事業

(1) 青少年等の活動場所の提供事業

群馬県青少年会館の設置及び管理に関する条例（以下「設管条例」という。）の設置目的・業務に

添った運営を行うべく、施設の利用については、青少年の育成に関する諸事業並びに青少年及び青

少年関係団体、学校等の自ら企画した事業等の活動場所の提供事業と位置づけ、当事業団の公益目

的事業として運営を行った。

・設置目的

青少年団体活動の振興及び青少年の健全な育成を図るため設置

（群馬県青少年会館の設置及び管理に関する条例（以下「設管条例」という。）第2条）

・業務

青少年の健全な育成を推進するための業務、青少年団体の育成

（設管条例第2条の2）

・施設概要

敷 地 面 積：８，８６２㎡

建築延べ面積：３，６７６㎡（本館２，７４６㎡ 新館９３０㎡）

・指定管理期間

令和２年４月１日～令和７年３月３１日（５年間）

・管理運営体制

ａ 組織体制

事務局の責任者は常務理事(館長)とし、従来の課を廃止するとともに、マネージャ

ー制を導入した。

マネージャー２名、正規職員３名、再雇用職員１名、契約職員３名、臨時職員３名

ｂ 職員の資質、知識向上

職員対象の全体会議、利用者対応に関する研修、安全管理訓練、他施設との合同研

修の参加等、内部、外部の研修・訓練等により職員の資質向上に努めた。

① サービス向上の取り組み

ア 接遇研修

講 師：(一社)日本産業カウンセラー協会

テーマ：「コミュニケーション研修」～より良い聴き方・伝え方について～

概 要：職場のコミュニケーションの重要性を再度確認する。利用者等との接客において話の聴

き方、伝え方のポイントを学ぶ。

イ 受付対応と業務マニュアル等の見直し

宿泊室の退出チェック表を見直し、部屋長による宿泊者の

寝具の整理と室内清掃の確認欄を設けた。

職員が業務を適正に処理できるよう、宿直、B勤務、C勤務
の各マニュアルを適宜修正した。

ウ 平等、公平な利用者サービスの提供等

施設予約の受付期間と受付時間を遵守し、平等、公平な受

付業務を引き続き実施した。

接遇研修
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接遇研修の学びを生かし、おもてなしの心、サービス精神を持って対応を心がけた。

エ 職員間の情報の共有化

毎月始めに理事長、常務理事、マネージャーによる月例運営会議で理事長からの指示、業務の

進捗等を確認した。また、全職員が業務に関する情報を共有するため、月１回の全体会議を行っ

た。また、毎日の業務開始時に朝の会を行い、当日の利用団体や事業に関する情報を共有した。

また、交代勤務の中で各職員が毎日の状況を把握するために、事務室内に業務日誌を常備し、

行事・修繕・点検・苦情と要望を記録した。

オ アンケートや聞き取り調査等の実施とフィードバック

事業参加者のアンケート様式を見直し、ねらいの達成度、交流の状況、情報の入手先等、選択

式にして集計した。また事業の感想は記述のみに頼らず、担当職員等が参加者から直接聞き取り

を行うなど工夫した。施設利用者には、毎回、代表者へアンケート記入を依頼した。また、館内

に投稿箱とアンケート用紙を常備し、意見を受け付けた。

アンケート等での苦情、要望等で改善可能なものは速やかに対応・改善した。また、フィード

バックは受付やWeb等でお知らせした。
※主な対応内容

要望：脱衣所に時計が欲しい。

対応：本館浴室脱衣所に壁掛時計を設置した。

要望：レストランに食事を予約したい。

対応：７月からの館内レストラン再開に伴い、ＨＰに注文書を掲載するとともに予約受付時に利

用案内を行った。またレストラン代表者とより良いサービス提供に向けて情報交換した。

カ 外部研修の参加や情報収集の実施

青少年健全育成事業の企画力・技能向上に関する外部研修等に出席し、スキルアップを図ると

ともに他施設の状況や社会教育の最新情報の収集に努めた。

「新入社員研修」ぐんぎんコンサルティング株式会社 １名

「社会教育推進セミナー」 群馬県生涯学習センター １名

「社会教育実践研修」 群馬県生涯学習センター １名

「公益法人・一般法人会計セミナー」 （公財）公益法人協会 １名

「令和５年度群馬県青少年施設連絡協議会第１回研修会」 群馬県青少年施設連絡協議会 ２名

「防火管理者再講習」 （一財）日本防火・防災協会 １名

「ビジネスマナー研修」 ぐんぎんコンサルティング株式会社 ２名

「広報（SNS）運営に関する相談」 （公財）群馬県産業支援機構 ３名

指定管理事業「青少年活動事例調査」による事業、施設等の情報収集 １０カ所 延べ１６名

② 年間利用集計

ア 利用人数

令和５年度の施設利用者数は、延べ３２，２０６人（対前年度比１４８．１％）であった。
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※参考 令和５年度新型コロナ関係

新型コロナウイルス感染症の位置づけが、令和５年５月８日から「５類感染症」になった。

■前期

４月は新型コロナの影響が残り、宿泊を伴う企業新人研修等の利用はなかった。５月に新型コロナ

ウイルスが５類感染症になったことから、高校の部活やスポーツ大会関係者の宿泊利用が増えた。

また、７月にレストランが営業開始したこともあり、夏休み期間は企業研修やスポーツ団体、勉強

合宿等の宿泊利用が前年度より大幅に増加した。

■後期

事業団事業（交流フェスタ）やコロナ禍で中止となっていた青少年団体の秋季イベント等の再開に

より、利用人数が増加した。

イ 利用料収入の実績

平成２６年度より利用料金制が導入された。令和５年度は８，４４３，３７５円の利用料収入が

あった。

ウ 広報、利用促進活動

・平日企業利用を増加させるため、ブログによる施設紹介、Webの分析ツールを利用して情報収集
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を実施した。

・企業への訪問を実施し、情報収集、利用促進に努めた。

・事業対象者の興味関心を高めるため、事業実施後にブログに事業の様子を掲載した。

・SNSの活用について専門家に相談し、Xについては、トレンドキーワードの活用やリプライへの
返信による相互交流のための取り組みを開始した。

・更新回数は、Webページ４５回、ブログ４１回、X１５４回だった。
・館報、リーフレットを県内全域に配布した。

・会館のロゴを入れたクリアファイルを作成し、広報資料とともに配布した。

・マスコミに事業当日の取材を依頼した。（上毛新聞掲載５回、群馬テレビ放映１回）

③ 環境整備及び修繕の取組

ア 環境整備

・職員が一日２回館内外を巡視する等、設備の確認や利用者の安全を第一に常に緊張感をもって管理

を徹底した。

・居心地の良い雰囲気づくりに配慮し、七夕や節句に合わせて季節の飾りや花壇で育成した草花等を

館内に飾った。また、栽培した苗の一部を利用者が自由に持ち帰れるようロビーに配置した。

・指定管理仕様書の管理基準により関係法令を遵守し、施設設備の日常点検、保守管理等を実施した。

・年１回の備品総点検を行い、適正な管理に努めた。

・植栽管理は、年２回の業者委託の他、群馬県青少年団体連絡協議会や環境美化団体みどりの会と連

携した清掃作業及び職員による日常的な除草作業、インターロッキングの草取作業を実施し、環境

維持に努めた。

イ 設備修繕及び維持改善等

・経費節減のため、軽微な修繕はできるだけ職員で行った。また、既存設備のメンテナンスや修繕工

具取扱いの注意事項についてベテラン職員が新人職員へ指導した。

・修繕及び設備改修・メンテナンス等、次のとおり実施した。

【業者対応】

新館ロビーソファー張替、団体事務室側及び本館３階小便器水漏れ修理、屋外会館案内板改修、宿

泊室寝具新調、本館３階女子トイレ詰まり改善作業、消防設備修繕（誘導灯、感知器）、本館３階給

湯室改修、中小会議室遮光カーテン取替、本館照明LED化、屋外倉庫雨漏り修繕、駐車場区画線引
き直し作業、駐車場側入口案内板設置、風呂ボイラー昇温不良調整、屋外標語看板撤去、和室壁穴

補修

【職員対応】

正面玄関ソーラーライト交換、宿泊室ドアノブ修繕、脱衣所壁掛時計取付作業、会議室ワイヤレス

マイク充電金具補修、プレイホール鏡保護戸板収納ロープ設置、入口周辺高圧洗浄作業、会議室長

机及びホワイトボード金具調整、電球・蛍光灯交換、館内案内板修正

職員による花壇管理 ポット苗を利用者に配布 職員による植栽管理
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④ 緊急時の体制・対応、防災、感染症対策

・１階出入口の非接触式体温計、館内各所の手指消毒用アルコール設置を継続した。

・危機管理マニュアルを修正・更新した。

・消防署職員を講師に招きＡＥＤを使用しての救急救命講習、警察署生活安全課職員を講師に招いて

の不審者対応訓練（防犯訓練）をそれぞれ1回実施した。

・入居青少年団体事務局とともに自衛消防隊を組織し、消防訓練を年２回実施した。その内の１回は

消防署職員の派遣を依頼し、防災に関する専門的な知識を学んだ。

⑤ 青少年団体や地域住民等との連携

・寿楽園等の近隣施設や近隣学校と連携・交流を図った。

・荒牧町自治会と周辺地域に関する情報交換を行った。

・群馬県青少年団体連絡協議会加盟団体の総会や会議に参加した。

・ライオンズクラブ国際協会333－D地区と連携して共催事業を実施した。

・前橋市の管理事務所に協力を得て、会館駐車場満車時にばら園駐車場を借りた。

・青少年会館友の会や群馬県青少年団体連絡協議会の協力で１階ロビーにクリスマス飾りや子どもの

クラフト教材（わくわく袋）を配置した。また連動して職員が遊びのコーナーを併設した。

・群馬県青少年団体連絡協議会、環境美化団体みどりの会と連携して敷地内の除草や清掃を行った。

荒牧小学校の施設見学「まち探検」に協力

脱衣所の壁掛時計取付作業 駐車場及び敷地周辺の除雪作業 宿泊者オリエンテーション

消防訓練救命講習 防犯訓練

環境美化団体みどりの会による駐車場除草作業
群馬県青少年団体連絡協議会による会館清掃
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⑥ その他

ア 情報公開及び個人情報保護への取り組み

情報公開規程に基づいた情報公開及び個人情報保護規程、特定個人情報保護規程に基づいた個

人情報保護を行った。

イ 法令遵守

諸規程整備等を実施し、法令に基づいた運営を実施した。

ウ 環境保全

・節電、省エネの取組を通年で実施し、利用者にも節電の協力を呼びかけた。

・夏期に建物内部の温度上昇を抑えるため、新館1階トップライト等に遮光ネットを設置した。

・冬季に新館の防火戸を閉め、暖房効率を上げる工夫をした。

エ 募金箱の設置

・令和６年能登半島地震災害義援金の募金箱を設置した。（３月１日に石川県の義援金募集に１５，

９９３円を送金）

能登半島地震災害義援金の募金箱設置暖房効率を上げるため防火戸を利用職員による遮光ネット取付作業
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「子どもふれあいワークショップ」 
 

１ 事業目標 
ボランティア活動や業務等で子どもの居場所づくりや団体活動に関わりのある指導者や

青年を対象に子どもとのよりよい関係についての学びを提供し、青少年教育に係る人材

を育成する。 
  

２ 事業概要 
（１）期日：令和 6 年 2 月 24 日（土） 
（２）参加対象及び募集人数：青少年指導者、青少年団体活動や教育活動等に関心のある方 20 名程度 
（３）参加状況 
  ア 参加者合計  16 名、 申込人数 17 名（キャンセル 1 名）   

内 訳 未就学児 小学生

1～3 年 
小学生

4～6 年 
中学生 高校生 専門短大

大学生 
社会人 
保護者 

総計 

参加者数       16 16 

                                
  イ スタッフ ・講師 2 名 
    ウ 延べ参加人数（参加者×日数） 16 名×1 日＝16 名  
 
３ 事業実施のポイント 

① 新学期の子どもの集団形成に参考となるレクリエーションを体験するとともに、集団に馴

染めない子どもを想定した声かけや仲間作りに関してワークショップで意見交換する。 
② 集団やクラスの中で困り感を持った子どもに対し、周囲の大人がどうやって原因に気づい

たらいいか、また特性のある子どもからの外の世界の見え方、聞こえ方を動画教材等で体

感する。 
③ 参加者自身のこれまでの子どもとの活動や指導をふりかえり、成功したこと、失敗したこ

とについて情報交換、事例の共有をする。 
  

４ 日程 
日時 午 前 午 後 夜 
2 月 
24 日 
（土） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13:30 レクリエーション実技

「伸び伸び楽しむ集団遊び

～遊ぶって自由だ～」（60 分） 
講師：群馬ＶＹＳ連絡協議会 
・レクリエーション指導者 

並木亜希子 氏       
      
14:20 講義 
「集団の中でちょっと気に

なる子どもの対応」（90 分） 
講師：前橋国際大学短期大学

部 教授（こども学専攻長） 
臨床発達心理士・公認心理師 

上原篤彦 氏 
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５ 事業評価 
（１）参加者の満足度  

○アンケート回答数 14/16（早退 1 名、未回答 1 名） 

１ レクリエーション実技「伸び伸び楽しむ集団遊び～遊ぶって自由だ～」 

※複数回答者１名 

  (1) とてもわかりやすかった 10    (2) わかりやすかった  4 
 (3) 難しかった        1   (4) とても難しかった    0 
・遊びにおける子どもの感じ方と、大人側の目的（ねらい）に違いが生じる事例を実感できた。

目的に対してどのような楽しさを提供していくか考えさせられた。 

・学んだレクリエーションを新学期の集団形成のヒントにしたい。 

・既成の枠にとらわれず遊びを考える観点が素晴らしかった。 
２ 講義「集団の中でちょっと気になる子どもの対応」 

(1) とてもわかりやすかった  6   (2) わかりやすかった  2 
 (3) 難しかった        6  (4) とても難しかった 0 

・図を用いた説明がわかりやすく、班での意見交換がたくさんできた。 

 ・障害のある子の気持ちや、周囲の見え方など動画教材で知ることができた。 

 ・時間内の情報量が多かった。もう少し話が聞きたかった。 

 ・理解には自分のスキルが足りなかった。時間をかけて学んでいきたい。 

  ・ＡＢＣ分析について職場で考えてみたいと思った。 
 
（２）成果  

・レク実技では新年度に向けて実践的な子どもの集団形成に役立つ遊びを紹介するとともに、

参加者が集団が苦手な子ども役を演じ、具体的な声かけのシミュレーションを行うなど、と

もに学び合い、意見を出し合う時間をつくった。 
・講座で子どもの視界を再現した動画教材を使用し、特性のある子どもの理解を深めた。 
・子どもの指導において個々に合った対応を求められる傾向が高まっており、対処に関する不

安や人手不足に悩んでいる団体や関係者は多い。他者との対話を通して自分の考えが再確

認でき自信が持てた、自分には思いつかない考えを聞いて勉強になったという声があっ

た。 
 
（３）課題     

・講座には対話の時間を多めに設けたため、全体的に進行が遅れ、時間が足りなかった。また、

専門的な内容に関しては、もっと詳しく話を聞きたいという参加者もおり、時間に余裕を持

たせる必要性を感じた。 
・指導者への効果的な周知に関してはさらに工夫したい。（応募総数は昨年度と同じ） 

事業を知ったきっかけ ※複数回答者 2 名 未回答 1 名 
 （１）チラシ 5 （２）Web 2 （３）X（Twitter） 0（４）知り合いのすすめ 2 
 （５）職員からの声かけ 4 （６）その他（他の事業に参加して教えてもらった） 1 

 
６ 事業の様子 

 
 
 
 
 
 
 

  レクリエーション実技      講義（保護者の理解と子どもの対応に関する意見交換）  

                     担当 田中 康英 
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「中学生･高校生交流ボランティア体験」 
 

１ 事業目標 
県内の中学生･高校生に対し、ボランティア活動に対する知識を伝授するとともに、活動の

実践を通して交流を深める機会を提供する。また、ボランティアに対する意識啓発を行うこと

により、継続した活動を推進する。 

 
  

２ 事業概要 
（１） 期日：令和５年７月８日（土）・９日（日） 
（２） 参加対象及び募集人数：県内在住･在学の中学生･高校生 15 名 
（３） 参加状況 
  ア 参加者数（実人数） 8 名、 申込人数 11 名（キャンセル 3 名） 

内 訳 未就学児 小学生

1～3 年 

小学生

4～6 年 

中学生 高校生 専門短大

大学生 

社会人 

保護者 

総計 

参加者数    2 6   8 

                                

  イ 講師 3 名 

 
３ 事業実施のポイント 

① 研修で得た知識を当会館主催事業「つくってあそぶバルーンアート教室」で活動実践した。

この教室の講師は、青少年会館友の会などでボランティア活動の経験が豊富な方に依頼

し、中学生や高校生に助言した。 

② 初めてボランティア活動に取り組む中高生が安心して実践できるよう、事前研修の充実化

を図った。 

③ 当事業で得た知識や経験を長期休み等のボランティア活動に生かせるよう、夏期休暇前

に実施した。 
 

  
４ 日程 

日時 午 前 午 後 夜 
7 月 

8 日 

（土） 

 

 

 

 

 

 

 

・開講式・諸連絡 

・コミュニケーションゲーム 

・子どもとの関わり方 
・ボランティアの心得 

 

 

 

 

 

7 月 

9 日 

（日） 

 

・諸連絡 

・活動の実践に向けて 

（ボランティア活動の

流れ・指導のポイント） 

・ボランティア活動の実践

（つくってあそぶバルー

ンアート教室にて） 

・ふりかえり 

・閉講式 

 

 

５ 事業評価 
（１）参加者の満足度  

・小学生が相談してくれて、嬉しかった。ボランティアの基礎・子どもとの関わり方が分かり、

今後に生かすことができる。今後も色々なボランティアに参加してみたくなった。 
・今回、このボランティアで参加者同士が仲良くなることができ、とても楽しかった。子ども

達と関わって大変だったが、それ以上に子ども達がかわいいと思い、満足できた。 
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・コミュニケーションをとるのが得意でないため、少々心配しながら参加したが、小学生の子

がしっかり話を聞いてくれて、スムーズに会話をすることができて楽しかった。 
 

 
（２）成果  

① ボランティアの実践で小学生との会話が弾み、バルーンアート制作の際に頼りにされた受

講者が多いことから、コミュニケーション力を図ることができた。事前研修で得た知識や

技法を実践で活用しているように感じた。 
② 2 日目の事前研修では、バルーンアートの技法を学ぶと共にバルーンアートの飾り付けを

する場面を設けた。受講者同士が協力しあいながら作業をすることで交流を深められるほ

か、体験教室に参加する小学生や保護者から喜びの表情を感じ取ることができた。 
③ 昨年度の当会館主催事業にボランティアとして参加した高校生が今回も参加してくれた。

複数回参加することで、ボランティアに対する見方・考え方が深まっている。 
 

 
（３）課題     

今回、当事業の募集を抽選としたが、申し込み時点で参加が決定する利点から、次年度は先

着での受付を検討する。 
研修よりも実践の方が好まれる傾向で、実践を中心としたボランティア募集よりも申し込み

数が少ない。しかし、ボランティアの基礎を十分に学べる場を設けたいため、当事業は次年度

も継続して実施したい。 
近隣学校へのチラシ配布枚数を増やすなど、周知を強化し、より多くの対象者に参加を促し

たい。 
 

 
６ 事業の様子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

担当  山田 貴史 

コミュニケーションゲーム ボランティアの心得 活動の実践に向けて① 

活動の実践に向けて② 活動の実践① 活動の実践② 
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「体験活動・ボランティア活動支援センター」 
 

１ 事業目標 
ボランティア活動を希望する青少年等とそれを必要とする地域の団体や機関との連絡調整

を行い、協働の機会を提供する。また青少年および指導者のボランティア活動に関する情報を

収集し、提供する。 

  
２ 事業概要 
（１）期日：通年 
（２）相談状況 5 件（3/9 現在） 

（３）ボランティア活動参加者数  

内 訳 未就学児 小学生

1～3 年 

小学生

4～6 年 

中学生 高校生 専門短大

大学生 

社会人 

保護者 

総計 

参加者数     1  40 41 

 
３ 事業実施のポイント 

① ボランティア団体や個人に対し、要望に応じた活動コーディネートを行った。 

② 県が運営するサイト「ボラスルン」に当会館を登録の上、ボランティア活動・体験活動を

希望する個人団体に情報を提供し、活動の促進を図った。 

③ 県・前橋の数機関による情報交換会に参加し、若者のボランティア利活用に係る情報を得

た。（こちらからも提供した） 

  
４ 活動・相談内容 

活動･相談日 内容 
4 月 1 日 

5 月 8 日 

7 月 10 日 

7 月 19 日 

8 月 1 日 

8 月 9 日 

9 月 22 日 

10 月 9 日 

11 月 15 日 

12 月 21 日 

1 月 26 日 

2 月 6 日 

2 月 12 日 

3 月 9 日 

【相談 1】除草作業のボランティア活動希望 

【活動 1】相談 1 の実施① 

【活動 2】  〃   ② 

【連携 1】他機関との情報交換会（職員出席）① 

【相談 2】市の事業における講師紹介 

【相談 3】清掃ボランティアへの参加希望 

【連携 2】他機関との情報交換会（職員出席）② 

【活動 3】相談 1 の実施③ 

【連携 3】他機関との情報交換会（職員出席）③ 

【相談 4】セミナーの指導者紹介希望について 

【相談 5】障がい児や子どもにふれるボランティア活動希望 

【連携 4】他機関との情報交換会（職員出席）④ 

【活動 4】相談 1 の実施④ 

【相談 6】子どもとふれあうボランティア活動希望 

 

５ 事業評価 
（１）参加者の満足度  

（除草作業のボランティア団体 代表者） 
・団体の活動場所を提供していただき、ありがたかった。会員同士が交流を深め、施設のお役

に立てる喜びを感じている。 
 
（清掃ボランティア活動に参加した高校生） 
・ご紹介いただいた団体の活動は、予定が合わず参加が叶わなかったが、自主的に仲間達と清

掃ボランティアをする機会に繋がった。 
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（２）成果  

①除草作業に取り組むボランティア団体を受け入れ、当会館敷地内の除草・落ち葉拾いを行っ

た。双方にとって、有意義な活動になった。 
②県・前橋の数機関が集い、若者ボランティアの利活用について情報交換を行った。当事業団

から提案したイベント（ボランティアフェス[仮]・令和 6 年度予定）について、連携して実

施する見通しが立った。 
③件数は少ないが、ボランティア活動を希望する方に対し、要望に応じたコーディネートをす

ることができた。 
 
（３）課題     

・本年度に行った当会館ウェブページのリニューアルに伴い、通年のボランティア受け入れ情

報を掲載する場が無くなった。現ウェブページの仕様が施設利用者を軸にした構成になって

いるためである。過年度、インターネット経由で当事業への問い合わせを受けたことがある

ため、情報発信の方法を検討したい。 
・当事業の情報を「ボラスルン」（県運営のボランティア情報サイト）に投稿した。同サイト

は運営を開始して日が浅いため、現時点で反響は無いものの、今後少しずつ県民に認知され

ることが期待できる。推移を見守っていきたい。 
・コーディネートをする際、活動希望者と受入れ先の調整を図るため、時間を費やす。相談件

数が大幅に増加すると、当事業の専属職員が必要になる。 
 

 
 
６ 事業の様子 

 
 

 

 

 

   

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

担当  山田 貴史 

除草活動 ボラスルンの活用 
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「広報のためのドローン講習会」 
 

１ 事業目標 
群馬県青少年会館及び群馬県内の青少年施設、各青少年団体の周知及び広報を幅広く行うた

めに、ドローンを使った動画撮影を行う。そのため、ドローンを使った動画撮影ができるよう

に、ドローン活用理解と操作技術の向上を図る。 
  

２ 事業概要 
（１）期日：令和 5 年 9 月 19 日（火） 
（２）参加対象及び募集人数：群馬県青少年施設連絡協議会､群馬県青少年連絡協議会関係者・ 

              公民館職員・公益財団法人群馬県青少年育成事業団職員 20 名程度 
（３）参加状況 
  ア 参加者合計 17 名、 申込人数 18 名（キャンセル 1 名）  ※家族数 17 世帯 

内 訳 未就学児 小学生

1～3 年 
小学生

4～6 年 
中学生 高校生 専門短大

大学生 
社会人 
保護者 

総計 

参加者数       17 17 

                                
  イ スタッフ ・ボランティア 1 名  

         ・講師 1 名     ・その他 0 名（    ） 

    ウ 延べ参加人数（参加者×日数）17 名×1 日＝17 名  

 
３ 事業実施のポイント 

①新規事業として企画した。 
②事業団職員全員が参加できるよう、休館日を臨時開館にして実施した。 
③開閉講式と前半の講義は中会議室、後半の実技はプレイホールと 2 会場で実施し、参加者が

講習をスムーズに受講できるよう工夫した。 
  

４ 日程 
日時 前 半 後 半 
9 月 

19 日 
（火） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・開講式 
・講 義 
  講師：野村雅弘 氏 

(1)ドローンの歴史・分類区分 

  (2)ドローンの活用状況 

  (3)ドローン市場規模 

  (4)ドローンの操作 

  (5)ドローンを利用上の留意点・飛

行ルール 

  (6)ドローン動画サンプル映像紹介 

  (7)ドローン撮影を広報に利用する

際の留意点 

  (8)ドローンがつくる未来 
 
 
 
 

・実 技 
  講師：野村雅弘 氏 
  補助：池田隆広 氏 
  (1)ドローンの操作 

  (2)ホビードローンの操作 

・閉講式 
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５ 事業評価 
（１）参加者の満足度  

【講義】 

とても分かりやすかった 13  分かりやすかった 4 
･資料が豊富でカラフルだったので、説明を聞き理解しやすかった。 
･スライドが簡潔にまとめられていた。ドローンについて知識のない者でも分かりやすかった。 
【実技】 

とてもわかりやすかった 12 わかりやすかった 3 

難しかった        1  とても難しかった 1 

･最初にホビーのドローンで練習できたので、説明もよかった。 
･とても分かりやすく教えて頂き、よく理解できた。操作には、技術が必要なことも分かった。 
･上下、左右、前後を機体の向きにかかわらず、頭で再構成しながら動かしたこと、なかなか

スムーズに行かなかった。 
 
（２）成果  

・新規事業のため講師の人選が難しかったが、野村氏が快く引き受けてくれたおかげで、充実

した講習会が実施できた。 
・職員も含めドローンに興味･関心のある方が参加したため、アンケート結果からも高い満足

度が伺えた。 
・講師との事前打合せで講習内容を共有することができ、講義･実技とスムーズに時間的にも

余裕を持った講習会になった。 
・講師がホビードローンを数多く準備してくれたおかげで、ドローンを飛ばす順番を待つ間も

充実させることができた。 
 
（３）課題     

・今回は、職員の参加を考慮したため平日開催になったが、受講者が参加しやすい土曜・日曜

開催が望ましい。 
・広報に関して、SNS での発信(リスクや効果的な方法など)についての講座開催が可能かどう

か検討していきたい。 
 
事業の様子 
                                 

   

   

 

 

 

 

(講義)             (操作したドローン)          (ドローンの上昇) 

    

 

 

 

 

 

 

 

   (操作方法の説明)        (ドローンの操作)         (ホビードローンの操作) 

 
担当 金子  勉  
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「バリアフリー事業 ふれあい・ゆうあい交流フェスタ」 
 

１ 事業目標 
障がいのある人とない人がともにふれあい、互いに理解し合える場作りに向けて、障がいのあ

る子どもを支援する団体や青少年関係団体関係者等と協働で実施するという趣旨の下、フェス

ティバルを開催する。 
  

２ 事業概要 
（１）期日：令和５年１０月１４日（土）～１５日（日）※10/13 会場準備 
（２）参加対象及び募集人数：一般来場者 100 名、ボランティア 30 名 

（３）参加状況 
  ア 参加者合計 198 名  

内 訳 未就学児 小学生

1～3 年 
小学生

4～6 年 
中学生 高校生 専門短大

大学生 
社会人 
保護者 

総計 

参加者数  132     66 198 

                                
  イ スタッフ ・ボランティア 59 名（高校生、大学生）  
         ・その他 131 名（実行委員、群馬県青少年団体連絡協議会等） 
（４）実行委員会 年間４回実施した。（６月、８月、９月、１０月実施） 
３ 事業実施のポイント 

① 新型コロナウイルス感染拡大などの影響から5年ぶりの開催となるフェスティバルを実行

委員、関係団体、ボランティアの協力により開催する。 
② 今後の開催（翌年度）につなげることを視野に入れながら、可能な規模で開催する。 
③ 5 年ぶりの開催で不慣れな実行委員もいるため、ゆとりあるプログラムで進行する。 
 
  

４ 日程 
日時 午 前 午 後 夜 
10 月 
14 日 
（土） 
 
 
10 月 
15 日 
（日） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
・ステージ発表 3 団体 
 歌、ダンス等 
・体験ブース 3 ブース 
 （手作り魚釣り、ペット

ボトルボウリング等） 
・バザーコーナー 4ブー

ス（焼き菓子、工芸品販

売、缶バッジ作成等） 
・作品、パネル展示 5 団

体 
・飲食ブース 2 団体 
（フランクフルト、唐揚

げ、パスタ等） 
 

・事業説明 
・心構えについて 
・アイスブレイク 
・歌とダンスの練習 
・会場準備等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - 72 -



-21- 

 

５ 事業評価 
（１）参加者の満足度（ボランティア、実行委員、群馬県青少年団体連絡協議会の感想等ついて）  

１ ボランティア 
ア 障がいのある子（人）との交流 
 たくさん交流できた 33％、交流できた 67%と全参加者が交流することができたと回答し

ている。 
イ 他の参加者（実行委員、群馬県青少年団体連絡協議会、ボランティア等）との交流 
 とてもよくできた 35%、よくできた 51%、あまりできなかった 14%との回答であり、係に

よっては同じ場所にいるため、実行委員さんなどの声かけ、係の交代などができるとより多

くの参加者とも交流できると考えられる。 
２ 実行委員、群馬県青少年団体連絡協議会 
・ステージ発表を実施した団体の実行委員から参加した子ども達が一日楽しく参加できたと

の報告があった。 
・群馬県青少年団体連絡協議会の意見として、たくさんの交流ができたこと、開催することが

できたことをよろこぶ声が寄せられた。 
（２）成果  

・事故等がなく、５年ぶりに開催することができ、今後（来年度以降）につなげることができ

るフェスティバルとなった。 
・規模は以前よりも縮小されているが、ステージ発表、体験ブース、バザーコーナーなどでそ

れぞれのコーナーで障がいのある人（子）もない人（子）も一緒に楽しむことができた。 
・参加したボランティアからは、障がいのある人（子）との交流の機会について、よい経験と

なったこと、障がいのある子についての印象が変わった、一緒に楽しめたなどの意見が寄せ

られた。また、ボランティア活動に今後も参加したいというも感想も聞かれた。 
・実行委員、群馬県青少年団体連絡協議会等の各団体間での協働、連携をとりながら、滞りな

く、運営された。 
（３）課題     

・5 年ぶりの開催であり、実行委員さんの参加が少なかった。今後、様々な意見を取り入れて

よりよいフェスタとしていくためにも、実行委員となっていただける協力団体さんを探して

いく必要がある。 
・来年度の開催に向けてどのような形のフェスタにするのがよいか、関係者と再確認してい

く。 
・事前研修への参加が少なかったため、今後、広報等で、事前研修の楽しい部分（アイスブレ

イク、歌、ダンスの練習等も実施する）や当日の活動がよりスムーズになるための研修であ

ることを伝えていくための方法などの検討が必要と考えられる。 
６ 事業の様子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

担当 井口堅太郎 

事前研修 ダンス練習 ステージ発表 手作り魚釣りブース 

模擬店 フランク、ポテト バザー会場 みんなで歌おう 
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「親子ふれあい体験教室（おやこ木工教室）」 

 
１ 事業目標 

共同・協力作業を行うことにより、親子のふれあいや参加者同士の交流を深め、新たな人間

関係のネットワークの構築を図る。 
  

２ 事業概要 
（１）期日：令和 5 年 7 月 22 日（土）・７月 23 日（日） 
（２）参加対象及び募集人数：県内の小学 3～6 年生の親子 10 組 20 名 
（３）参加状況（2 日間計） 
  ア 参加者合計 36 名、 申込人数 58 名（キャンセル 6 名）  ※家族数 18 世帯 

内 訳 未就学児 小学生

1～3 年 

小学生

4～6 年 

中学生 高校生  専門短大

大学生 

社会人 

保護者 

総計 

参加者数  5 13     18 36 

  イ スタッフ ・講師 9 名 

 
３ 事業実施のポイント 

① 例年、当事業への申込件数が多いことから、開催日を 2 日にしてニーズに答えた。また、

回数を増やすことにより、レクリエーションを行うボランティア団体に参画する機会を提

供した。 

② 昨年度と同様に材料の木材を１家族１本配布して、思い思いの作品を制作した。道具を使

う練習も兼ねて作成する共通課題は、オリジナル作品の制作に時間をあてられるよう、短

い時間で取り組めるよう工夫した。 

③ より安全に作業を行えるよう、ケガの事例などを紹介すると共に、道具の使い方を丁寧に

伝えた。 

 

  
４ 日程（両日とも同様のプログラム） 

日時 午 前 午 後 夜 
7 月 

22 日 

（土） 

 

7 月 

23 日 

（日） 

 

 

開講式 

コミュニケーションゲー

ム（レクリエーション） 

木工道具の使い方 

共通作品の制作 

自由（オリジナル）作品の

制作 

自由（オリジナル）作品の制

作…午前の続き 

ふりかえり・閉講式 

 

 

５ 事業評価 
（１）参加者の満足度  

・このような事業をしている事を初めて知り、夏休みの時間を使って体験できる良い機会だと

思って申し込んだ。今回のような物づくりは、自宅ではできないので有意義だった。 
・初めて触れる物が多かったが、徐々に上達していき、子どもが自ら取り組む姿勢が見られ、

親として嬉しさを感じる時間だった。 
・工具を使う作業に対して緊張したが、親子で協力しながら取り組むことができて、非常に良

かった。コミュニケーションゲームも楽しめた。 
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（２）成果  

・プログラムを通じて、親子で協力しながら作業をしており、親子のふれあいを深めることが

できた。 
・講師の指導が適切で、全参加者が作品を仕上げることができた。ユニークな作品が数多く誕

生した。 
・レクリエーションは、事業の趣旨に沿うプログラム構成だった。講師（青少年団体）は、最

近までコロナ禍で実践する機会が少ない中、レクリエーションの研究を行うなど日頃の努力

と成果が感じられた。 
 
（３）課題     

・作業が進むと共に、道具の使い方に慣れてくる頃、ケガをしやすい。例年、大きなケガはな

いが、安全管理は毎回見直す必要がある。 
・近年は急激に物価が高騰しているため、参加費の見直しが必要である。多くの方が参加しや

すくなるように参加費を調整したい。 
・3 年間は、新型コロナウィルス感染対策のため、短時間のプログラムで実施した。親子の絆・

参加者同士の交流をより深めるため、宿泊のプログラムも検討したい。 
 
６ 事業の様子 
 

 

 

 

 

 

 

 

道具の使い方 ノコギリを使う親子  糸ノコギリを使う親子 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
      作品①            作品②         レクリエーション 
 
 

担当  山田 貴史 
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「高校生写真講座～デジカメワークショップ～」 
 

１ 事業目標 
・デジタルカメラ写真に対する知識や技能を高める機会を高校生に提供し、班活動による写真

撮影および組写真作品の制作・発表を通して、参加者同士の交流を図る。 
・他事業で撮影ボランティアとしての活動機会を提供する。 
 
  

２ 事業概要 
（１）期日：令和 5 年 9 月 2 日（土） 
（２）参加対象及び募集人数：県内在住・在学の高校生 40 名 
（３）参加状況 
  ア 参加者合計 17 名、 申込人数 19 名（キャンセル 2 名） 

内 訳 未就学児 小学生

1～3 年 
小学生

4～6 年 
中学生 高校生 専門短大

大学生 
社会人 
保護者 

総計 

参加者数      17   17 

                                
  イ スタッフ   ・ボランティア 0 名 

   ・講師 2 名     ・その他 7 名（講師補助） 
 
３ 事業実施のポイント 

① 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、撮影・制作活動のグループを学校単位で編制し

ていたが、各学校を混合し班を編制した。 
② 大学教授を外部講師に招き、よりよい撮影・作品制作を行うため助言をした。 
③ 高校生が他事業で撮影ボランティアとして活動する機会の提供をした。 
 
  

４ 日程 
日時 午 前 

 
午 後 

9 月 
2 日 
（土） 

・開講式 
・講義 
  日本大学芸術学部写真学科 

教授 秋元 貴美子 氏 
  組写真のつくり方 
  組写真の構成 
・撮影活動 
  場所：敷島公園・ばら園 
 
 
 
 
 
 
 
 

・撮影活動 
  場所：敷島公園・ばら園 
・講義 

日本大学芸術学部写真学科 
  教授 秋元 貴美子 氏 
  タイトルのつけ方 
・組写真制作・作品発表の準備 
  プリンタの使い方・写真印刷 
・作品発表・講評 
・閉講式 
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５ 事業評価 
（１）参加者の満足度 
【講義】とてもわかりやすかった 14、わかりやすかった 3、難しかった 0、とても難しかった 0 
・題名の付け方で悩むことが多いので参考になった 
・講義の資料は簡潔で、写真も使用されていてわかりやすい 
・組写真の構成と題名をつけるのは元々苦手だったが、テーマを統一して撮ることを学べた 
・作品を制作する際に一番悩むが、誰も教えてくれないことを学ぶことができた 
【交流】思ったより話ができた 4、話ができた 5、あまり話せなかった 7、全く話ができなかった 1 
・写真の配置、見せ方、プレゼンについてなど意見を言い合うことができた 
・写真を貼るとき、他の子が積極的に話しかけてくれたおかげで話し合いができた 
・題名を考えているとき一言二言くらいしか話せなかった 
【撮影活動・組写真制作】 
・普段とは違う生徒との交流は緊張したけど楽しかった 
・他校の参加者と交流をしながら合作し、新しい体験ができて良かった 
・組写真の作り方についてとても勉強になった 
・組写真に苦手意識があったので、学んだことを生かし、今後も組写真に取り組みたい 

 
（２）成果 
・全体の過半数の参加者が、他の参加者と会話や意見交換ができたと回答した。 
 タイトルや写真の構図などを積極的に話し合い、全班がプログラム通りの時間で作品を完成させ、

作品発表への準備を円滑に進めることができた。 
・昨年に引き続き、今年も大学の教授（写真学科）が講師を務め、組写真の作り方や構図について専

門的な視点で講義を行った。殆どの参加者がとてもわかりやすいと回答した。 
 
（３）課題 
・例年に比べ参加人数が半分以下となってしまったので、参加者募集の際により多くの人に情報を

発信し広報活動をしていく必要がある。 

・参加者の緊張を解し、より交流を図るためにもアイスブレイク的な要素を取り入れていきたい。 
 
６ 事業の様子 

      
      講義           撮影活動（ばら園）       撮影活動（敷島公園） 

      
組写真制作・作品発表準備       作品発表            講師による講評 

 
担当 町田 友佳 
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「交流文化体験」 

 
 

１ 事業目標 
児童と留学生、高校生ボランティアが海外や日本の文化をテーマとした体験活動を通じて、

多様な価値観に触れるとともに異年齢集団における交流を図る。 
  
 

２ 事業概要 
（１）期日：令和 5 年 6 月 24 日（土）、25 日（日） 
（２）参加対象及び募集人数：両日ともに小学校 3～6 年生 20 人 
（３）参加状況 
  ア 参加者合計 37 名、 申込人数 98 名（キャンセル 7 名）  

内 訳 未就学児 小学生

1～3 年 

小学生

4～6 年 

中学生 高校生 専門短大

大学生 

社会人 

保護者 

総計 

参加者数  15 22     37 

                                

  イ スタッフ 留学生 4 名、日本文化体験講師 2 団体 28 名 

高校生ボランティア 延べ 11 名、青少年団体 7 名 

 
３ 事業実施のポイント 

① 留学生が自国の文化を紹介し、小学生が異文化に触れる。 

② 留学生と小学生が共に日本文化をテーマにした体験活動で交流する。 

③ 高校生に児童の体験活動をサポートするボランティアの機会を提供する。 

  

  
 

４ 日程 
日時 午 前 午 後 

 
6 月 

24 日 

(土) 

 

 

 

・留学生の会場準備 

・高校生ボランティアへの事業概要及び活動

内容説明 

・青少年団体指導者とのアイスブレイク等の

打ち合わせ 

 

・青少年団体指導者のアイスブレイク 

・留学生の話 

アメリカ・韓国 

・日本文化体験：古武術「法神流」体験 

「礼に始まり、礼に終わる体験活動」 

 指導者：兵法法神流流儀伝承会  

25 日 

(日) 

 

・留学生の会場準備 

・高校生ボランティアへの事業概要及び活動

内容説明 

・青少年団体指導者とのアイスブレイク等の

打ち合わせ 

 

・青少年団体指導者アイスブレイク 

・留学生の話 

ハンガリー・台湾 

・日本文化体験：和太鼓演奏体験 

「見て、聞いて、演奏しよう」 

 指導者：高崎健康福祉大学和太鼓集団“舞” 

 

５ 事業評価 
（１）参加者の満足度  

■24 日（土） 
・児童  
【留学生の話】よくわかった 14、わかった 3、ふつう 2、わかりにくい 1、むずかしい 0 
・食事の韓国と日本の作法の違いがわかった。 
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・英語を勉強してもっとアメリカ人と話したい等。 
【古武道】とても楽しかった 17、楽しかった 1，ふつう 1、難しかった 1、とても難しかった 0 
・木刀の納め方が難しかった。 
・護身術で手を捕まれた時の逃げ方がわかって良かった。 
【留学生や参加者と話ができたか】 

たくさん話せた 11，まあまあ話せた 2，ふつう 6，話しにくかった 1、あまり話せなかった 0 
■25 日（日） 
☆児童 
【留学生の話】よくわかった 16、わかった 1、ふつう 0、わかりにくい 0、むずかしい 0 
・台湾の言葉を知って楽しかった。ハンガリーのカードゲームが楽しかった。 
【和太鼓】とても楽しかった 16、楽しかった 1，ふつう 0、難しかった 0、とても難しかった 0 
・大きな音が出て驚いた 
・うまくたたけて楽しかった。 
【留学生や参加者と話ができたか】 

たくさん話せた 12，まあまあ話せた 3、ふつう 1、話しにくかった 1、あまり話せなかった 0 
☆留学生（24 日、25 日） 

・子どもたちに関心を持ってもらうための資料作りが難しかった。 

・ボランティアが手伝ってくれたので本当に良かったまた小学生と交流したい。 

☆高校生ボランティア（24 日、25 日） 

・子どもと留学生のふれあいのお手伝いだけでなく、自分たちのボランティア活動も楽しめた。 

・高校の授業ではできない体験ができた。また機会があれば参加したい。 

・日本文化に触れてみて、興味がわいた。 

☆保護者（24 日、25 日） 

【内容について】良かった 9、おおむね良かった 3，ふつう 0、あまり良くない 0、良くない 0 

（２）成果  
・開会式直後の青少年団体指導者によるアイスブレイクで留学生と小学生、高校生ボランティアの心の

距離が縮まり、交流しやすい雰囲気が作れた。また、その後のプログラムによい影響があった。 

・大学職員や留学生と連絡を取り合い、テーマや資料づくりを確認し、小学生が異文化に親しみやすい

プログラムを提供できた。 

・高校生ボランティア募集を広く周知したことで、私立通信制高校からも応募があった。 

（３）課題     
・応募が多数あり、関心が高いことが分かった。次年度以降の実施に向けて、留学生たちの状況と参加

者が興味を示す日本文化の体験活動のリサーチが必要である。 

・定期試験の日程の影響で高校生ボランティアが集まりにくい時期もあり、周知に工夫が必要である。 

６ 事業の様子 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

担当  田中 康英 

青少年団体のアイスブレイク ハンガリーのゲーム 

台湾のクラフト 和太鼓体験 古武道体験（法神流） 

アメリカ文化紹介 
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「高校生と小学生の夏休み交流活動」 

(夏休みサイエンスクール) 
 

１ 事業目標 
部活動や委員会活動に励む高校生に対し、小学生の体験教室に関わる機会を提供する。事業

を通じてボランティア活動の達成感を味わい、年少者を思いやる心を育む。 

また、小学生にとって、体験教室への参加を通して、科学への興味関心を高める一助とする

と共に、有意義な交流の機会とする。 
 
 
２ 事業概要 
（１）期日：令和 5 年 8 月 3 日（木） 
（２）参加対象及び募集人数：小学 3～6 年生 20 名程度 

（３）参加状況 
  ア 参加者合計 19 名、 申込人数 20 名（キャンセル 1 名） 

内 訳 未就学児 小学生

1～3 年 

小学生

4～6 年 

中学生 高校生 専門短大

大学生 

社会人 

保護者 

総計 

参加者数  5 14     19 

                                

  イ スタッフ ・講師（ボランティア） 14 名（群馬県立前橋女子高等学校 科学部有志） 

 
 
３ 事業実施のポイント 

① 企画・運営を担当する高校生が得意とする知識や技能を存分に発揮し、社会教育への参画を

経て社会貢献できる喜びを感じられるよう配慮した。 

② 作った物で参加者同士が交流を深められる科学工作を行った。科学教育のみではなく、高校

生が企画したレクリエーションも実施した。 

③ 科学部顧問・部長（高校生）と打ち合わせを重ね、事業の趣旨に沿うプログラムを構築した。

また、小学生への指導を適切に行えるよう進行の方法を熟考した。 

 
 
４ 日程 

日時 午 前 午 後 夜 
8 月 

3 日 

（木） 

 

 

 

 

開講式・事務連絡 

アイスブレイク 

天文学（月について） 

科学工作（望遠鏡づくり） 

ふりかえり 

閉講式 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

５ 事業評価 
（１）参加者の満足度  

【満足度】 

 とてもそう思う 18 人、少しそう思う 1 人、あまりそう思わない 0 人、全くそう思わない 0 人 

【交流活動】 

 とてもそう思う 16 人、少しそう思う 3 人、あまりそう思わない 0 人、全くそう思わない 0 人 

【参加者：講義の分かりやすさ】 
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 とてもそう思う 19 人、少しそう思う 0 人、あまりそう思わない 0 人、全くそう思わない 0 人 

（参加者：小学生） 

・高校生が優しく、とても分かりやすい説明で上手につくることができ、嬉しかった。 

・高校生と小学生が交流できる機会があれば、また参加したい。 

・望遠鏡は作ったことがなかったので、楽しかった。もっと色々な物を作ってみたい。 

・月の名前や星座など、色々なことについて知ることができた。 

（指導者：高校生） 

・興味を持ってもらえるように説明することにより、自身の理解を深めることができた。自分が「先生」の役

割で活動に参加することにより、科学に対して新しい関わり方を見つけられた。 

・小学生との交流は貴重な機会であり、良い刺激になった。社会に出ると、色々な年代の方と

接する機会が多くなるため、このような交流は大きな学びがあった。 

 
（２）成果  

・高校生の企画・進行・サポートが適切であり、全参加者がつまずくこと無く、学びを深めるこ

とができた。 

・参加者に対し、高校生が積極的にコミュニケーションを図り、その場の雰囲気を和ませていた。

小学生は安心して参加している様子だった。 

・天文学の説明も丁寧で分かりやすく、参加者は概ね理解することができた。 

・アイスブレイクのほか、作った望遠鏡で観察する際に交流を深めることができた。高校生と小

学生の双方にとって、有意義な機会だった。 

 

 
（３）課題     

 指導者（高校生）との打ち合わせを複数回行う必要があり、先方の予定によっては、日程調整

が難しい。近年、実業高校や文化部が地域イベントで活動する機会が増えており、相手方によっ

てはタイトなスケジュールになっている。 
学校や部活動顧問などの理解を得た上、初めて小学生とふれあう高校生への事前指導は不可欠

であり、共通理解を図りながら進める必要がある。 
 

６ 事業の様子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

担当  山田 貴史 

開講式 天文学（月について） 

科学工作（望遠鏡） 前日準備（高校生） 望遠鏡の試行 

アイスブレイク 
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つくってあそぶ体験教室 

「つくってあそぶバルーンアート教室」 
 
１ 事業目標 

制作を通して、参加児童の創造力を養う。また、制作したものを用いて遊ぶことにより、参

加者同士のふれあいを深め、新たな人間関係のネットワークの構築を図る。 
 
 
２ 事業概要 
（１）期日：令和 5 年 7 月 9 日（日） 
（２）参加対象及び募集人数：小学 1～6 年生 20 名程度 

（３）参加状況 
  ア 参加者合計 20 名、 申込人数 48 名（キャンセル 2 名） 

内 訳 未就学児 小学生

1～3 年 

小学生

4～6 年 

中学生 高校生 専門短大

大学生 

社会人 

保護者 

総計 

参加者数  12 8     20 

                                

  イ スタッフ ・講師 3 名 

   ※「中学生･高校生交流ボランティア体験」受講者 8 名が活動実践として補助 

 
 
３ 事業実施のポイント 

① 低学年児童の参加が多いことを想定し、簡単に制作できるものを選出した。また、制作がス

ムーズに進むよう、中高生ボランティアを配置した。 

② バルーンアートを作成するだけではなく、作ったもので遊び、遊びを通して参加者同士が交

流を深められるようなプログラムを構築した。 

③ 会場にバルーンアートの飾り付けや完成作品を展示することにより、参加者の創作意欲を向

上させた。 

 
 
４ 日程 

日時 午 前 午 後 夜 
7 月 

9 日 

（日） 

 

 

 

 ・開講式、事務連絡 

・レクリエーション 

・バルーンアート制作 

・ふりかえり 

・閉講式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 事業評価 
（１）参加者の満足度  

【製作・創意工夫】 

よくできた 18 人、できた 2 人、あまりできなかった 0 人、できなかった 0 人 

【仲間との交流】 

 よくできた 13 人、できた 7 人、あまりできなかった 0 人、できなかった 0 人 

【説明の分かりやすさ】 

とても分かりやすかった 17 人、分かりやすかった 3 人、よく分からなかった 0 人、 

分からなかった 0 人 
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（感想など） 
・みんなと一緒にバルーンアートができて、嬉しかった。また来たい。お兄さんやお姉さん（中

高生ボランティア）に教えてもらい、嬉しかった。 
・先生達の説明や教え方が分かりやすく、優しかった。 
・たくさんの人と一緒にできて良かった。 
・始めは風船が割れると怖かったけど、だんだん楽しくなってきた。 

 

 
（２）成果  

・当事業の趣旨に沿い、制作したものを用いて遊ぶことにより、参加者同士のふれあいを深める

ことができた。 

・講師の指導が適切であり、参加児童はつまずくことなく制作することができた。また、和やか

な雰囲気づくりをしていたため、参加者は構えることなく、プログラムに入ることができた。 

・中学生･高校生交流ボランティア体験の受講者が当事業で活動を実践したところ、小学生へのサ

ポートが適切であり、交流を深められた。小学生にとって、年齢が近いお兄さん・お姉さんの

存在は大きく、活動の充実化を図ることができた。 

 

 
（３）課題     

バルーンアートが完成直前の段階で割れてしまうケースがある。損傷が少ない場合は速や

かに補修することができるが、損傷が大きい場合は、5 割程度の工程を終えているものを予

め用意し、交換することも検討したい。 
 

 
 
６ 事業の様子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

担当  山田 貴史 

レクリエーション ねずみとばし 

製作① 集合写真 製作② 

製作手順の説明 
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「青少年団体活動支援事業」 

 (夏休み宿題お助け隊) 
 

１ 事業目標 
群青連協加盟団体が連携して、子ども達の課題解決能力や社会性を育む。また、各青少

年団体の活動経験を生かして高校生ボランティアの養成を行い、団体活動やボランティア

活動の魅力を発信する。 
  

２ 事業概要 
（１）期日：令和 5 年 8 月 5日(土)・8 月 6 日(日) 

（２）参加対象及び募集人数：各日、小学 1 年～6 年生 70 名程度・高校生ボランティア 20 名程度 
（３）参加状況（2 日間計） 
  ア 参加者合計 100 名、 申込人数 123 名（キャンセル 23 名） 

内 訳 未就学児 小学生

1～3 年 

小学生

4～6 年 

中学生 高校生 専門短大

大学生 

社会人 

保護者 

総計 

参加者数  60 40     100 

                                

  イ スタッフ ・運営スタッフ（群馬県青少年団体連絡協議会）21 名 

・高校生ボランティア 31 名 

 
３ 事業実施のポイント 

① 例年、当事業への申込件数が多いことから、開催日を 2 日にして参加ニーズに応えると共に、

高校生ボランティアが社会教育事業に関わる機会を増やした。 

② 今年度は、読書感想文・絵画の 2 コースにして、きめ細かい指導を行った。 

③ 絵画・ポスターコースは、低学年・高学年でグループ（会場）を分けることにより、運営スタ

ッフが習熟度に応じて支援できるよう配慮した。 

④ 体験活動の機会として、「ストロー飛行機」を作成し、飛距離を競う大会を行った。宿題の

支援に加え、体験活動を組み合わせることにより、参加者・運営スタッフ・高校生ボランテ

ィアが交流を深めることができる。体験活動は、毎年新たなプログラムを構築している。 

⑤ 高校生ボランティアへ事前研修を行い、活動内容・小学生への接し方などを理解した上で参

加した。また、事後に活動のふりかえりを行い、体験を通じた学びを深めると共に、次のボ

ランティア活動への参加を呼びかけた。 

 
  

４ 日程（両日とも同様のプログラム） 
日時 午 前 午 後 夜 
8 月 

6 日 

（土） 

 

8 月 

7 日 

（日） 

 

・スタッフ集合 

・高校生ボランティア集合 

・高校生ボランティア事前研修 

・開会式 

・宿題開始 

 

・宿題再開 

・体験活動：ストロー飛行機

制作・飛行機とばし大会 

・閉会式 

・高校生ボランティアふりか

えり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 事業評価 
（１）参加者の満足度  

【宿題を教えてもらい、質問できたか】 

とてもそう思う 73 人、少しそう思う 20 人、あまりそう思わない 1 人、全く思わない 1 人 

【小学生・スタッフと仲良く過ごせたか】 

とてもそう思う 78 人、少しそう思う 15 人、あまりそう思わない 2 人、全く思わない 0 人 
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（参加者：小学生 感想） 

・自分が分からない事や知らない事を教えて貰った。私も今日教えて貰ったお姉さんとお兄さん

みたいになりたい。 

・家では集中できなかったり、普段は 1 人で宿題をするけど、みんなで絵を描いたり、紙飛行機

を作ったりして、とても楽しかった。 

・お兄さん・お姉さんがアドバイスをしてくれて、絵を上手に描けた。しかも仲良くできて、楽

しかった。 

（高校生ボランティア 感想） 

・はじめは緊張していた子でも、積極的に接することにより、少しずつ会話を楽しめるようにな

った。最後には、別れを惜しんでくれる子もいて、大変やり甲斐を感じた。 

・色々な子どもがいて、とても楽しかった。見守りを通して子ども達の笑顔が増えたことを実感

できた。 

（群青連協 運営スタッフ 感想） 

・子ども達とコミュニケーションを図りながら宿題のサポートができ、喜ぶ姿を見られて充実感

を味わうことができた。 

・高校生ボランティアと共に、子ども達が楽しく宿題に取り組む環境を作ることができた。 

 
 
（２）成果  

・各コースの定員を増員すると共に開催日数を 1 日増やし、県民のニーズに応えることができた。 

・高校生ボランティアが小学生とコミュニケーションを図りながらサポートしていた。短時間な

がら、高校生への事前研修が充実しており、その成果を感じられた。 

・体験活動の「ストロー飛行機」は、事前に群青連協事業運営委員が試作を重ねた甲斐があり、

小学生にも無理なく作成し、活動を通して参加者同士の交流を深めることができた。 
 
（３）課題     

・体験活動における制作については、なるべく短時間で終えられるよう説明・指示を工夫する必

要がある。 
・低学年の児童は、休憩や息抜きを適宜入れるなど、集中力を持続させるための工夫が必要であ

る。 
 

６ 事業の様子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

担当  山田 貴史 

ボランティア事前研修 読書感想文の支援 絵画・ポスターの支援 

ストロー飛行機づくり ボランティアふりかえり 飛行機とばし 
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「青少年団体活動支援事業」 

(夏休み茶道体験) 
 

１ 事業目標 
茶道を通じた体験教室を実施するため、茶道会青年部と青少年会館が協働して、企画・立案

をする。また、その成果を事業として実践する。 
 
 
２ 事業概要 
（１）期日：令和 5 年 8 月 20 日（日） 
（２）参加対象及び募集人数：小学 1～6 年生 午前・午後の部 各 10 名程度 

（３）参加状況 
  ア 参加者合計 15 名、 申込人数 19 名（キャンセル 4 名） 

内 訳 未就学児 小学生

1～3 年 

小学生

4～6 年 

中学生 高校生 専門短大

大学生 

社会人 

保護者 

総計 

参加者数  9 6     15 

                                

  イ スタッフ ・ボランティア 5 名（群馬県茶道会青年部） 

 
 
３ 事業実施のポイント 

① 小学生が気軽に体験できるようテーブル茶道の形式で実施した。今回を入門者向けのプログ

ラムとして実施し、12 月に畳の上で行う茶道教室と差別化した。 

② 新型コロナウイルスは第 5 類に移行したが、飲食を伴うプログラムであるため、感染防止対

策として少人数制かつ非接触で行った。 

③ 茶道の歴史・文化を説明する際は、小学校低学年の児童でも理解できるよう、ゆっくりと分

かりやすく進めた。 

 
 
４ 日程 

日時 午 前 午 後 夜 
8 月 

20 日 

（日） 

 

 

 

 

・開講式、事務連絡 

・茶道体験 

（道具の紹介・お菓子の頂き

方・作法） 

・ふりかえり 

・閉講式 

 

・開講式、事務連絡 

・茶道体験 

（道具の紹介・お菓子の頂き

方・作法） 

・ふりかえり 

・閉講式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 事業評価 
（１）参加者の満足度  

【習ったことは分かったか】 

よく分かった 12 人、だいたい分かった 3 人、難しかった 0 人、とても難しかった 0 人 

 

【周りの参加者に心づかいをすることができたか】 

よくできた 9 人、できた 3 人、あまりできなかった 3 人、ぜんぜんできなかった 0 人 
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（参加者 感想） 

・お茶を初めて点てたが、とても良い体験ができた。お菓子のいただき方やお茶の点て方を学

んだので、帰ったら家族に話したい。 

・お茶の点て方が初めてだったけど、よく分かった。普段は、あまりお茶は飲まないけど、こ

んなにおいしいのだと思った。 

・家では簡単にお茶をいれるけど、今日は 1 から最後までできて、とても学習になった。 

 

（県茶道会青年部 感想） 

・定員は、今回のように 10 名前後が指導しやすくて丁度良い。 

・子どもにとっては、もう少しお茶の苦みが少ない方が飲みやすかったと思う 

・和菓子は、もう少し子どもの興味を引きつけるものを用意する方が良い。 

 

 
（２）成果  

・茶道の歴史・作法・文化について、講師が低学年の児童にも分かるよう、言葉を選びながら説

明していた。その甲斐あって、参加者アンケートによると、全参加者が概ね理解できた。 

・少人数制のため、きめ細かな指導をすることができた。 

・講師補助が随時参加児童に声をかけてサポートしており、安心感を抱きながら体験活動をする

ことができた。全員がつまずくことなく進められた。 

 

 
（３）課題     

テーブル茶道の場合、60 分のプログラムでも長く感じる。和室で実施する場合、正座をすると

疲れるため時々休憩を入れるが、テーブルは通す。講師・参加者の双方が負担を感じないようプ

ログラムの構成を見直したい。 
 

 
 
６ 事業の様子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

担当  山田 貴史 

作法の説明 体験：お菓子の頂き方 

体験：お茶の飲み方 参加者が使った茶道具 体験：お茶を点てる 

茶道具の説明 
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「青少年団体活動支援事業」 

（おやこで茶道教室） 
 

１ 事業目標 
茶道を通じた体験教室を実施するため、茶道会青年部と青少年会館が協働して、企画・立案を

する。また、その成果を事業として実践する。 
 
  
 

２ 事業概要 
（１）期日：令和 5 年 12 月 10 日（日） 
（２）参加対象及び募集人数：親子（小学生 1 名と保護者 1 名）計 20 組 40 名 

              午前の部 9 組 18 名 午後の部 11 組 22 名 
（３）参加状況 
  ア 参加者合計 40 名、 申込人数 82 名（キャンセル 6 名）  ※家族数 20 世帯 

内 訳 未就学児 小学生

1～3 年 
小学生

4～6 年 
中学生 高校生 専門短大

大学生 
社会人 
保護者 

総計 

参加者数  7 13    20 40 

                                
  イ スタッフ ・ボランティア 7 名（群馬県茶道会青年部） 
 
 
３ 事業実施のポイント 

① 多くの親子が参加できるよう午前・午後の 2 部制で実施した。 
② クリスマスツリーの練り菓子やサンタの干菓子など、季節感があるお菓子を提供しお茶を

楽しめるよう工夫した。 
③ 前半は道具や作法などの基礎的な部分の説明や体験、後半は学んだことを実践できるよう

に工夫してプログラム構成をした。 

  

 
 
４ 日程 

日時 午 前 午 後 
12 月 
10 日 
（日） 

・開会式 
・茶道体験 
・アンケート記入 
・閉会式 
 

・開会式 
・茶道体験 
・アンケート記入 
・閉会式 
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５ 事業評価 
（１）参加者の満足度  

群馬県茶道会青年部 
・参加者が茶道を体験して学んだこと・感じ取ったことを、日常生活で自発的に取り入れてく

れると嬉しい。相手に対する礼儀や季節の移ろいを感じることなど何でもいい。 
参加者 
【プログラム内容の理解度について】 
とてもよく分かった 16, 大体分かった 4, 難しかった 0,とても難しかった 0 
（小学生） 
・わかりやすい指導で、日本の文化に興味をもつことができた。 
・お茶の入れ方や和の礼儀を知れて良かった。お茶とお菓子がとてもおいしかった。 
・先生から聴いた話を自習学習にまとめて多くの人に知ってもらいたい。 
（保護者） 
・自宅でもある道具で楽しめると伺ったので、取り入れ母娘で一緒に学びを続けていきたい。 
・茶道の相手を思う気持ちはとても素晴らしく、子どもにも伝え続けていきたいと思った。 
・時間の流れもゆったりと感じられて、一緒に来られて良かった。 

 
（２）成果  

・参加者アンケートから茶道体験で得た礼儀や作法を、今後の生活等で実践したいという感想

が多く寄せられた。 
・参加者が抹茶を点てる場面では、参加者一人ひとりに寄り添ってサポートするなど、丁寧な

指導ができた。 
・プログラム内容の説明について、ほとんどの参加者がとてもよく分かったと回答した。 
・当日のスケジュール等を講師と事前に打合せを重ね、時間に余裕をもって実施することがで

きた。 
 
（３）課題     

・物価が上昇しているため参加費を見直す必要がある。参加者の負担にならないような料金の

設定をしていきたい。 
 
６ 事業の様子 
 

 

 

 

 

 

開会式           作法・茶道具の説明       お菓子のいただき方を体験  

 

 

 

 

 

 

  お茶の飲み方を体験     お茶点て体験（茶会）      閉会式 

 
担当  町田 友佳 
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「青少年団体活動支援事業」 

(目指せ！ギネス記録～君の飛行機はどこまで飛ぶ!?～) 
 

１ 事業目標 
近隣の小学生を対象として紙飛行機作りを行い、異年齢間交流を通じて科学に対する

興味・関心や創造性、課題解決能力を育むことを目的とする。 
  

２ 事業概要 
（１）期日：令和６年１月２８日（日） 
（２）参加対象及び募集人数：小学 1～6 年生 60 名程度 

（３）参加状況 
  ア 参加者合計 32 名、 申込人数 39 名（キャンセル 7 名） 

内 訳 未就学児 小学生

1～3 年 

小学生

4～6 年 

中学生 高校生 専門短大

大学生 

社会人 

保護者 

総計 

参加者数  24 8     32 

                                

  イ スタッフ・ボランティア 運営スタッフ（群馬県青少年団体連絡協議会）10 名 

                高校生ボランティア 19 名 

 
３ 事業実施のポイント 

① 作成する飛行機のモデル・材料を増やし、参加者が思い思いに作成できるよう工夫した。 

② 飛行機とばし大会は、「距離」「滞空時間」を競う 2 部門を用意した。各参加者が数多く

の飛行機づくりや試行の上、エントリーする部門を選択できるようにした。 

③ 昨年は、午前＝低学年の部、午後＝高学年の部を実施したが、低学年の申し込みが多かっ

たことを踏まえ、今回は全学年をまとめて募集した。各学年の発達段階に対応できるよう

スタッフの配置を工夫した。 
  

４ 日程 
日時 午 前 午 後 夜 
1 月 

28 日 

（日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高校生ボランティア 

事前研修 

・スタッフ打ち合わせ 

・開講式 

・アイスブレイク 

・紙飛行機づくり 

・紙飛行機飛ばし試行 

・飛ばし大会 

・閉会式 

・高校生ボランティア 

 活動ふりかえり 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 事業評価 
（１）参加者の満足度  

【作り方を教わり、質問することができたか】 

そう思う 22 人、少しそう思う 9 人、あまりそう思わない 0 人、全くそう思わない 1 人 

【みんなと仲良く過ごせたか】 

そう思う 26 人、少しそう思う 5 人、あまりそう思わない 1 人、全くそう思わない 0 人 
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（参加者：小学生） 

・たくさん飛んだので嬉しかった。またやりたい 

・お兄さんやお姉さんと仲良くできたことが嬉しかった 

・折り紙が好きなので楽しかった 

・お友達ができてよかった 

（高校生ボランティア） 

・事前研修でボランティア団体の方にアドバイスをいただけたので、子どもたちとは不安に感

じることなく接することが出来た。 

・事前研修はわかりやすい説明で理解しやすかった。 

・半日だったが、とても楽しかった。もっとボランティアをしたいという気持ちになれた。 

・色々なボランティアがある中で、1 つの挑戦として参加した。次に繋がるいい経験になった。 

・ボランティアは今までやったことはなかったけれど、これを機に参加したい。 

・高校生と子どもの距離が近く全体的に明るかった。 

（運営スタッフ：群馬県青少年団体連絡協議会） 

・子どもの興味関心を引く内容だったため、盛り上がった。やることが分かりやすいため、小

学生が取り組みやすかったと考える。 

・子どもたちが生き生きと楽しんで取り組めた。ギネス記録に挑戦というテーマ設定はよい。 
 
（２）成果  

・高校生ボランティアは、事前研修を受け、目標を持って取り組むことができた。事前研修の

スライドが分かりやすく、事業内容や子どもへの接し方を学ぶことができた。 
・高校生のボランティアは、小学生と共に活動することにより、コミュニケーションを図るこ

とができた。 
・紙飛行機作りでは、材料選びや折り方を創意工夫していた。また、飛行機とばしでは、折り

目の角度など形状を調整し、試行錯誤しながら取り組むことができた。 
 

 
（３）課題     

・高学年の応募者が少なかったため、次年度も同事業を継続する際は、高学年の児童が興味

を持ちそうなプログラム・PR 方法について工夫が必要である。 
・参加者が待機している時、気持ちが緩まないよう指示・誘導の仕方を工夫する必要が

ある。 

・群青連協加盟団体の会員数が年々減少している。当事業へのスタッフ協力者が一定数

いないと継続が難しい。参加した高校生ボランティアに対し、団体の活動に興味を持

ってもらえるよう PR することも必要である。 
 
６ 事業の様子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

担当  山田 貴史 

紙飛行機づくり 紙飛行機とばし 高校生ボランティア研修 
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「青少年団体活動支援事業」 

（ボランティアのつどい） 
 

１ 事業目標 
ＶＹＳ活動やボランティアに興味を持つ一般青少年を対象とした「ボランティアのつど

い」を開催し、本会の活動を周知する。また、実践的活動として地域の小学生に対して「Ｖ

ＹＳと遊ぼう！！～あつまれ！みんなとあそび隊！～」を行うことで、ＶＹＳ活動をより具

体的に体験する機会を設け、活動の楽しさや充実感などを体感し、今後継続してＶＹＳ活動

やボランティアを行う意欲を高めることを目指す。同時に、地域の小学生の体験的活動の場

となるように、青少年をはじめ、他校、異学年の児童との関わりが持てるブースを展開する。 
 会員においては、ＶＹＳ活動を紹介することを通して普段の活動を見つめ直し、活動に対

する理解を深め、活動の拡充を意識する機会とする。 
  

２ 事業概要 
（１）期日：令和 6 年 3 月 9 日（土） 
（２）参加対象及び募集人数：高校生以上のボランティア 20 名、小学 1 年～3 年 60 名 
（３）参加状況 
  ア 参加者合計 28 名、 申込人数 28 名（キャンセル 0 名）  

内 訳 未就学児 小学生

1～3 年 
小学生

4～6 年 
中学生 高校生 専門短大

大学生 
社会人 
保護者 

総計 

参加者数     28    28 

  イ スタッフ 運営スタッフ（群馬 VYS 連絡協議会）8 名 
         イベントに来場した小学生（1-3 年生） 40 名 
 
３ 事業実施のポイント 

① 昨年度一つの会場に複数のブースを展開したため連携がとりにくかった反省を生かし、今

年度は各会場にブースを一つ配置して実施した。 
② 参加児童を 4 班に編成し、全てのブースを平等に体験できるよう工夫した。 
③ 開催に向けブース体験を安全に実施できるよう VYS と打合せを重ねることができた。 
  

４ 日程 
日時 午 前 午 後 夜 
3 月 
9 日 
（土） 
 

開会式 
アイスブレイク 
午後のイベントに向けた 
体験ブース、会場の準備 

「VYS とあそぼう」開催 
ふりかえり 
VYS 各地区紹介 
閉会式 アンケート記入 

 
 
 
 

 

５ 事業評価 
（１）参加者の満足度  

■運営スタッフ：群馬 VYS 連絡協議会 
・子どもたちの笑顔をたくさん見ることができた。 
・高校生が中心となって活動することができたので、とてもいい内容だと思う。 
・子どもたちにはわかりやすい内容で、とても楽しんでいた。 
■参加者：高校生ボランティア アンケート回答 27 
1 参加のきっかけ Web 12 学校での案内 9 その他 6（友人から 3、他の事業から 3） 
2 アイスブレイクについて  
  とてもよくできた  14 よくできた       12 
  あまりできなかった  1 全くできなかった 0 
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3 小学生とのふれあいについて 
  とてもよくできた  20 よくできた       7 
  あまりできなかった 0 全くできなかった 0 
4 イベントについて 
  とてもよくできた  22 よくできた       4 
  あまりできなかった 1 全くできなかった 0 
・みんなと協力しながら準備をしたり、小学生を楽しませることができた。 
・元気な子どもたちが楽しそうに話をしてくれて、たくさん会話できた。 
・イベントを通して、多くの人と交流することができた。 
・アイスブレイクを通し、どんな人が参加しているのか把握することができ、やる気がでた。 
・自分から話しかけるなどして、多くの小学生とふれあえた。 
・初めて参加したがとても楽しかった。 
■小学生アンケート回答 40 
1 お兄さんお姉さんといろいろなゲームを体験することができましたか 

とてもそう思う   37 少しそう思う    3 
あまりそう思わない 0 全くそう思わない 0 

2 みんなと仲良く過ごせましたか 
とてもそう思う   30 少しそう思う    10 
あまりそう思わない 0 全くそう思わない 0 

3 また参加したいと思いますか 
とてもそう思う   36 少しそう思う    2 
あまりそう思わない 0 全くそう思わない 2 

・お兄さん・お姉さんといっぱい遊んだのが楽しかった。 
・知らないお友達とも仲良く遊べて、とてもいい時間だなと思った。 

 
（２）成果  

・参加者はブースの準備から片付けまで主体的に取り組むことができた。また活動を通して、

児童や参加者同士でコミュニケーションを図ることができた。 
・時間に余裕をもってプログラムを進行することができた。 
・バルーンバスケでは、オリジナルのルールを定めて安全に実施することができた。 

 
（３）課題     

・児童の応募者を増やすため、より関心のあるプログラムや周知を工夫する。 
・クラフトや準備活動で刃物を扱う場合は、安全面には特に気を配る必要がある。 

 
６ 事業の様子 
 

 

 

 

 

アイスブレイク                  会場準備                   バルーンバスケ 

 

 

 

 

 

イーグルアイづくり          モンスターバスターズ        ストローコースターづくり 

 
担当 町田 友佳 
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「ぐんま青少年ねっと」 
 

１ 事業目標 
ホームページ・ブログ・SNS により青少年会館及び、青少年健全育成事業の情報を発信

し、周知を図る。また、学習コーナーの利用者がインターネットを利用できる機器を貸し

出し、青少年の自己学習や情報収集を支援する。 

  
２ 事業概要 
（１）期日：通年 
（２）参加対象及び募集人数：青少年、青少年指導者及び地域住民 

（３）利用状況 
    学習情報コーナー利用者 172 名                                

内 訳 幼稚・

保育園 
小学生 中学生 高校生 大学・

高専生 
その他 

学生 

勤労青

少年 
指導者 総計 

参加者数  19 11 31 0 0 111  172 

 
３ 事業実施のポイント 

① 群馬県青少年会館ホームページの日常管理 
施設利用案内や主催事業等の最新情報の掲載（更新）作業を行った。（合計 45 回） 

② 群馬県青少年会館ブログ・X（旧 Twitter）の記事投稿 

 主催事業・施設利用・館内の様子などについて、前年度（62 回）から 195 回とより多く情報

発信した。X（旧 Twitter）ではこれらの案内などの他に若年層向けに、トレンドキーワードな

どを活用し、会館の認知度を高めるための投稿を行った。 

ブログでは会館の施設情報も掲載し、会議室等の検索における会館の順位を上げるよう記事

を投稿した。 

③学習情報コーナーの運営 
学習・ワークスペースとしてより広く活用してもらえるように周知等を行った。 

③ 会館における青少年関係情報提供システムの運用 
情報機器の管理及び館内システムの保守等について、委託業者を通して行った。 

  
５ 事業評価 
（１）参加者の満足度  

・令和 4 年度末にリニューアルした会館ホームページについて、アンケートではわかりやすい

という意見が多く、会館利用、事業ページへのアクセスがしやすくなっていると考えられる。 

 
（２）成果  

・ブログ、SNS の更新回数については、前年度より多く発信しているため、会館の認知度につ

いては高められていると考えられる。 

・X（旧 Twitter）でトレンドキーワードを含んだ投稿をした際に、これまでにないインプレッ

ション数（表示数）があった。 

 
（３）課題     

・情報提供システム運用における予算は、以前に比べて縮小傾向である。さらには、近年の物

価高騰の影響も含め、限られた予算内でシステム運用が難しい状況である。本来であれば、

職員用パソコン等は指定管理期間毎に全てを入れ替えたいところではあるが、中古パソコン

を活用している。 

・インターネット検索における会議室利用の上位表示への取り組みに関しては、専門的な知識

等が必要となり、今後の取り組みについては検討が必要である。 
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６ 事業の様子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブログ         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X（旧 Twitter） 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当 井口 堅太郎 
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「青少年活動事例調査」 
 

１ 事業目標 
青少年会館の運営及び主催事業の参考となる公共施設及び青少年対象のプログラム  

等を視察する。また、社会教育関係者や青少年団体、地域団体が実施・参加する事業や研

修等に職員が赴き、関係者と情報交換を行うとともに、団体や社会教育関係者との今後の

業務に向けた連携・協働関係を築く。 
  

２ 事業概要 
（１）期日：令和 5 年 4 月 4 日～令和 6 年 3 月 31 日 
（２）対象：青少年施設の施設運営、プログラム、ＮＰＯ法人等の活動、青少年団体指導者、市町村

で実施される事業等 
（３）視察状況 

  ○箇所 
調査日 施設、団体名、イベント名等 目的 

5 月 31 日 デジタルクリエイティブ体験施設 

tsukurun 

事業の概要、施設及び設備、来場者、事業

参加者の様子等 

6 月 5 日 前橋高校生学習室 高校生の利用状況、高校生へのボランテ

ィア周知と効果の可能性、設備の視察 
9 月 14 日 

 
前橋市桂萱公民館 夏休み期間の子ども向け体験活動、講師

選定、指導者研修のニーズ、公民館での

実施状況等 
10 月 25 日 ＮＰＯ・ボランティアサロンぐ

んま 
次年度のボランティア等交流事業におけ

る連携・協働をテーマにした情報交換、

現在のボランティアコーディネートの現

状と課題 
10 月 25 日 ＮＰＯ法人ぐんま郷土芸能助っ

人塾 
次年度交流文化体験プログラムについて

情報収集、講師依頼等に関する相談 

10 月 28 日 子ども会指導者等講習会 まえばし出前講座（SDGｓカードゲー

ム）の体験、視察、子どもの体験活動等

の活用の検討 
12 月 2 日 県立女子大学群馬学センター連

携事業 県民公開講座 ぐんま

の郷土芸能 人形浄瑠璃 

次年度交流文化体験における日本文化体

験プログラム情報収集、留学生と小学生

を対象とした人形芝居体験の実現に向け

た検討 

1 月 23 日 県教育文化事業団 次年度交流文化体験他、小学生対象事業

における体験活動指導者選定及びプログ

ラム立案に関する相談 
2 月 6 日 邑楽町中央公民館 様々な世代の住民に親しまれている施設

の運営及び特色ある設備の見学、全国的

に注目されている諸事業の様子の調査 
2 月 16 日 ぐんまこどもの国 施設の運営、子ども対象事業の実施の様

子、ボランティアの活用などの調査 

                                
（４）その他 

   資料収集 県立青少年施設要覧、行事カレンダー、広報紙、事業チラシ等 
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   専門誌購読 「社会教育」 発行：一般社団法人日本青年館 
  

３ 事業実施のポイント 

① 青少年施設を始め、様々な公共施設や新しい事業所を訪問し、様々なケースの施設運営や

ニーズのあり方、利用者の様子を調査した。 
② ＮＰＯ法人や青少年団体の活動、公民館、地域イベントのプログラムを視察し、主催事業

の企画立案の参考となるデータを収集した。  
③ 社会教育及び青少年団体関係者と広報の連携や協働について情報交換できた。  
  

４ 日程 
日時 午 前 午 後 夜 

    
 

５ 事業評価 
（１）参加者の満足度  

 
 
（２）成果  

・設備配置や掲示物、接客対応が参考になった。また、オープンスペースの構造や観葉植物の

配置等について居心地の良い雰囲気作りを取り入れたい。（tsukurun、前橋高校生学習室） 
・互いの事業案内の配布や掲示について協力関係が築けた。（前橋高校生学習室） 
・R6 年度以降の関係機関や NPO との連携・協働に関する具体的な情報交換ができた。（NPO・

ボランティアサロンぐんま） 
・体験活動の協力団体や講師の情報が収集できた。（NPO 法人ぐんま郷土芸能助っ人塾等） 
・活動事例や児童生徒を対象とした体験教室の実績等について関係者から具体的に尋ねるこ

とができた。（県立女子大学群馬学センター連携事業 県民公開講座） 
・他施設の児童対象の体験活動の概要を知ることができた。（前橋市桂萱公民館） 

 
（３）課題     

・青少年に有意義な体験活動を提供するため、また社会教育団体等との協働で事業を推進する

ため、多様なノウハウを持つ団体や NPO 等と相互協力体制が有効である。また、そのため

の対話と情報交換には十分な時間が必要である。 
・団体等のプログラムに関する情報収集等の機会は青少年会館の事業の取り組みや利用促進

PR の場としても積極的に活用する。 
 
６ 事業の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 
子ども会指導者等講習会   県立女子大学群馬学センター連携事業   県教育文化事業団 

（人形操作体験ワークショップ）     （教材の情報収集） 
 

担当 田中 康英 
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「青少年会館友の会事業」 
 

１ 事業目標 
群馬県青少年会館で活動するボランティア団体「青少年会館友の会」と連携し、青少年

の健全育成活動を共催・協働で実施する。また、会員に青少年会館の各事業への参画やボ

ランティア実践の機会を提供する 
  

２ 事業概要 
（１） 期日：令和 5 年 4 月～令和 6 年 3 月 

（２） 参加対象及び募集人数：①アドバンスユニット 大学生 47 名、社会人 1 名 

②指導者養成ユニット 社会人 6 名 

（３） 参加状況 

① アドバンスユニット「ゆめすくーる」 
   ア 参加者合計 86 名、 申込人数 93 名（キャンセル 7 名） 

内 訳 未就学児 小学生

1～3 年 

小学生

4～6 年 

中学生 高校生 専門短大

大学生 

社会人 

保護者 

総計 

参加者数 10/ 1 

参加者数 10/ 8 

参加者数 11/ 5 

参加者数 12/17 

 46 

50 

44 

45 

18 

19 

16 

20 

    64 

69 

60 

65 

   イ スタッフ ・ボランティア 42 名  

     ウ 延べ参加人数（全 4 回） 参加者 258 名、友の会会員 107 名 

 
② 指導者養成ユニット「親子でチャレンジ！バルーンアートをつくろう」 

   ア 参加者合計 43 名、 申込人数 43 名（キャンセル 0 名） ※14 世帯 

内 訳 未就学児 小学生

1～3 年 

小学生

4～6 年 

中学生 高校生 専門短大

大学生 

社会人 

保護者 

総計 

参加者数 16 8     19 43 

   イ 講師（ボランティア） 6 名  

     ウ 延べ参加人数（参加者×日数） 43 名×1 日＝ 43 名 

 
③ 指導者養成ユニット「クリスマスリースづくり」 

   ア 参加者合計 3 名（社会人）、 申込人数  7 名（キャンセル 4 名） 

   イ 講師（ボランティア） 1 名  

     ウ 延べ参加人数（参加者×日数）  3 名×1 日＝ 3 名 

 
３ 事業実施のポイント 

① アドバンスユニット「ゆめすくーる」 

  学生会員が児童対象の体験活動を企画・立案し、３コースを運営した。 
② 指導者養成ユニット「親子でチャレンジ！バルーンアートをつくろう」 

  外部（生涯学習センター）からの講師依頼に応え、事業の趣旨に沿って指導した。 

③ 指導者養成ユニット「クリスマスリースづくり」 

  会員が自主的に活動を企画し、天然素材を活用したリース作りを伝授した。  
 

４ 日程 
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日時 会議等 午 前 午 後 
8月26日(土) 

9月16日(土) 

10月 1日(日) 

10月 8日(日) 

 

10月28日(土) 

11月 6日(日) 

11月18日(土) 

12月18日(日) 

アドバンスユニット会議 

アドバンスユニット会議 

｢ゆめすくーる｣① 

｢ゆめすくーる｣② 

 

｢バルーンアートをつくろう｣ 

｢ゆめすくーる｣③ 

｢クリスマスリース作り｣ 

｢ゆめすくーる｣④ 

 

 

A 世界のことを学ぼう 

B レクリエーション･工作 

C パソコンの正しい使い方 

バルーンアート指導 

第 1･2 回と同様 

クラフト指導 

第 1･2 回と同様 

リハーサル等 

進行など最終確認 

午前と同様 

 

 

午前と同様 

午前と同様 

 

午前と同様 

 

５ 事業評価 
（１）参加者の満足度  

①「ゆめすくーる」 

【参加者：満足度】 

楽しかった 49、まぁ楽しかった 7、あまり楽しくなかった 1、つまらなかった 4、未回答 3 ※人数 

【参加者：交流活動（仲良く過ごせたか）】 

とてもよくできた 31、まぁまぁできた 28、あまりできなかった 2、できなかった 4 ※人数 

【友の会：目標達成度】 

よくできた 5、概ねできた 14、あまりできなかった 0、できなかった 0 ※人数 

【友の会：小学生との交流】 

よくできた 17、概ねできた 3、あまりできなかった 0、できなかった 1 ※人数 

（B参加者）みんな優しくて、友達と話すことだけでも、すごく楽しかった。 

（友の会） イベントを企画・実行した経験を通し、社会で役立つスキルを身に付けられる。 

②「親子でチャレンジ！バルーンアートをつくろう」 

（友の会）自分たちのできることで親子に喜んでもらえた。外部との協働も楽しめた。 

③ 「クリスマスリースづくり」 

（参加者）多くの自然素材を用いて、オリジナルの作品を完成することができた。 

（２）成果 
・友の会の活動を通して、児童や親子を対象とした体験活動を実施することができた。 

・｢ゆめすくーる｣の学生スタッフは、打合わせ･リハーサルを重ね、有意義なプログラムを構

築することができた。また、企画・運営を通し、学生自身の成長に繋げることができた。 
（３）課題 

・指導者養成ユニットの会員数は、一定数を保っているものの、新規加入が無い。ユニット

の存続について、会長及びユニット会員と共に検討したい。 

・｢ゆめすくーる｣は、企画運営に関わる事務量が多い。担当ユニット内で、個々の負担が軽

減できるよう調整する必要がある。過度にならない程度に当事業団の支援も検討したい。 
 

６ 事業の様子                                                
 

 

 

 

 

 

 

ゆめすくーる       バルーンアート講師協力       クリスマスリースづくり 
担当 山田 貴史 
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「地域連携協力事業」 
 

１ 事業目標 
市町村や県内団体及び学校等の要望に応じて、関係者と連携を図り、協働したプログラムを

実施する。 
  

２ 事業概要 
（１）期日：令和 5 年 4 月～3 月 
（２）対応状況 
    対応件数 6 件 

内 訳 小学校 中学校 高校 大学 団体 施設 その他  総計 

対応件数 1  1 2  1 1  6 

                                
 
３ 事業実施のポイント 

① ライオンズクエストワークショップは共催先の都合と学校職員の参加しやすい時期につ

いて検討を重ね、12 月に実施した。周知は学校ばかりでなく、幅広く事業説明を行った。 

② 他施設との連携では館外でのイベント等に積極的に参加し、事業団の PR に努めた。 

③ 小学生の施設見学や高校生・大学生のインターンシップや実習等では事前に学校の担当者

と協議を重ね、有意義なプログラムを提供した。 
  

４ 日程 
日程 プログラム名 内容 連携・共催団体等 

6 月 16 日 

10 月 22 日 

1 月 30 日 

2 月 3 日 

体験の風をおこそ

う運動 

 

第 1 回実行委員会出席 
あかぎフェスタブース出店 
第 2 回実行委員会出席 
スマーク伊勢崎ブース出店 

国立赤城青少年交流の

家 

5 月 31 日 町たんけん（小学校

2年生の施設見学） 

館内案内、プログラム案内等 前橋市立荒牧小学校 

7 月 8 日 

7 月 9 日 
社会教育実習受け入

れ 
社会教育（青少年育成事業）に係

る実習 
東京福祉大学 

10 月 25 日 高校生短期インター

ンシップ受け入れ 
 
 

施設見学及び青少年育成事業団

の業務説明と体験 

県立前橋商業高校 

12 月 22 日 社会教育実践研修Ⅱ

受け入れ 
 

青少年会館の役割と職員の業務

に係る説明、青少年育成事業に関

する講義及び館内見学等 

群馬大学共同教育学部 

12 月 26 日 

 

ライオンズクエスト

ワークショップ 
ライフスキル教育の理解と演習 ライオンズクラブ国際

協会３３３－D 地区 
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５ 事業評価 
（１）参加者の満足度  

◆社会教育実習（東京福祉大） 

・大学で社会教育を学び青少年教育に興味を持った。中学生、高校生の頃に学習室等を利用し

ていたこともあり、青少年会館での実習を希望した。小学生等の体験活動に実際に関わって

みて講義では分からなかった気づきがあった。 

◆高校生インターンシップ 
・青少年会館の仕事の説明やイベントの様子を知り、お客様への気遣いや誠意を感じた。自分

も就職したらお客様へに誠意を持った対応を心がけたいと思った。 
・施設の存在は知っていたが、仕事内容までは知らなかった。不登校生徒の支援などもあり、

社会に必要とされる大事な仕事だと思った。 
◆ライオンズクエストワークショップ 
・あいさつ、思いやり等、集団作りをする際に「ライフスキル」を大事な柱としたい。 
・年齢や発達段階に合わせたプログラムが設定されており、今後の授業に取り入れられると思

った。 
・異なる年代、立場の参加者の中での交流を通じて教師として大切にしなければならないこと

を再確認できた。 
 
（２）成果  

◆ライオンズクエストワークショップ 
・教員や企業経営者等の参加者が、学校の授業において人間形成に必要な学力以外の学びや体

験をどのように取り入れたらよいか意見交換できた。また、模擬授業の立案と発表で具体的

な手法を体験してもらうことができた。 
・参加人数は昨年度より１０名増え、２８人で実施した。（応募総数２９人） 
◆体験の風をおこそう運動 
・ひのきの箸づくりで体験ブースを出店した。普段の生活で使うことがない道具（カンナ）を

用いた製作体験を提供できた。また、他の施設や団体の体験プログラムを見る機会になった。 
◆社会教育施設の現場学習（群馬大学「社会教育実践研修Ⅱ」） 
・教職員を目指す大学生に社会教育や青少年健全育成事業の具体例を示し、理解してもらえ

た。また、学生から見た青少年会館の印象を聞くことができた（館内が衛生的、学習コーナ

ーや会議室に Wi-Fi 設備があり便利、X の画像で見たおやこ茶道教室が楽しそう等）。 
 
（３）課題     

・ライオンズクエストワークショップは当初 8 月の開催を計画したが、共催者の都合で 12 月

になった。主たる対象者である学校の教職員が参加しやすい開催日と募集方法については引

き続き共催者と検討していきたい。 
 
６ 事業の様子 
 

 

 

 

 

 

 

  

    

 
 

担当  田中 康英 

あかぎフェスタ 

（ひのきの箸づくり） 
ライオンズクエスト 

（模擬授業立案・発表） 

 

荒牧小学校 町たんけん 

（施設見学） 
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「令和６年新年交歓会」 
 

１ 事業目標 
当事業団の関係者が一同に会し親睦を深めることにより、各種事業の広報と関係機関との連

携強化、研修施設の一層の利用促進を図り､当事業団の充実発展を目的に開催する。 
  

２ 事業概要 
（１）期日：令和６年１月２０日（土） 
（２）参加対象及び募集人数：青少年行政関係者・青少年団体関係者等 ８０名程度 
（３）参加状況 
  ア 参加者合計 75 名、 申込人数 75 名（キャンセル 0 名） 

内 訳 未就学児 小学生

1～3 年 
小学生

4～6 年 
中学生 高校生 専門短大

大学生 
社会人 
保護者 

総計 

参加者数      1 74 75 

                                
  イ 出演者等 ・司会      2 名  
         ・ステージ出演者 2 名 
    ウ 延べ参加人数（参加者×日数）75 名 × 1 日 ＝ 75 名  
 
３ 事業実施のポイント 

① 新型コロナウィルスが第 5 類に移行したものの、感染対策を踏まえて長時間の飲食を伴わ

ない形式で開催した。 
② 過年度は、食事をしながら出席者同士の交流を深めていたが、それに代わる交流の場とし

て、ウェルカムコーナー（呈茶）を設けた。  
③ 当会館を活動拠点とする青少年団体の会員に司会・箏演奏・呈茶を依頼すると共に、各団

体の広報等を配布し、出席者に団体の活動を周知した。 
④ 出席された社会教育関係者等が明るく前向きな気持ちになれるよう、箏演奏・落語を取

り入れ、新春にふさわしいプログラムを構築した。 
⑤ 出席者に当会館の社会教育事業についてご理解いただくため、開式前のオープニングムー

ビー（スライド）で主催事業の内容を伝えた。 
  

４ 日程 
日時 午 前 午 後 夜 
1 月 
20 日 
（土） 
 
 
 
 

ウェルカムコーナー(呈茶) 
オープニングムービー 
開会 
理事長あいさつ 
祝辞 
来賓紹介 
箏演奏 
新春落語 
閉会 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

５ 事業評価 
（１）参加者の満足度  

・呈茶のコーナーがあったため、多くの方々とゆっくり会話ができ、交流の輪を広げることが

できた。 
・落語などのアトラクションが良かった。今回のような内容は、参加しやすい。 
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（２）成果  
・今回は会食を伴わない内容だったが、呈茶のコーナーを設けることにより、出席者同士の交

流や情報交換をすることがでた。 
・短時間開催かつ参加費の徴収額を抑えることができたため、例年よりも多くの方々に出席い

ただくことができた。 
・落語等のアトラクションを用意したため、青少年団体・ボランティア団体の会員等が気軽に

参加することができた。 
 
（３）課題     

次回以降、会食の有無については検討が必要である。会食のメリットは、歓談の時間をしっ

かりと設けることができる。反面、参加費の徴収額が高くなるため、参加へのハードル上がる。

また、人によっては、歓談の時間が長いと時間を持て余してしまうことが懸念される。 
今回のようなアトラクションを中心としたプログラムは、短時間かつ参加費が低いため、気

軽に参加できる。ただ、歓談等による交流の場を設けると共に、新たなアトラクションの内容

を考える必要がある。 
 
６ 事業の様子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

担当 山田 貴史 
 

ウェルカムコーナー(呈茶) スライドショー(事業報告) 来賓祝辞 

箏演奏 新春落語 正面玄関 

 - 103 -



-52- 

 

「団体補助」 
 

１ 事業目標 
団体の活性化を図るために、会館に事務局を置く５団体へ補助金を交付する。（４万円×５

団体） 
  

２ 事業概要   

青少年団体が安定した事務局運営ができるよう、会館に事務局を構える５団体（群馬県青少年

団体連絡協議会、日本ボーイスカウト群馬県連盟、一般社団法人ガールスカウト群馬県連盟、公

益社団法人群馬県子ども会育成連合会、群馬県青年団連合会）に対して、１団体あたり４万円の

補助金（青少年団体育成費）を交付した。 

 

 

 

 

 
 
 

担当 山田 貴史 
 

 - 104 -



- 53 -

青少年自立・再学習支援事業（G-SKY Plan 」「 ）

１ 事業目標
不登校、非行、ひきこもり、ニートなどの様々な悩みを抱えている青少年のために、相談

活動や体験活動をとおして立ち直りを支援する。また、再び勉強をしたいという青少年のため
に、各種情報や勉強場所の提供や学習相談も行う。

２ 事業概要
（１）期日：通年
（２）参加対象者及び募集人数：中学生･高校生･概ね20歳未満の若者及びその保護者･関係者
（３）参加状況
ア 参加者合計
月別状況 （２月２９日現在）

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 計
相談申込者数 7 3 4 8 2 3 4 8 3 1 1 44

18 14 69 65 67 81 75 130 81 45 80 725相談実施数（ 、 、 ）面接 電話 メール等
進路相談会 55 70 125
体験活動申込み人数 2 2 4 4 2 3 6 2 4 29

2 2 4 2 0 2 5 1 1 19(内 申し込み人数新規）
体験活動実施件数 2 2 3 4 2 3 5 2 4 27
※1 当該月の新規相談対象生徒数
※2 相談実施数は、対象生徒・保護者・教員等からの延べ相談数
※3 体験活動申込みは、実人数
イ スタッフ ・体験活動コーディネーター（CN） ６名

・事業コーディネーター（会館職員） ２名

３ 事業実施のポイント
悩みを抱える青少年の心をほぐし、自己肯定感や自信を高め、立ち直りを支援する◎

① 体験活動の充実
・CN、事務局が参加する事前の相談で本人の希望にあった事業所等の紹介
・CNによる体験活動実施前の本人・学校・事業所との連携の潤滑化

② 再学習支援の充実
・学習方法の相談、進路情報の提供
・進路相談会での配布資料の充実及び事前予約による面談

４ 日程
○ 合同会議
第1回 4/14(金) 10:00～12:00 委嘱状交付、令和5年度青少年自立･再学習支援事業について

令和4年度活動状況報告等
第2回 7/ 6(木) 10:00～12:00 CN対象研修会、活動状況報告、事例報告、進路相談会について
第3回 12/ 8(金) 10:00～12:00 活動状況報告、事例報告
第4回 3/ 6(水) 10:00～12:30 CN対象研修会、活動状況報告、令和6年度に向けて

○ 進路相談会
第1回 8/27(日) 13:00～16:00 場所：群馬県青少年会館
第2回 10/21(土) 13:00～16:00 場所：群馬県青少年会館
事前予約で希望のあったCN、ステップアップ学習相談員、前橋清陵高校、太田フレックス高校、高

崎高校通信制、桐生高校通信制、クラーク記念国際高校、わせがく高校、第一学院高校、おおぞら高
校、ＮＨＫ学園高校、白根開善学校がブースで対応した。参加者には通信制高校やサポート校等の資
料を配布した。

５ 事業評価
① 参加者の満足度（アンケート結果及び活動状況所見）
◎ 体験活動

。 、「 。」・ケーキ屋さんで体験させていただきました 体験を終えた後 作業が早くて助かりました
などの言葉をもらい、嬉しかったです。体験先の雰囲気も良く、充実した体験活動ができ、将
来このような仕事ができたら、楽しそうでいいなと思いました。
・体験を通して、暑い中体力的にきつかったのですが、最後までやり抜く忍耐力と体力をつけ
ることができました。土作りから日々丁寧な手入れを重ねて時間をかけて育てた野菜を収穫す
るときの喜びが何よりも仕事する上でのやりがいなのだと感じました。
・人や社会の当たり前に感じるものやことの見えないところで役に立っている人々のおかげで
生活できていると改めて感じました。あと仕事がいかに大変かを感じ取ることができ、よかっ
たです。流れ作業はペースや一緒にやっている人との感覚が大事なので、自分のやり方や他の
人のやり方でやりやすい方法を発見できたので、勉強にも生かそうと思いました。
◎ 再学習支援
○進路相談会

、 。 、・個別でやっていただいたので よかったです パーティションで周りからみられることなく
話しやすかったです。
・通信制の高校の情報が聞けて、大変参考になりました。ありがとうございました。
・ゆっくり優しく話を聞かせてもらえ、こちらの話も真剣に聞いていただけて、安心して話せ
ました。ありがとうございました。とても親身になってアドバイスをしていただきました。参
考になりました。
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・いろいろな方法で学べることを知れてよかったです。また、相談できる所があることで、安
心できました。
・個々の相談をさせてもらいましたが、どの先生方も親身になって聞いてくださったので、話
しやすかったです。このような機会をありがとうございました。

② 成果
◎体験活動
・体験活動申込みが19名(中学生14名、高校生1名、中学卒業者3名、高校卒業者1名)、延べ29回
実施した。
・体験活動後に良い方向に変化した生徒等が多かった。直後の様子を見ると、表情が明るくな
り、やりきったとういう自信がうかがえた。しばらくして、引きこもりがちだった生徒が支援
教室（旧適応指導教室）に通うようになったり、体験した職業に就くことを考えた進路選択を
したりする等の変化も見られた。働くことをとおして喜びを感じたり、事業所の方に認められ
たり、交流が図れたりしたことが要因であると考えられる。

、 、 、 、 。・中学３年生11名については 高校決定者2名 進学希望者7名 就職1名 就職希望1名である
中学２年生2名については、フリースクールへの通学1名、不登校1名（休日には友達と外出）で
ある。中学１年生1名については、不登校であるが、次年度体験活動を希望している。高校生1
名については通信制の学習と併用してステップアップの学習会へ参加し、高卒認定試験を受験
し、２教科合格した。中学卒業者3名は、2名が通信制高校へ進学、1名が就職希望である。高校

、 。卒業者の1名は通信制の大学に進学し 並行して４月から県立の夜間中学校に通うことになった
〇学習相談

・体験活動は実施せず、学習相談だけの対象者は26名。定期的な面談や電話相談等、実態に応
じて支援を展開した。
◎再学習支援
○進路相談会（全体）

・中学生12名・高校生6名・高専1名、退学既卒者2名、保護者等51名、学校・行政関係2名、関
係機関・事業団等48名の計122名の出席があった。
・参加者は県内各地から参加し、前橋市15組、高崎市7組、伊勢崎市5組、渋川市5組、みどり市
4組、安中市3組、桐生市2組、玉村町2組、太田市1組、館林市1組、計45組であった。
・相談内容は悩みや進路35件、高校や高卒認定90件、計125件。その後高校見学や体験活動につ
ながり、進路決定の参考となる相談が展開された。

③ 課題
◎体験活動
・体験活動後のフォローの仕方について課題があると感じている。登校を促す、教育支援セン
ターでの学習を勧める、再度体験活動を勧める等考えられるが、本人の意思を尊重し、自分で
考えて決めていく時間を確保してあげる支援が必要である。
◎再学習支援
・進路相談会への参加者は昨年より約20％増加したが、参加が少ない市町村がある。春に全県
の教育支援センター・教室（旧適応指導教室）を訪問しているが、進路相談会前に重点地域を
決め、再度訪問するなどして周知を図っていきたい。

６ 事業の様子

（ ） （ ） （ ）①合同会議 第２回・７月 ②進路相談会 第１回・８月 ③進路相談会 第２回・１０月

④体験活動 【パン製造】 ⑤体験の反省会【幼稚(こども)園】⑥事業所への感謝状贈呈訪問

担当 根岸 保夫
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令和５年度青少年自立・再学習支援事業 

（地域における学びを通じたステップアップ支援促進事業） 

１ 事業目標 
学力格差の解消及び高等学校中退者等の進学・就労に資するよう、高校中退者等を対象に高等

学校卒業程度の学力の習得を目指し、学習相談及び学習支援を行う。 
２ 事業概要 
（１）期日：令和５年 4 月 1 日～令和６年 3 月 12 日 
（２）参加対象及び募集人数：高校中退者・中学校卒業後進路未決定者等 

（３）参加状況 
    ①学習相談                         (単位：人) 2 月末現在 

月              4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 計 

当月新規学習相談者数 11 4 3 1 2 1 0 4 0 2 0 28 

当月支援学習相談者実人数 9 10 8 6 14 12 5 10 10 8 12 104 

 

の 

べ 

人

数 

 

電話 

メール 

 

本   人 14 7 6 3 10 10 1 5 7 5 13 81 

保 護 者 11 10 2 3 3 3 4 2 7 0 5 50 

そ の 他 2 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 7 

面談 

 

 

本   人 28 22 17 25 16 26 18 11 17 14 21 215 

保 護 者 18 5 2 1 6 7 8 4 9 0 3 63 

そ の 他 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 4 

②学習支援(学習会参加)                                  （単位：人）2 月末現在 

          月   4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 計 

参加 

者数 

実人数  5 6 4 4 3 4 2 0 3 3 4 38 

のべ人数 9 13 10 9 4 12 3 0 6 6 8 80 

３ 事業実施のポイント 
① 当事業の開始時に、今年度は当初新規で 3 人の大学生、その後 7 月から 1 名増員し、計 4

名（群馬大学共同教育学部 2 年生 2 名・4 年生 1 名、医学部 2 年生 1 名）に学習支援員を

依頼した。事業内容を理解し、個に応じた支援ができた。 

② 支援員の業務日誌を有効に活用し、継続的な支援を心がけた。また，学習会事前事後には

支援員と相談員との打合せ報告を短時間に行い、学習相談者への支援の充実に努めた。 

③ 学習相談員と相談者が連絡を取りやすくするために、当事業専用のスマートフォンを活用

した。 

④ 二人の学習相談員と担当会館職員が学習相談者の情報を共有し、学習相談者への支援が円

滑にできるように、相談員の業務日誌･引き継ぎカード･短時間の打ち合わせ等を活用し

た。 

４ 日程 
日時 午 前 午 後 夜 

4 月～3 月随時 学習相談 学習相談  

4 月～3 月主に土日 学習相談 学習会 
年間 60 回開催 

 

8 月末 

10 月末 

 第 1 回進路相談会 

第 2 回進路相談会 
 

５ 事業評価 
（１）参加者の満足度 学習相談者のアンケートから抜粋 

◆Aさんの感想：レポートが進みよかったです。ありがとうございました。 

◆B さんの感想：・不正解箇所の指導をよろしくお願いします。過去問については、今後は
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文系の受験となるため、自宅で学習する予定です。 

 
（２）成果  

・今年度の学習会参加者は 19 人と、昨年(11 人)に比較して多かった。学習会では継続した取

り組みとして、距離を保って着席･事後の消毒等、感染対策を十分に図って実施した。面談

時・学習支援時は特に留意し、個の特性に配慮しつつ事業運営に支障がないよう留意した。 

・新規相談者が当事業の情報を入手した経路は、G-SKY Plan や県子ども若者支援協議会をは

じめ、知人からの紹介、心療内科、高校からの情報があり、今年度もインターネット検索が

目立ち、広報活動や地域・団体等との連携成果が現れている。 

＜第 1 回高卒認定試験について･･･5 名受験＞ 

○参加回数に違いはあるが、全員学習会に参加していた。受験結果は次の通りである。 

●3 科目受験･3 科目合格･･･全科目合格 2 名(履修単位と併せて)･･･大学進学を目指す 

●4 科目受験 4 科目合格 2 名･･･第 2 回受験で残り 4 教科を受験予定 

●6 科目受験 6 科目合格 1 名･･･第 2 回受験で残り 2 教科を受験予定 

＜第 2 回高卒認定試験について･･･７名受験＞ 

○学習会に参加していた６名の受験結果は次の通りである 

●4 科目受験・4 科目合格･･･全科目合格･･･大学進学を目指す (第 1 回の科目合格者) 

●2 科目受験・２科目合格･･･全科目合格･･･今後については検討中 

●4 科目受験・３科目合格･･･英語は R６年度に再挑戦･･･(第 1 回の科目合格者) 

●3 科目受験・３科目合格･･･全科目合格･･･１月中に大学・短大を受験予定 

●3 科目受験・２科目合格･･･世界史は R６年度に歴史総合として再挑戦 

●3 科目受験･２科目合格･･･生物の再挑戦も含め、通信制高校の単位取得との兼ね合いで受

験を考える 

○電話と面談のみの１名の受験結果は次の通りである。 

●8 科目受験・８科目合格･･･全科目合格･･･高２相当のため、大学受験についてはじっくり

考える 

以上、今年度全科目合格者６名･科目合格者３名(R６年度に再挑戦等) 

 

・当事業の学習者(相談者)は、高卒認定試験後、そのほとんどが大学・専門学校に進学（また

は進学に向けて学習継続）、仕事に関係した資格取得を予定している。 

・学習者については、本人の状況を把握し、本人への連絡や情報提供については適切な時期を

見計らって実施し、個別支援の充実に努めることができた。 

 
（３）課題     

・高校中退者や社会人の中にも、今後の進路の１つとして、高校卒業・高卒認定資格取得を希

望しているにもかかわらず、高卒認定試験の制度やステップアップ事業の認知がまだ十分と

は言えない。インターネット検索が増加してきているので必要とする人に情報が届くよう、

引き続き広報活動の工夫が望ましい。 

・アルバイトや勤務の都合により、学習会に参加できない相談者も多く、平日に学習相談（面

談）・学習支援をすることも多くなった。勤務状況が厳しい中で土日に仕事が入り、日程調

整ができないとの背景がある。 

・例年相談者の中には、特別な配慮が必要な方もいる。生育歴・家庭環境等、デリケートな面

もあるので、本人の状況を確認しつつ丁寧に接し関わっていく。 

・学習会の会場が群馬県青少年会館のため、交通の便を考えると、送迎が必要になるケースが

多いが、個々工夫して来館している。 

・基礎学力の不足があり、特に中学校段階の学習の補完については、新設される夜間中学校と

の連携も視野に、学習相談者へ周知をしていきたい。 

   担当  金子 勉   
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２ 重要な契約等に関する事項

指定管理関係

名 称 内 容 契約の相手方 金 額（円）

(契約期日)

群馬県青少年会館の管理 指定管理者として群馬県青少年 群馬県教育委員会 345,507,390

及び運営に関する基本協 会館の管理及び運営を５年間（令 教育長 （変更後）

定 和２年度～令和６年度）実施する

（令和2年3月13日） 上での基本項目の協定。

令和2年12月1日：管理費用の総

額を342,084,756円に変更。

令和3年3月31日：管理費用の総

額を345,507,390円に変更。

令和5年4月1日：協定本文第18条

中「群馬県個人情報保護条例（平

成12年群馬県条例第85号）を削除

し、「その他法令」を加える。

協定別記2「群馬県青少年会館 管

理業務等仕様書」中、「群馬県個人

情報保護条例」を「個人情報の保

護に関する法律（平成15年法律第5

7号）その他法令」に改める。

協定別記3「個人情報取扱特記事項」

を改める。

協定別記4を改める。

群馬県青少年会館の管理 上記基本協定書に基づき、群馬 群馬県教育委員会 67,773,000

及び運営に関する年度協 県青少年会館の管理及び運営の１ 教育長

定書 年間（令和５年度）の管理費用、

（令和5年4月1日） 特定業務等の協定。

受託事業関係

名 称 内 容 契約の相手方 金 額（円）

(契約期日)

令和５年度青少年自立・ 悩みを抱える青少年及び保護者に 群馬県教育委員会 4,999,939

再学習支援事業 対して相談を行い、必要に応じて体 教育長

「Ｇ－ＳＫＹ Ｐｌａｎ」験活動を実施するなどして生活を充

（令和5年4月1日） 実させ、不登校やひきこもりからの

脱却や社会的自立を支援する。また、
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高校中退者等の再学習のための相談

・支援体制の充実を図り、各種情報

の提供を行う。

令和５年度青少年自立・ 高校中退者等を対象とした学び直 群馬県教育委員会 2,700,000

再学習支援事業 しのための支援を行う。 教育長

「地域における学びを通 高校卒業程度認定試験等に関わる

じたステップアップ支援 相談及び情報提供と、希望者に応

促進事業」 じて会館での学習支援を行う。

（令和5年4月1日）
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３ 役員会等に関する事項

（１） 理事会、評議員会

区 分 開催期日等 出席者数 議 事 事 項 審議結果

第３８回 令和５年 理事８名 〔承認事項〕
理事会 ５月２６日 監事１名 第１号 令和４年度事業報告に関する件 原案どおり承認
（定時） 第２号 令和４年度決算に関する件 原案どおり承認

〔決議事項〕
第１号 第３０回評議員会(定時)の招集に 原案どおり決議

関する件
〔報告事項〕
第１号 理事長及び常務理事の職務執行状 資料を基に報告

況について

第３０回 令和５年 評議員 〔報告事項〕
評議員会 ６月１６日 ５名 第１号 令和４年度事業報告について 資料を基に報告
（定時） 理事２名 第２号 理事長の職務の執行状況について 資料を基に報告

監事１名 〔承認事項〕
第１号 令和４年度決算に関する件 原案どおり承認

〔決議事項〕
第１号 任期満了に伴う評議員及び理事並 賛否を諮り決議

びに幹事の選任関する件

第３９回 令和５年 理事８名 〔報告事項〕
理事会 ６月１６日 監事２名 第１号 任期満了に伴う評議員及び理事並 資料を基に報告
（臨時） 14:00 びに幹事の選任状況について

〔決議事項〕
第１号 理事長、副理事長、常務理事の選 互選により決議

定に関する件

第４０回 令和６年 理事９名 〔決議事項〕
理事会 ３月１９日 監事２名 第１号 令和６年度事業計画に関する件 原案どおり決議
（定時） 第２号 令和６年度収支予算に関する件 原案どおり決議

第３号 第３１回評議員会(臨時)の招集に 原案どおり決議
関する件

〔報告事項〕
第１号 理事長及び常務理事の職務執行状 資料を基に報告

況について

第３１回 令和６年 評議員 〔承認事項〕
評議員会 ３月２７日 ５名 第１号 令和６年度事業計画に関する件 原案どおり決議
（臨時） 理事２名 第２号 令和６年度収支予算に関する件 原案どおり承認

監事１名 〔報告事項〕
第１号 理事長の職務執行状況について 資料を基に報告

（２）運営委員会

区 分 開催期日等 議 事

第１回 令和５年 令和５年度事業概況報告
９月２６日 下半期の予定

第２回 令和６年 令和５年度事業報告
２月２９日 令和６年度事業計画
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（単位：円）
科　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ  一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
(1) 経常収益

基本財産運用益 1,841,124 1,653,769 187,355
基本財産運用益 1,841,124 1,653,769 187,355

特定資産運用益 247 269 △ 22
特定資産運用益 247 269 △ 22

事業収益 83,908,840 79,590,798 4,318,042
指定管理料収益 67,773,000 67,773,000 0
施設利用料収益 8,443,375 4,142,705 4,300,670
自立支援事業受託料 4,999,939 4,999,975 △ 36
ステップアップ事業受託料 2,692,526 2,675,118 17,408

受取寄付金 0 100,000 △ 100,000
受取寄付金 0 100,000 △ 100,000

雑収益 147,711 293,152 △ 145,441
雑収益 147,711 293,152 △ 145,441
コピー使用料 8,450 12,550 △ 4,100
電話使用料 10 0 10
参加者負担金収益 127,500 62,000 65,500
その他 11,751 218,602 △ 206,851

経常収益計 85,897,922 81,637,988 4,259,934
(2) 経常費用

事業費 66,101,892 62,088,947 4,012,945
役員報酬 1,667,583 1,599,000 68,583
給料手当 28,188,140 27,856,416 331,724
職員給料 19,879,164 20,988,571 △ 1,109,407
職員諸手当 8,308,976 6,867,845 1,441,131

賞与引当金繰入 1,801,402 1,428,022 373,380
臨時雇賃金 2,411,435 502,738 1,908,697
退職給付費用 977,117 1,118,303 △ 141,186
福利厚生費 5,267,500 5,203,981 63,519
法定福利費 5,073,238 5,003,936 69,302
福利厚生費 194,262 200,045 △ 5,783

会議費 233,253 111,967 121,286
旅費交通費 287,788 297,604 △ 9,816
通信運搬費 630,132 526,107 104,025
消耗品費 4,423,550 1,573,075 2,850,475
修繕費 1,935,671 2,508,773 △ 573,102
印刷製本費 355,795 270,424 85,371
燃料費 116,792 112,386 4,406
光熱水料費 4,488,081 5,868,865 △ 1,380,784
賃借料 1,332,764 1,293,543 39,221
保険料 495,592 414,961 80,631
諸謝金 3,279,200 3,266,775 12,425
租税公課 4,277,032 4,020,300 256,732
支払負担金 40,000 0 40,000
手数料 1,129,865 1,181,980 △ 52,115
委託費 2,763,200 2,933,727 △ 170,527

正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで
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科　　　　目 当年度 前年度 増　減
管理費 17,821,063 17,181,796 639,267
役員報酬 2,698,583 2,553,000 145,583
給料手当 7,810,147 7,762,333 47,814
職員給料 5,472,866 5,127,917 344,949
職員諸手当 2,337,281 2,634,416 △ 297,135

賞与引当金繰入 772,030 490,593 281,437
臨時雇賃金 271,700 0 271,700
退職給付費用 418,764 432,741 △ 13,977
福利厚生費 1,483,138 1,279,756 203,382
法定福利費 1,397,729 1,225,754 171,975
福利厚生費 85,409 54,002 31,407

会議費 52,916 26,190 26,726
旅費交通費 85,950 60,348 25,602
通信運搬費 19,536 19,203 333
消耗品費 26,225 147,991 △ 121,766
燃料費 7,940 7,530 410
光熱水料費 526,535 688,526 △ 161,991
賃借料 18,910 17,850 1,060
保険料 31,651 28,258 3,393
諸謝金 18,000 0 18,000
租税公課 1,211,968 1,142,300 69,668
支払負担金 193,900 171,460 22,440
支払助成金 200,000 200,000 0
手数料 306,782 49,311 257,471
委託費 1,620,388 2,048,406 △ 428,018
交際費 46,000 56,000 △ 10,000

経常費用計 83,922,955 79,270,743 4,652,212
評価損益等調整前当期経常増減額 1,974,967 2,367,245 △ 392,278
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 1,974,967 2,367,245 △ 392,278

２．経常外増減の部
(1) 経常外収益

雑収益 81,400 81,400 0
経常外収益計 81,400 81,400 0

(2) 経常外費用
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 81,400 81,400 0
当期一般正味財産増減額 2,056,367 2,448,645 △ 392,278
一般正味財産期首残高 15,330,524 12,881,879 2,448,645
一般正味財産期末残高 17,386,891 15,330,524 2,056,367

Ⅱ  指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 206,199,978 206,199,978 0
指定正味財産期末残高 206,199,978 206,199,978 0

Ⅲ  正味財産期末残高 223,586,869 221,530,502 2,056,367
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Ⅰ  一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
(1) 経常収益

基本財産運用益 1,841,124 0 1,841,124
基本財産運用益 1,841,124 0 1,841,124

特定資産運用益 0 247 247
特定資産運用益 0 247 247

事業収益 65,997,992 17,910,848 83,908,840
指定管理料収益 51,846,345 15,926,655 67,773,000
施設利用料収益 6,459,182 1,984,193 8,443,375
自立支援事業受託料 4,999,939 0 4,999,939
ステップアップ事業受託料 2,692,526 0 2,692,526

雑収益 147,711 0 147,711
雑収益 147,711 0 147,711
コピー使用料 8,450 0 8,450
電話使用料 10 0 10
参加者負担金収益 127,500 0 127,500
その他 11,751 0 11,751

経常収益計 67,986,827 17,911,095 85,897,922
(2) 経常費用

事業費 66,101,892 0 66,101,892
役員報酬 1,667,583 0 1,667,583
給料手当 28,188,140 0 28,188,140
職員給料 19,879,164 0 19,879,164
職員諸手当 8,308,976 0 8,308,976

賞与引当金繰入 1,801,402 0 1,801,402
臨時雇賃金 2,411,435 0 2,411,435
退職給付費用 977,117 0 977,117
福利厚生費 5,267,500 0 5,267,500
法定福利費 5,073,238 0 5,073,238
福利厚生費 194,262 0 194,262

会議費 233,253 0 233,253
旅費交通費 287,788 0 287,788
通信運搬費 630,132 0 630,132
消耗品費 4,423,550 0 4,423,550
修繕費 1,935,671 0 1,935,671
印刷製本費 355,795 0 355,795
燃料費 116,792 0 116,792
光熱水料費 4,488,081 0 4,488,081
賃借料 1,332,764 0 1,332,764
保険料 495,592 0 495,592
諸謝金 3,279,200 0 3,279,200
租税公課 4,277,032 0 4,277,032
支払負担金 40,000 0 40,000
手数料 1,129,865 0 1,129,865
委託費 2,763,200 0 2,763,200

正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

（単位：円）

科        目
公益目的事業

会計
法人会計

内部取引
等消去

合計
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科        目
公益目的事業

会計
法人会計

内部取引
等消去

合計

管理費 0 17,821,063 17,821,063
役員報酬 0 2,698,583 2,698,583
給料手当 0 7,810,147 7,810,147
職員給料 0 5,472,866 5,472,866
職員諸手当 0 2,337,281 2,337,281

賞与引当金繰入 0 772,030 772,030
臨時雇賃金 0 271,700 271,700
退職給付費用 0 418,764 418,764
福利厚生費 0 1,483,138 1,483,138
法定福利費 0 1,397,729 1,397,729
福利厚生費 0 85,409 85,409

会議費 0 52,916 52,916
旅費交通費 0 85,950 85,950
通信運搬費 0 19,536 19,536
消耗品費 0 26,225 26,225
燃料費 0 7,940 7,940
光熱水料費 0 526,535 526,535
賃借料 0 18,910 18,910
保険料 0 31,651 31,651
諸謝金 0 18,000 18,000
租税公課 0 1,211,968 1,211,968
支払負担金 0 193,900 193,900
支払助成金 0 200,000 200,000
手数料 0 306,782 306,782
委託費 0 1,620,388 1,620,388
交際費 0 46,000 46,000

経常費用計 66,101,892 17,821,063 83,922,955
評価損益等調整前当期経常増減額 1,884,935 90,032 1,974,967
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 1,884,935 90,032 1,974,967

２．経常外増減の部
(1) 経常外収益

雑収益 0 81,400 81,400
経常外収益計 0 81,400 81,400

(2) 経常外費用
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 81,400 81,400
他会計振替前当期一般正味財産増減額 1,884,935 171,432 2,056,367
当期一般正味財産増減額 1,884,935 171,432 2,056,367
一般正味財産期首残高 15,150,554 179,970 15,330,524
一般正味財産期末残高 17,035,489 351,402 17,386,891

Ⅱ  指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 206,199,978 0 206,199,978
指定正味財産期末残高 206,199,978 0 206,199,978

Ⅲ  正味財産期末残高 223,235,467 351,402 223,586,869
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（単位：円）
科　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ  資産の部
１．流動資産

現金預金 21,601,885 17,145,967 4,455,918
未収金 3,770 7,163 △ 3,393
前払金 160,950 194,265 △ 33,315
未収入金 276,480 250,852 25,628

流動資産合計 22,043,085 17,598,247 4,444,838
２．固定資産
(1) 基本財産

定期預金 1,276,952 1,276,952 0
投資有価証券 206,768,740 206,768,740 0

基本財産合計 208,045,692 208,045,692 0
(2) 特定資産

退職給付引当資産 18,635,254 19,086,411 △ 451,157
減価償却引当資産 3,695,544 3,695,544 0
車両運搬具 1 1 0
預託金 12,510 12,510 0

特定資産合計 22,343,309 22,794,466 △ 451,157
(3) その他固定資産

構築物 1 1 0
什器備品 4 4 0

その他固定資産合計 5 5 0
固定資産合計 230,389,006 230,840,163 △ 451,157
資産合計 252,432,091 248,438,410 3,993,681

Ⅱ  負債の部
１．流動負債

未払金 5,530,733 4,856,714 674,019
未払費用 1,337,158 601,503 735,655
預り金 768,645 444,665 323,980
賞与引当金 2,573,432 1,918,615 654,817

流動負債合計 10,209,968 7,821,497 2,388,471
２．固定負債

退職給付引当金 18,635,254 19,086,411 △ 451,157
固定負債合計 18,635,254 19,086,411 △ 451,157
負債合計 28,845,222 26,907,908 1,937,314

Ⅲ  正味財産の部
１．指定正味財産

地方公共団体出えん金 134,800,000 134,800,000 0
諸団体からの寄付金 53,827,467 53,827,467 0
一般寄付金 17,572,511 17,572,511 0

指定正味財産合計 206,199,978 206,199,978 0
（うち基本財産への充当額） 206,187,467 206,187,467 0
（うち特定資産への充当額） 12,511 12,511 0

２．一般正味財産 17,386,891 15,330,524 2,056,367
（うち基本財産への充当額） 1,858,225 1,858,225 0
（うち特定資産への充当額） 3,695,544 3,695,544 0
正味財産合計 223,586,869 221,530,502 2,056,367
負債及び正味財産合計 252,432,091 248,438,410 3,993,681

貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
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Ⅰ 管理および運営の体制

１ 組織図
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２ 勤務体制等

（１）職員勤務体制

変形労働時間制のローテーション勤務を行う。また、群馬県青少年会館の１日の

開館時間が９時～２２時であることと、宿泊利用もあることなどから１日の中でシ

フト制勤務を行う。

（２）責任体制

事業団全体の最高責任者は、理事長（非常勤）であり、常に連絡が取れる体制を

取る。

群馬県青少年会館運営の管理（指定管理事業の企画、会計、経理、人事等）及び

事業実施（指定管理事業の実施、施設運営等）の責任者は館長（常務理事兼務）と

する。また、各業務の統括はマネージャーが行い、常に連絡できる体制を取る。

（３）職員配置と人材育成
職務経歴や専門スキルが十分発揮できる適材適所の配置を行い、速やかな課題解

決と効率化を図る。そのため、新たな資格取得や経験に応じたスキルアップ研修等

が受講できる体制づくりに努めるとともに、外部専門家等から各業務に係る助言や

アドバイスを受け、多角的な視点での業務改善を図る。

また、将来を見据え事業団の業務全般に精通した人材を育成するため、計画的に

様々な業務を経験させるとともに職員の適性に応じた専門スキルを高める。

３ 管理及び運営について

（１）青少年等の活動場所の提供事業

ア サービス提供・向上への取組

団体宿泊研修施設として教育的効果のある利用者受入業務の実施a
各種マニュアルの作成と運用・改善b
利用者に対する接遇研修、及び安全確保のための防犯、救命等訓練の実施c
平等・公平な利用者サービスの提供と開かれた施設・魅力ある施設運営の取組d
業務開始前の会議や業務日誌を活用した利用団体の情報共有e
利用者へのアンケート実施とフィードバックf
外部研修への参加等、サービス向上に繋がる事例の情報収集g
「群馬県施設予約システム」の活用h

イ 利用者を増加させるための取組

新規利用団体獲得に向けた青少年関係団体、市町村教育委員会、学校、地域、a
県内企業等への積極的な広報活動（職員による訪問等）

職員による の随時更新b Web
土日等の青少年団体だけでなく、平日の企業や一般利用者増に向けた利用案内c
を で発信するとともに、詳しい施設概要をブログに掲載Web
（旧 ）で事業参加者の募集や当日の活動の様子を中心に発信d X Twitter
利用見込のある団体への館報・リーフレットの発送e
新聞・ラジオ・県広報紙などのマスコミを利用した 活動f PR
リピーター増を見込んだ、アンケートによる調査の実施と改善g
近隣スポーツ施設等のイベント・大会と連携した利用・宿泊者の受入h
駐車場の収容台数オーバー時における近隣施設との連携による対応i
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受付前の学習スペース及び絵本等を配置したキッズコーナーの常設、またロビj
ー周辺及び会議室の無料 提供Wi-Fi
指定管理事業、自主事業に参加した関係者に対しての施設利用の紹介k
自主事業における他施設等の協働イベントでの 活動（会場でのリーフレッl PR
ト配布やのぼり旗を配置したプログラム提供ブースの設置）

研修や交流を目的とした利用団体にレクリエーションやクラフト等、プログラm
ムに対する講師や指導者のコーディネート

目標年間利用者数を31,000人に設定n
【参考】令和4年度利用人数 21,748人

令和5年度利用人数見込 28,473人（11～3月は令和4年度相当）

ウ 施設・設備の維持管理及び修繕の取組

施設設備における修繕箇所の早急な対応a
職員の日常点検による問題箇所の早期発見・早期改善b
利用者が快適に活動するための日常清掃、各設備点検の実施c
外部委託業者と連携した緊急時の素早い対応が可能な連絡体制の整備d
適正な備品管理、季節に応じた植栽及び花壇の整備、ロビーや洗面所等の環e
境整備

利用者との打ち合わせ、電話確認、オリエンテーションの徹底等による事故f
や危険を伴う活動の未然防止

ベテラン職員等による職員への修繕、設備管理スキル指導g

エ 緊急時の体制・対応、防災、感染症対策

危機管理マニュアル・消防計画等に基づいた危機管理及び防災対策の実施(消a
火訓練・避難訓練・地震対策訓練・緊急連絡網作成)

危機管理マニュアル・消防計画の検討と改善b
ＡＥＤを使用した救命講習の実施c
不審者対策訓練(防犯訓練)の実施d
モニターカメラの活用による防犯対策及び防災対策e

オ 地域団体や地元住民との連携や地域貢献への取組

荒牧町自治会等との連携・交流a
近隣小中学校、老人福祉施設等の事業における連携・交流b
小中学校、高校・大学等の授業等の依頼に対する協力c
県内青少年教育施設との合同研修参加や情報交換、事業の連携・協力等d

カ その他

情報公開及び個人情報保護への取組a
情報公開規程に基づいた情報公開の実施と個人情報保護規程、特定個人情報

保護規程に基づいた個人情報の保護の実施。また職員への個人情報保護研修

の実施

法令遵守等への取組b
諸規程整備等並びに法令に基づいた管理運営の実施

環境保全に対する取組c
節電の実施や資源の再利用などのエネルギーの節約、ＣＯ２の削減等環境へ

の負荷の低減等に対する積極的な取組

（２）青少年健全育成事業
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生涯学習・社会教育の観点で青少年関係団体、関係機関、学校、地域、企業等と

連携した青少年健全育成事業を実施する。

また、各事業で青少年に「出会いと交流」をキーワードにしたプログラムを提供

し、後のボランティア活動や青少年団体の自主的な参加、さらには地域活動等の参

画につながる機会提供と合わせて、青少年健全育成の基幹的、モデル的な事業を展

開する。

小学生にはレクリエーションや創作活動を通じて学校とは違った異年齢コミュニ

ティーの中での体験・交流活動を提供し、豊かな人間性、自ら考え行動する等の生

きる力を育む。

中学生・高校生にはボランティア体験を通じ、自主性を伸ばし、地域や社会に目

を向ける機会を作り、学校や家族以外の人間と関わる中でコミュニケーション能力

を高める機会を提供する。関連して、各指定管理事業のプログラムに中学生・高校

生のボランティア活動の場を作り、また既存の青少年団体を紹介するなど、ボラン

ティアの活動継続を支援する。

サークルや団体に所属する大学生や地域青年及び青少年団体等の指導者には事業

参加のみならず、主体的活動や事業参画の意思と意欲を引き出す支援をする。つい

ては青年の団体やサークルと対話し、個々の思いに応じた助言やファシリテートを

行い、自主的な活動を協働による伴走型支援で実現する。また、ボランティアを希

望する個人の大学生や青年に対し、ニーズやスキルに気を配りながら関係団体に繋

げ、活動機会を提供するとともに次期人材の育成と確保に努める。

ア 青少年指導者・ボランティア養成事業

中学生・高校生には研修と実践を組み合わせ、実際のボランティア活動を通じ

て交流を図る。また、学生や青年、団体指導者にはそれぞれの主体的意欲を尊重

し、主体的な活動の充実と継続に向けて対話の場作りや適切な助言で支援する。

イ 青少年の交流・体験活動事業

様々な人との交流、親子や仲間との体験活動を通じて、今日的な教育課題でも

あるコミュニケーション能力の育成や多様な価値観を理解・尊重する機会を提供

する。

また、小学生等が参加する事業に高校生ボランティアを積極的に受け入れ、参

加児童の身近なロールモデル、また講師や主催者の補助者として事業に関わる機

会を設ける。

ウ 青少年団体の育成及び指導事業

青少年団体活動の活性化を目的に青少年団体の主体性に基づき、連携や共催で

事業を実施する。また、企画立案に関して必要な助言や団体間の連携について調

整をする。

エ 情報収集・情報提供システム事業

やブログを活用し、青少年会館の利用情報や事業報告に関する情報を利Web
用対象者に向けて発信するとともに、事業案内や募集の情報を学校、関係機関、

青少年団体、青少年やその保護者等に向け （ ）や を通じて発信すX Twitter Web
る。また、来館者に館内で を使った学習環境を整える。Wi-Fi
情報収集は県内の青少年施設の運営の様子や青少年健全育成事業等を視察し、

諸事業の参考となる事例を調査する。
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事業概要及び実施時期一覧

事 業 名 趣 旨 ・ 目 的 事 業 内 容 対象・定員等実施時期等

青少年会館の管理・運営をとおして 青少年の活動場所提供、会館 通年 活動場所の提供事業の対青少年等の活動場 、

青少年及び青少年団体の自主的かつ創 の施設設備等維持管理、予約シ 象：所の提供事業
造的な活動の場を提供し、青少年の健 ステムの運用、施設利用の承認 青少年団体、青少年育成

全育成に寄与する。 事務、施設利用料収納事務、広 団体、青少年スポーツ団

報事務、安全管理業務、職員研 体、企業新人研修等

修、会計経理給与事務、その他

管理運営に必要な業務

趣 旨 ・ 目 的 事 業 内 容 対象・定員等青少年健全育成事 実施時期等

(予定)業

① 中高生のボランティア活動を支援・推 ・ボランティアに関する基礎 7月6～7日 中学生・高校生

中学生・高校 進するための環境整備として、活動の 的知識の習得 （2日間） 15名程度

生交流ボラン 機会や場の提供に努める。そのため、 ・ボランティア体験の実施

ティア体験 中高生にボランティア入門として基礎 ・参加生徒同士の交流

的な知識習得の研修講座を行うと共に ・講座修了者に他事業でのボラ、

実践活動を通した参加者同士の交流を ンティア活動の機会を年間を

図る。 通して計画的に提供

② 既存団体の地域活動やボランティア活 ・市町村社会福祉協議会や県内 関係者会議 県内で活動するボランテ

若者ボランテ 動の認知度向上と若者による事業継承 関係機関との幅広い連携 4回 ィア団体、地域活動団体

ィアフェステ を目指し、関係機関や団体指導者と協 ・各機関と協働関係にある団体 、ＮＰＯ法人及びその指

ィバル 働で若者のボランティア活動促進をテ 等に協力依頼するとともに団 事業開催 導者

ーマにした交流活動を企画 実施する 体指導者参画による若者ボラ 1月または2、 。

ンティア参加プログラムの企 月 1回

画

・関係機関、団体、若者ボラン

ティアでつくる交流事業の開

催

③ 大学生や専門学校生によるボランティ ・大学や専門学校への訪問によ 情報収集 県内の大学、専門学校生

学生地域貢献 ア活動及び地域貢献活動を助言 後援 る学生サークル等の発掘 学生との対 のサークル等、 、

活動参画推進 共催等で支援する。 ・学生の主体的活動を引き出す 話 通年

事業 対話と実現に向けた協議

・学生と協働した事業やプログ 事業・プロ

ラムの実施 グラム立案

・研修、活動場所、会議室提供 ・実施

1～2回

④ 青少年及び指導者のボランティア活動 ・ボランティア活動に関する 学校・青少年団体及び地通年

体験活動・ボ の情報を収集し、活動を希望する青少 情報収集と提供 域団体・公民館等

ランティア活 年とそれを必要とする学校や青少年団 ・活動希望者と希望者を受け入 青少年の活動における指

動支援センタ 体をを結びつけ互いの活動の活性化を れる学校・団体との連絡調整 導者

ー 図る。 ・会館事業でのボランティア活 ボランティア活動を希望

動の紹介 する青少年

⑤ 障がいのある人とない人がともにふれ ・障がい児の活動を支援する 関係者会議 青少年団体、障がい児の

心のバリアフ あい、互いに理解し合える場づくりに 団体等との連絡調整 4回 活動を支援する団体、中

リー 向けて、障がいのある子どもを支援す ・団体指導者、青少年団体会員 6月 5日 学生以上のボランティ事業

る団体や青少年団体関係者等と協働で が参画する対話の場の設置 8月21日 ア、一般来場者（ふれあいゆうあ

実施する。 ・プログラム充実に向けた新 9月25日い交流フェスタ）

たな協力団体の受入と参加協 10月30日

力団体の拡大 事前研修

10月19日

交流ﾌｪｽﾀ

10月20日

ものづくり等 親子共同作業を通して ・親子でのものづくり（1日目 7月20～ 県内在住･在学の⑥ 、 、

親子ふれあい 親子や参加者同士のふれあいを深める 木工・2日目自然クラフト等 21日 小学3～6年生親子。 ）

体験教室 また、レクリエーションによる交流を ・交流レクリエーション （1泊2日） 10組20名程度

図る。 ・児童の集団宿泊体験 高校生ボランティア

・高校生ボランティアの受入と 各回3名程度

参加者との交流

⑦ 群馬県高等学校文化連盟写真専門部と ・写真撮影を通しての交流 6月15日 県内在住の高校生

高校生写真講 連携して企画立案を行い、グループ活 ・デジタルカメラの基礎知識、 （または8 40名程度

座 動による撮影や制作を通した参加者の 技術の習得 月31日） 講師等 10名程度

交流を図る。また、撮影に関するモラ ・グループワークによる組写

ルや技術を高める機会を提供する。 真の制作

・講座修了者に他事業での撮影

イ

青
少
年
の
交
流
・
体
験
活
動
事
業

ア

青
少
年
指
導
者
・
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ン
テ
ィ
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成
事
業
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ボランティアとして活動する

機会を提供する （撮影画像。

は館報や にも活用）SNS
⑧ 海外や日本の伝統的な遊びやクラフト ・海外の特色あるクラフトやダ 6月29日 県内在住・在学の小学３

交流文化体験 等を通して、多様な文化に触れる機会 ンス、日本の伝統芸能や昔の 30日 ～６年生

を設けるとともに、児童及び留学生、 遊び等の体験 各回20名程度

ボランティアによる異年齢交流を行う ・高校生ボランティアの受入と 高校生ボランティア。

参加者との交流 各回5名程度

⑨ 高校生の部活動や委員会に小学生の体 ・異年齢交流プログラム 生徒や教員 県内在住・在学の小学生

高校生と小学 験教室に関わる機会を提供し、事業を ・高校生の部活動、委員会単位 との企画会 20名程度

生の夏休み交 通じてボランティア活動の達成感を感 でのボランティア体験 議 高校生ボランティア

流活動 じてもらうとともに、年少者を思いや ・高校生の企画による児童への 3～4回 15名程度

る心を育む。 創作活動や科学教室、ダンス 8月1日

教室等の実施

⑩ ドローンの操縦を体験しするとともに ・ドローンの操縦体験 8月7日 県内在住・在学の小学生

小学生ドロー 正しいルールやマナーを学ぶ。また操 ・ルールとマナーの学習 1回 15名程度

ン体験 作を通して参加者同士の交流を行う。 ・ドローンを使った仕事や活用 高校生ボランティア

事例の紹介 3名程度

・交流活動

・高校生ボランティアの受入

⑪ マンガ家やイラストレータ等からイラ ・イラストの描き方、道具類の 8月 県内在住・在学の小学生

小学生イラス ストの描き方を学び、互いの作品を鑑 使い方の学習 2日間 15名程度

ト講座 賞する。 ・イラスト等に関連するの職業

の紹介

・テーマに沿った製作活動

⑫ 県内企業の協力を得て小学生を対象と ・企業と連携したプログラムの 8月 県内在住・在学の小学生

企業コラボ体 した体験活動を提供するとともに、働 立案 1回 20名程度

験活動 くことについて考える機会とする。 ・企業の特性を生かした体験活 高校生ボランティア

動やクラフト等の実施 3名程度

青少年団体の振興、育成のため、各青 ・青少年団体の情報収集 共催事業 青少年団体指導者・会青少年団体活

少年団体との連携を一層深めるととも ・青少年団体が主催する事業の 員、高校生ボランティア動支援事業

に共催事業や連携事業を企画、実施す 支援・共催（年4回程度を見 各回30名程度

る。これらの事業をとおして各青少年 込み、さらなる支援や共催の ⑬ 8月3日 県内在住･在学の小学１⑬ 夏休み宿題

団体の更なる活性化、指導力の向上を 機会があるときは状況に応じ 4日 ～６年生、青少年等お助け隊

⑭おやこで茶 支援するとともに、新たな団体、サー た連携・協力を行う ） ⑭ 8月18日 各回30名程度。

道教室 クル等の発掘に努める。 ・群青連協加盟団体に担当配置 12月8日

・高校生ボランティアの受入と 2回⑮君の紙飛行

団体会員、参加者との交流 ⑮ 1月26日機はどこまで

・既存の青少年団体に加え、学飛ぶ!?
⑯ボランティ 生サークルや青年グループ等

アのつどい まで対象を広げ、活動の助言 ⑯ 3月8回

とともに連携・協働を図る。

⑰ 青少年育成団体に活動拠点として青少 ・県内にある青少年育成団体や 通年 県内の青少年育成団体、

地域団体応援 年会館の利用を推奨するとともに活動 指導者団体の情報収集及び関 （3～4団体 ＮＰＯ法人、任意団体等

事業 を推進するため、支援及びプログラム 係者との対話によるニーズや の訪問等）

立案を助言する。また、既存の青少年 活動課題の把握

団体との協働をコーディネートし、相 ・他団体との連携の支援

互の連携関係を築く。 ・青少年会館事業の理解促進と

協力関係の構築

・青少年会館を活用した活動場

所の提供やプログラムの提案

⑱ ホームページ・ブログ・SNSにより青少 ・会館運営、事業開催情報の提供 通年 青少年、青少年指導者及

年会館及び、青少年健全育成事業の情 ・ホームページの更新とSNS び地域住民ぐんま青少年

報を発信し、周知を図る。また、学習 の有効な運用ねっと

コーナーの利用者がインターネットを ・学習情報コーナーの設置（無

利用できる機器を貸し出し、青少年の 料 エリア内）Wi-Fi
自己学習や情報収集を支援する。 ・事業に関するデータベース

の管理と運用

⑲ 青少年の課題やニーズを把握するとと ・青少年の地域活動やボランテ 通年 県内外の青少年に係る活

青少年活動事 もに、指導者の情報や他施設の取り組 ィア活動の視察 （4～5箇所 動、指導者研修、青少年

例調査 み事例を収集する。 ・他施設の体験活動及び研修の の訪問等） 施設事業等

情報収集や参加
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【参考】月別青少年健全事業実施及び企画会議等予定表（ ）回数が見込めない通年事業は除く

月 日 事業名 概要
4月 未定 ⑰地域団体応援事業 団体活動視察①

〃 ③学生地域貢献活動参画推進事業 学校訪問①
5月 未定 ③学生地域貢献活動参画推進事業 学校訪問②

〃 ⑲青少年活動事例調査 活動視察①
6月 5日 ⑤心のバリアフリー事業 関係者会議①

15日 ⑦高校生写真講座 開催

29日 ⑧交流文化体験 第1回開催
30日 ⑧交流文化体験 第2回開催
未定 ⑨高校生と小学生の夏休み交流活動 生徒や教員との企画会議①

〃 ③学生地域貢献活動参画推進事業 学校訪問③

〃 ⑰地域団体応援事業 団体活動視察②

〃 ⑲青少年活動事例調査 活動視察②

7月 6日 ①中学生・高校生交流ボラ体験 開催1日目

7日 ②中学生・高校生交流ボラ体験 開催2日目
20日 ⑥親子ふれあい体験教室 開催1日目（1泊2日）
21日 ⑥親子ふれあい体験教室 開催2日目
未定 ⑨高校生と小学生の夏休み交流活動 生徒や教員との企画会議②

〃 ⑨高校生と小学生の夏休み交流活動 生徒や教員との企画会議③

〃 ⑭おやこで茶道教室 団体指導者と企画会議

8月 1日 ⑨高校生と小学生の夏休み交流活動 開催
3日 ⑬宿題お助け隊 第1回開催
4日 ⑬宿題お助け隊 第2回開催
17日 ⑭おやこで茶道教室 第1回開催
21日 ⑤心のバリアフリー事業 関係者会議②
未定 ⑩小学生ドローン講座 開催

⑪小学生イラスト講座 開催1日目
⑪小学生イラスト講座 開催2日目
⑫企業コラボ体験活動 開催

⑲青少年活動事例調査 活動視察③

9月 25日 ⑤心のバリアフリー事業 関係者会議③
未定 ③学生地域貢献活動参画推進事業 学校訪問④

⑰地域団体応援事業 団体活動視察③

⑲青少年活動事例調査 活動視察④

10月 18日 ⑤心のバリアフリー事業 関係者と準備・打ち合わせ
19日 ⑤心のバリアフリー事業 ボランティア事前研修
20日 ⑤心のバリアフリー事業 開催
30日 ⑤心のバリアフリー事業 関係者会議④※ふりかえり

11月 未定 ②若者ボランティアフェスティバル 関係者会議①
⑭おやこで茶道教室 団体指導者と企画会議

12月 8日 ⑭おやこで茶道教室 第2回開催
未定 ②若者ボランティアフェスティバル 関係者会議②

団体指導者と企画会議⑮君の紙飛行機はどこまで飛ぶ!?
1月 26日 開催⑮君の紙飛行機はどこまで飛ぶ!?

未定 ②若者ボランティアフェスティバル 関係者会議③
2月 未定 ②若者ボランティアフェスティバル 開催

⑯ボランティアのつどい 団体指導者と企画会議
⑰地域団体応援事業 団体活動視察④

3月 8日 ⑯ボランティアのつどい 開催
未定 ②若者ボランティアフェスティバル 関係者会議④※ふりかえり
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Ⅱ 指定管理業務等に係る収支計画
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Ⅲ 災害等非常時の連絡動員体制

災害時等の非常時には、緊急連絡網を利用し必要な動員体制をとる。

＜ ＞緊急連絡網

理事長

館長（常務理事兼務）

マネージャー 正規職員

（チーフ）

正規職員

契約職員

契約職員

契約職員

マネージャー 再雇用職員

臨時職員

臨時職員

臨時職員

日本ボーイスカウト群馬県連盟

（一社）ガールスカウト群馬県連盟

正規職員 （公社）群馬県子ども会育成連合会

群馬県青少年団体連絡協議会

群馬県青年団連合会

日常清掃業務委託業者
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令和６年度
自主事業実施計画書

公益財団法人群馬県青少年育成事業団
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１ 概要

群馬県教育委員会の運営方針及び教育の今日的課題を踏まえて、公益法人として本

事業団がこれまで培ってきた実績を生かし、社会教育の視点から青少年健全育成の推

進を図る。

２ 事業内容

ア 青少年活動支援事業

子どもと関わる体験活動を通して、ボランティア活動の推進や青少年相互の交

流を図り、コミュニケーション能力や協調性の育成に努める。

イ 地域連携協力事業

市町村や県内の各団体、学校、青少年教育団体等からの要望、要請に対応した

各種プログラムを実施するとともに、研修、交流イベント等の実施にあたり、県

内の青少年教育施設との連携、協力に努める。

ウ 補助事業

団体活動の活性化を図るために、会館に事務局を置く５団体へ補助金を交付す

る。

エ 広報事業

青少年教育行政関係者、青少年団体関係者、ボランティア指導者等と事業団の

広報と青少年健全育成に係る情報交換を目的とした「新年交歓会」を開催する。

経費総額３

総額 1,130,519円

内訳

人件費 518,519円

事業経費 612,000円
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４ 自主事業に係る収支計画
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５ 事業概要及び実施時期

事 業 名 趣 旨 ・ 目 的 事 業 内 容 対象・定員等実施時期等

① 会館を拠点とする 青少年会館友の会 ・ゆめすくーる（小学生対象の 月～ 高校生以上の青年「 」 10 12
青少年会館友の会 に、青少年健全育成事業の指導者とし 体験教室） 月 指導者等
事業 て施設ボランティア・事業ボランティ ・会館事業へのボランティア参 ～ 回4 6

アの活動の場を提供するとともに、共 加 通年
催により友の会が企画する児童の体験
活動の実施を支援する。

② 市町村や県内団体及び学校等の事業と ・学校等からの施設見学や職場 通年 県内小・中・高校
地域連携協力事業 連携し、ニーズに対応した体験活動や 体験への協力 ・社会人

研修を受け入れたり、県内で開催され ・社会教育施設及び青少年団体
るイベント等に参加したりして、地域 等が主催するイベント等への
との連携を図る。 ブース出展及び運営協力

・県内ボランティア団体が主催
する教育プログラムの共催協
力

③ 団体の活性化を図るために、会館に事 ・事務局運営用補助金の交付 － －
団体補助 務局を置く５団体へ補助金を交付する （４万円×５団体）。

④ 青少年教育行政関係者や青少年団体関 ・情報交換会 月 県内青少年教育行1
新年交歓会 係者等が一堂に会し、青少年健全育成 ・事業パネル展示、動画映写 政担当者、青少年

について情報交換を行うとともに、群 ・リーフレットや館報の配布 団体関係者、ボラ
馬県青少年会館及び公益財団法人群馬 ・青少年団体の協力によるおも ンティア指導者等
県青少年育成事業団の諸事業を広報し てなしプログラム、
その理解促進を図る
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令和６年度 受託事業計画書

青少年自立・再学習支援事業

事業名 趣旨・目的 事業内容 実施時期 対象・定員

①

悩みを抱える青少年及 ・コーディネーターの配置 相談対応は 不登校や非行G-SKY Plan

び保護者に対して相談を ・青少年とその保護者・学 通年 等の悩みを抱

行い必要に応じて体験活 校からの相談対応 える生徒及び

動を実施するなど、生活 ・体験活動受入事業所等の 進路相談会 そ の 保 護 者

を充実させ、不登校やひ 情報収集、連絡調整 年２回 等、ひきこも

きこもりからの脱却や社 ・体験活動のコーディネート りやニートの

会的自立を支援する。ま ・再学習支援のための各種情 青少年及びそ

た、高校中退者の再学習 報の収集、提供 の保護者等

のための相談・支援体制

の充実を図り、各種情報

。の提供を行う

②

地域における 高校中退者等を対象とし ・学習相談 通年 高校中退者及

学びを通じた た学び直しのための支援 学びに応じた教科書や副教 びその保護者

ステップアッ を行う。高校卒業程度認 材の紹介、高卒認定試験の ・関係者

プ支援促進事 定試験等に関わる相談及 紹介、教育機関や修学のた

業 び情報提供と希望者に応 めの経済的支援の紹介等

じて会館での学習支援を ・学習支援

行う。 青少年会館を活用し、高卒

認定試験等の受験を目指す

学習者に対して個別に学習

支援を行い、学習者の自立

を促す。
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(単位：千円)
公益目的
事業会計

法人会計 合計 備考

Ⅰ一般正味財産増減の部
１経常増減の部

(1)経常収益
基本財産運用益 1,841 0 1,841

基本財産運用益 1,841 0 1,841
特定資産運用益 0 0 0

特定資産運用益 0 0 0
事業収益 65,630 19,543 85,173

指定管理料収益 51,124 16,649 67,773
施設利用料収益 6,806 2,894 9,700
自立支援事業受託料 5,000 0 5,000
ステップアップ事業受託料 2,700 0 2,700

0 0 0
固定資産受贈益 0 0 0
    固定資産受贈益振替額 0 0 0
雑収益 313 0 313

受取利息 0 0 0
雑収益 313 0 313

コピー使用料 3 0 3
電話使用料 0 0 0
参加者負担金収益 310 0 310

経常収益計 67,784 19,543 87,327
(2)経常費用

事業費 67,804 0 67,804
役員報酬 1,692 1,692
給料手当 31,620 31,620
臨時雇賃金 2,554 2,554
退職給付費用 1,443 1,443
福利厚生費 5,840 5,840
会議費 639 639
旅費交通費 497 497
通信運搬費 832 832
減価償却費 0 0
消耗品費 2,365 2,365
修繕費 300 300
印刷製本費 436 436
燃料費 284 284
光熱水料費 5,542 5,542
賃借料 1,454 1,454
保険料 602 602
諸謝金 3,080 3,080
租税公課 5,124 5,124
支払負担金 25 25
手数料 431 431
委託費 3,044 3,044

管理費 0 19,543 19,543
役員報酬 2,828 2,828
給料手当 9,860 9,860
臨時雇賃金 209 209
退職給付費用 618 618
福利厚生費 1,890 1,890
会議費 87 87
旅費交通費 128 128
通信運搬費 23 23

令和6年度　収支予算書(損益方式)
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科         目
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(単位：千円)
公益目的
事業会計

法人会計 合計 備考

令和6年度　収支予算書(損益方式)
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科         目

減価償却費 0 0
消耗品費 40 40
修繕費 0 0
印刷製本費 0 0
燃料費 18 18
光熱水料費 650 650
賃借料 17 17
保険料 37 37
租税公課 885 885
支払負担金 204 204
支払助成金 200 200
手数料 131 131
委託費 1,668 1,668
交際費 50 50

経常費用計 67,804 19,543 87,347
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 20 0 △ 20
基本財産評価損益等 0 0 0
特定資産評価損益等 0 0 0
投資有価証券評価損益等 0 0 0
評価損益等計 0 0 0

当期経常増減額 △ 20 0 △ 20
２経常外増減の部

(1)経常外収益
固定資産売却益 0 0 0

経常外収益計 0 0 0
(2)経常外費用

固定資産売却損 0 0 0
経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 △ 20 0 △ 20
一般正味財産期首残高 19,755
一般正味財産期末残高 19,735

Ⅱ指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額 0 0 0

一般正味財産への振替額 0 0 0
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 206,199
指定正味財産期末残高 206,199

Ⅲ正味財産期末残高 225,934
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番号 所属名 契約締結日 契約の名称 契約の概要
契約金額
（円）

地方自治法
施行令

167条の2第1項
該当号(注1)

1 生涯学習課 R5.4.1
群馬県青少年会館の管理及
び運営に関する年度協定

群馬県青少年会館の管理及び運営委
託

67,773,000 2号

2 生涯学習課 R5.4.1
「令和5年度青少年自立・再
学習支援事業（G-SKY
Plan）」委託契約

青少年自立・再学習支援事業の実施に
係る委託

4,999,939 2号

3 生涯学習課 R5.4.1

「令和5年度青少年自立・再
学習支援事業（地域における
学びを通じたステップアップ
支援促進事業）」委託契約

青少年自立・再学習支援事業の実施に
係る委託

2,692,526 2号

75,465,465

1 警）生活安全企画課 R5.4.26
「風俗営業管理者講習」業務
委託

風俗営業管理者講習の実施に係る委
託

463,320 2号

463,320

1 警）組織犯罪対策課 R5.4.1
「事業者選任責任者講習」業
務委託

不当要求防止責任者講習の実施に係
る委託

4,258,700 2号

4,258,700

令和５年度　公社・事業団等との随意契約の実績（文教警察常任委員会）

計

注１）地方公共団体が随意契約ができる場合は、地方自治法施行令167条の２第１項各号に限定列挙されている。
　　　同項第１号は、地方自治体の規則で定める額を超えない場合(群馬県財務規則第188条：工事請負250万円、物品購入等100万円など)
　　　同項第２号は、その契約の性質又は目的が競争入札に適しない場合

注２）文教警察常任委員会関係部局所管の公社・事業団等は、他に（公財）群馬県育英会があるが、県との随意契約はない。

○（公財）群馬県青少年育成事業団との随意契約

計

○（公財）群馬県防犯協会との随意契約

計

○（公財）群馬県暴力追放運動推進センターとの随意契約
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